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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

1 広域化の

必要性

◎ 総務 8/7

財務

長﨑委員

(東洋町)

広域化の必要性をもっと強く出してはどうか。 広域化の必要性については、基本構想や検討会のほか、県議

会等でもお示ししているところですが、さらに分かりやすく

するように努めます。

住民の目線から見た広域化のメリットなども含め、必要な情

報をタイムリーに広報していきたいと考えています。

2 広域化の

必要性

◎ 総務

消防

7/28

消防

山﨑委員

(馬路村)

消防団による訓練の合同開催など、広域化のメ

リットをもっと見せて欲しい。

同上

3 広域化の

必要性

◎ 総務

財務

7/28

財務

和田委員

(土佐町)

高知市や南国市から１時間近くかかるため、他

の消防本部からの応援に期待できない。広域化

後も今までと変わらない場合、分賦金が増える

だけになってしまい、一部事務組合の議会の理

解を得ることが厳しいと思う。

広域化のメリットは他の消防本部からの応援だけではなく、

指令システムの統一による業務の効率化や、指令業務の集約

で生まれる余力による現場力の強化、県域全体で新規職員を

一括採用することによる人材確保などが考えられます。

一方で、指令システムの導入や、職員の処遇統一を必要最小

限で行うことなどにより、市町村の財政負担が増加する場合

がありますが、将来にわたって県全体の消防力を確保してい

くために必要な取組であることをご理解いただきたいと考え

ています。

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）
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4 組織体制 ◎ 総務 8/6

総務

高橋委員

代理

(本山町)

現在の消防体制について、例えば、広域化後も

20年間は維持するといったことを基本計画に記

載できないか。

基本構想において、消防署所の組織体制は、少なくとも第１

期（令和10～12年度）までの間においては、現行の40消防

署所体制を下回らないことを基本として検討することとして

います。

将来的に例えば、更なる人口減少や交通事情の改善などの著

しい環境変化が生じた場合には、広域連合及び関係市町村の

間で組織の再編や費用負担ルールの見直し等の対応が協議さ

れる可能性はあると考えています。

こうした考え方を基本計画に記載してはどうかと考えていま

す。

5 市町村議

会との関

係

◎ 総務 8/6

総務

桑名委員

(高知市)

広域化により、消防行政に対する市町村議会の

関わりが薄くなって遠くなっていくという不安

や不満の声が出てくると思うが、どう説明した

ら良いのか。

広域連合には議会を設置する必要があり、広域連合議会の議

員については、市町村議会及び県議会の議員の中から選出す

ることを想定しています。

こうした形で、市町村及び県の議員の代表者が広域連合議会

を通じて、広域連合の運営に関わっていただくことになりま

すので、市町村議会についても広域連合議会や市町村長を通

じて、ご意見を広域連合の運営に届けることができると考え

ています。

6 市町村議

会との関

係

◎ 総務 7/28

消防

久川委員

(安芸市

消防)

市町村議会で消防の質問が出た場合、答弁を行

うのは広域連合の消防職員か、もしくは市町村

の職員か。

質問される議員のご主旨も踏まえた上で、質問の内容に応じ

て適切な答弁者を判断することになると考えています。
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7 今後の協

議

◎ 総務 8/6

総務

竹部委員

代理

(安芸市)

広域化により職員数や財政負担が増加すること

になると、県民や議会への説明が難しくなるの

で、理解が得られるよう十分な協議をお願いし

たい。

職員数や財政負担については、引き続き、専門部会やワーキ

ンググループ等で協議し、市町村のコンセンサスが得られる

ようにしたいと考えています。

8 今後の協

議

◎ 総務

消防

通信

7/28

通信

中城委員

(高知市

消防)

高知市と土佐市の２市での共同指令の実現に２

年を要した。15消防本部を１つにまとめるため

の準備期間の見当がつかない。

高知市と土佐市の指令システムの更新を想定している令和

15年度までには７年間以上あり、準備期間の課題について

は、消防職員の皆さんと協力して建設的な議論を行うことで

解決できると考えています。

9 規程等の

統一

◎ 総務 7/28

消防

真鍋委員

(土佐市

消防)

活動の根拠となる規程、規則、要綱、要領等の

統一についてどう考えているのか。

広域連合の発足までの間に、市町村や消防本部の職員の皆さ

んにご協力いただきながら、規程等を策定することが必要で

あると考えています。

10 規程等の

統一

（職員の

居住地）

◎ 総務 8/6

総務

村田委員

代理

(南国市)

南国市では、職員の居住地を南国市内に制限し

ているが、広域化後の制限はどうなるのか。

職員の居住地を条例で制限している市町村がありますが、広

域連合の発足後、勤務地が現在居住している市町村以外にな

る場合があります。

居住地の制限の必要性等について、今後検討していく必要が

あると考えています。
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11 規程等の

統一

（階級制

度）

◎ 総務 8/6

総務

伊藤委員

(仁淀消

防)

階級制度の統一について、消防司監を局長に充

てる案があったと思うが、消防正監に変わった

経緯は。

消防庁の告示により、「消防司監の階級を用いることができ

る者は、指定都市又は人口70万以上の市町村の消防長」と

されています。高知県の人口は70万人未満のため、広域連

合の消防長の階級は消防正監になると考えています。

12 職員数 ◎ 総務 7/28

消防

川村委員

(嶺北消

防)

「広域連合設置までの間に、整備指針に基づく

必要人員数を再計算し、公表」とあるが、いつ

公表するのか。

現時点では、広域連合設置の前になると考えています。

13 職員の処

遇

◎ 総務

財務

8/6

総務

伊藤委員

(仁淀消

防)

職員の処遇について、均一化を目指すのか、均

一化できなくても仕方ないと考えているのか。

職員の処遇を均一化するためには、市町村において所要の財

源確保が必要になると考えています。指令システムの統一等

により財源確保の目処を立てた上で、均一化を検討する必要

があると考えています。

14 職員の処

遇

◎ 総務

財務

7/28

財務

和田委員

(土佐町)

職員の処遇の統一は慎重に行っていただきた

い。なぜ消防職員だけの給料を上げるのかとい

う声も出てくる。

職員の処遇統一には市町村の財政負担を伴うため、市町村長

のご意見も伺いながら、専門部会やワーキンググループ等で

しっかり議論する必要があると考えています。

15 職員の処

遇

◎ 総務

財務

8/7

財務

佐々木委

員

(高幡消

防)

職員の処遇はモチベーションにも関係するの

で、ワーキンググループ等でしっかり協議して

いただきたい。

同上
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16 役割分担 ◎ 総務

消防

7/28

消防

中城委員

(高知市

消防)

広域連合本部・方面消防本部・消防署所の役割

分担については、ワーキンググループ等で十分

な議論が必要。

組織の役割分担は職員配置の考え方にも影響するため、ワー

キンググループ等で議論した内容を第３回専門部会でお示し

したいと考えています。

17 役割分担 ◎ 総務

消防

7/28

消防

真鍋委員

(土佐市

消防)

消防署・消防団の車両等の緊急修繕の場合、現

場に出向く職員が必要。こうした人役を踏ま

え、組織の役割分担を検討して欲しい。

同上

18 市町村の

財政負担 ◎

総務

財務

8/6

総務

桑名委員

(高知市)

広域化による財政的なメリットはいつの時点で

出てくるのか。３交代制の導入や処遇の統一の

金額を見ると、各市町村の持ち出しはしんどい

のではないか。

広域化による財政的なメリットは、指令システムやデジタル

無線の整備における実質的な負担額を抑制できることであ

り、これらの整備開始を予定している令和14年度頃から財

政的なメリットが出てくると考えています。

また、職員の処遇統一によって財政負担が増加する場合があ

りますが、広域連合の発足時点では必要最小限の統一を図る

ことを提案しています。

具体的には、新採職員の初任給引上げやそれに伴う若年職員

の給与の逆転調整等について、必要最小限の処遇統一として

優先的に検討する必要があると考えています。

19 市町村の

財政負担 ◎

総務

財務

8/6

総務

桑名委員

(高知市)

３交代制の導入に関する財政負担のあり方につ

いて、いつの時点で決定するのか。

各市町村で３交代制の採否を検討していただくよう依頼して

おり、10月に開催する第３回専門部会で方向性を議論した

いと考えています。
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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）

20 市町村の

財政負担

◎ 財務 8/7

財務

長﨑委員

(東洋町)

分賦金のシミュレーションについて、試算Ⅲ

（組織ごとの単価×職員数）は議会にも説明しや

すい。ただし、広域化の趣旨から考えると、試

算Ⅰ（基準財政需要額割）や試算Ⅱ（段階的な

基準財政需要額割）に踏み込む必要があるので

はないか。

広域化に際しては、各市町村の実質的な財政負担の変動がで

きる限り大きくならないように努める必要があると考えてい

ます。

その上で、分賦金の算定方法については、市町村のご意見も

踏まえながら、財務部会で議論していきたいと考えていま

す。

21 市町村の

財政負担

◎ 財務 8/6

総務

竹部委員

代理

(安芸市)

市町村の財政負担について、職員数を抑制して

いる場合でも一律で基準財政需要額で按分する

のか、抑制を考慮した負担を考えていくのか。

市町村が負担する分賦金については、現在の職員数をベース

にして、財務部会で考え方を検討することになると考えてい

ます。

22 市町村の

財政負担

◎ 財務 8/7

財務

吉田委員

(梼原町)

梼原町では、消火は非常備消防（消防団）、救

急は常備消防（消防署）という役割分担の特殊

性がある。この点を考慮して分賦金等を検討い

ただきたい。

現在、高幡消防組合においては、署や分署に要する常備消防

費を構成市町が単独で負担されています。

こうした現状も踏まえた上で、分賦金等の考え方について検

討していく必要があると考えています。

23 市町村の

財政負担

◎ 財務

消防

7/28

通信

三谷委員

(南国市

消防)

被服や防火衣、活動服を一気に変えると多額に

なるので、無理のないような更新が大事。

被服等の更新にあたっては、国の財政措置を活用するととも

に、段階的な更新を行うことで、財政負担の平準化を図る必

要があると考えています。
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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）

24 市町村の

財政負担

◎ 財務

消防

8/7

財務

佐々木委

員

(高幡消

防)

直近指令やゼロ隊運用を行うのであれば、県全

体が管轄となるので、車両に関する負担は全体

で按分してはどうか。

方面消防本部単位で按分する場合、中央方面は

高知市のみであり、不公平ではないか。

広域化により従来の管轄を越えて活動する車両に関する負担

については、活動範囲や出動実績など様々な按分の方法が考

えられるため、今後、協議の上で検討していく必要があると

考えています。

25 広域連合

の予算規

模

◎ 財務

消防

7/28

財務

竹﨑委員

(奈半利

町)

広域連合の予算規模はどの程度を想定している

のか。また、施設整備といった新たな投資を想

定しているか。

広域連合の予算規模については、新たに必要となる指令シス

テムやデジタル無線の整備費用等を整理した上で、第３回専

門部会でお示ししたいと考えています。

また、新たな施設の建設といった大規模な投資については、

現時点では想定していません。

26 消防団事

務

◎ 財務

消防

7/28

消防

多田委員

(室戸市

消防)

広域連合が市町村から消防団事務を委託された

場合、委託料が発生するのか。

委託料に相当する経費を算定し、分賦金に反映させたいと考

えています。

27 消防団事

務

◎ 消防 7/28

消防

和田委員

(大川村)

消防団事務の責任の所在について、市町村と広

域連合のどちらになるのか整理が必要。

消防団事務の責任の所在を明確にするため、広域化後の実施

主体のあり方を各市町村で検討していただいた上で、各市町

村の対応方針を実施計画に定める必要があると考えていま

す。
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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）

28 市町村と

の連携

◎ 消防 7/28

消防

山﨑委員

(馬路村)

市町村と消防の関係について、防災や国民保護

の事案におけるフロー図も整理して欲しい。

防災や国民保護の事案におけるフロー図の整理については、

実施計画を策定していく中で、市町村の防災・国民保護担当

部局と消防本部の間における現在の連携体制と、広域連合内

の組織の役割分担の両方を踏まえながら検討していく必要が

あると考えています。

29 市町村と

の連携

◎ 消防 7/28

消防

久川委員

(安芸市

消防)

防災会議や国民保護協議会の委員、災害対策本

部の副本部長を消防長が務めている、広域化後

は署長が務めるのか。

市町村長の求めに応じて、消防署の署長や幹部職員が各種の

委員や役目を務めることはあり得ると想定しています。

30 部隊運用 ◎ 消防 7/28

通信

三谷委員

(南国市

消防)

広域連合の発足後から指令センターが整備され

るまでの６年間（令和10～15年度）は、近隣の

消防本部の応援に行ったりするのか。

現行の指令システム下で他の消防本部の応援に行くことが可

能か、また、部隊運用についても検証が必要であり、応援の

開始時期については今後検討する必要があると考えていま

す。

31 中継搬送 ◎ 消防 7/28

消防

多田委員

(室戸市

消防)

安芸市消防が室戸市消防の救急の中継搬送を行

う場合、安芸市消防の増隊が必要ではないか。

中継搬送を行うための増隊は考えておらず、現在の体制で対

応できる範囲で中継搬送を行っていただくことを想定してい

ます。

方面消防本部に日勤救急隊を配置することができれば、中継

搬送の活用が広がるのではないかと考えています。
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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）

32 業務のデ

ジタル化

◎ 通信 7/28

消防

依光委員

(香美市)

デジタル化には専門知識を持つ人材が必要。デ

ジタル化推進室をどういうイメージで考えてい

るのか。

デジタル化推進室については、消防職員の他、県や市町村か

らの派遣職員で構成することを想定しています。

デジタル化推進室が取り組む具体的な内容については、ＤＸ

の進展を踏まえて積極的に検討したいと考えています。

33 業務のデ

ジタル化

◎

財務

消防

通信

7/28

消防

中城委員

(高知市

消防)

高知市消防局から提案したデジタル技術の活用

による具体策は、消防力を持続可能なものにし

ていくための重要なツールであり、今後具体的

な検討に入っていくことを望む。

様々なデジタル技術については、それぞれの整備・維持管理

費用や必要性を個々に勘案しながら、有益なものについては

積極的に導入を検討していく必要があると考えています。

34 業務のデ

ジタル化 ◎

財務

通信

7/28

消防

徳弘委員

(高吾北

消防)

大規模災害時の通信網の第２波として、ＩＰ無

線を一緒に整備してはどうか。

同上

35 業務のデ

ジタル化

◎ 通信 7/28

消防

徳弘委員

(高吾北

消防)

火災時のサイレン吹鳴等を行う防災行政無線は

市町村によってメーカーや操作方法が異なる。

「指令センターへの集約」や「デジタル技術の

活用による高度化」が挙げられているが、イ

メージが全くわからない。

指令システムと連動したメール配信により、防災行政無線を

使用せずに消防団の招集等を行っている例があります。

また、新たな指令システムの導入により、従来の業務を見直

すことができる場合も考えられます。

指令システムの仕様を検討する際に、各消防における業務の

やり方も併せて検討する必要があると考えています。
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NO. 項目 発言者 ご意見の内容 県の考え方

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　第２回専門部会におけるご意見と対応について
（県の考え方は、委員からご意見をいただいた時点の内容）

関係部会

資料1 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会　総務部会（第３回）

36 指令シス

テム整備 ◎

財務

通信

7/28

通信

黒岩委員

(安田町)

多額の費用がかかる指令センターの整備につい

ては、広域化の方向性を見定めて最後に決める

ことになるのではないか。

指令センターの整備時期や整備費用は、広域化を検討する上

で非常に重要な論点の一つであることから、整備の方向性に

ついて早期に合意する必要があると考えています。

37 指令シス

テム整備 ◎

財務

通信

7/28

通信

三谷委員

(南国市

消防)

指令センターの整備について、緊急防災・減災

事業債が延長されなくても絶対にやるという機

運がないと、広域化のメリットが半減してしま

う。

指令センターの整備には、国の財政措置の活用が必要不可欠

だと考えています。緊急防災・減災事業債の延長や恒久化な

どを引き続き国に提言し、財源を確保してまいります。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

1 高幡消防 1 ご指摘を踏まえて修正します。

2 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑴ 新法人の形態，名称及び本部の
設置場所

　広域連合の名称と消防本部名称が違っており分かりにくい。
統一したほうが住民にもわかりやすいのでは。
　また，正式名称については今後議論するのか。

（参考：一般例として）
組合名→●●消防組合
消防本部名→●●消防組合消防本部
　また，名称と消防本部名称を統一（仮称とする）した上，略称
を入れたらどうか。

高知市
高知市消防

1 広域連合の名称については、広域連合であることが名称から
明らかである必要がある（地方自治法逐条解説）ため、「広
域連合」を含む名称案としています。

3 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑴ 新法人の形態、名称及び本部の
設置場所

名称について 広域連合の名称と消防本部の名称は同一が望ましいのでは。高知
県広域消防局。

嶺北消防 1 同上

4 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑴ 新法人の形態、名称及び本部の
設置場所

「広域消防局」という表記だと、従来の広域連合や一部事務組
合と混同される恐れがあります。「県消防局」とすることで新
法人が県全体を統括する新たな組織であることが明確にできる
のではないでしょうか。

高知広域消防局→高知県消防局 いの町 1 「高知県消防局」の名称は、県の一組織と誤解される恐れが
るため、「広域」を含む名称にしてはどうかと考えていま
す。

5 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑵ 新法人の主たる意思決定機構 地域によって問題が発生しても、議員がいない自治体によって
は、声がとおらない可能性があるため。

広域連合議会議員について各自治体1名 南国市
南国市消防

2 広域連合議会議員の人数に応じて、議会事務を行う職員の増
員が必要になることや、議会運営費用が増加することなども
踏まえ、議決機関である広域連合議会の構成について、他の
市町村のご意見もお伺いしながら、今後議論していきたいと
考えています。

6 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑵ 新法人の主たる意思決定機構 ②議決機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
選出枠について

中山間からの意見が届く選出の枠組に。 嶺北消防 2 同上

7 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑵ 新法人の主たる意思決定機構 任期は重要事項であると考えます。後から任期を設定すると各
自治体間での再調整が必要になる可能性があります。基本計画
の段階で記載しておくことで、初期から共通認識を持つことが
できると考えます。

任期は基本計画に記載する必要がある。 いの町 2 任期については、他の組織の事例を参考に、例えば「構成団
体の議会の議員の任期」といった記載を検討したいと考えて
います。検討時期については、慎重な議論が必要であるた
め、今後、実施計画又は広域連合規約に規定することにして
はどうかと考えています。

8 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑵ 新法人の主たる意思決定機構 ②議決機関 問題なし 土佐市 1 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

9 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑵ 新法人の主たる意思決定機構 ②議決機関
広域連合議会が設置されるとのことだが、市町村議会における
議員からの質問対応はどのようになるのか。広域連合から派遣
となるのか、負担金を支出している課の課長となるのか。この
整理は、市町村議会議員にも認識して貰えるよう周知をお願い
したい。また、市町村の予算で建設あるいは購入するものにつ
いてはその内容への質問が想定されるが、各市町村で議会の時
期が重なる場合もある。その辺の対応も必要ではないかと懸念
する。

（修正不要） 香美市 3 質問される議員のご主旨も踏まえた上で、質問の内容に応じ
て適切な答弁者を判断することになると考えています。

10 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑶ 方面消防本部の設置 ・大規模災害時において、市の災害対策本部と方面本部の指揮
命令系統、連絡、調整、災害対応への優先順位や方面本部とし
てどこまで対応したら良いのか明確にして下さい。
・方面消防本部は、あくまで連絡調整の事務を分掌させる区分
であると思いますが、広域化することにより、市町村の境界が
管轄とならないため、各消防署の管轄の見直しが必要となる場
合があると思います。南国市で言えば、西に数分行けば、高知
市となりますので、広域化した時に、南国市の部隊が第1出動
として、どのエリアまで出動するのか、予め決めておく必要が
あると思います。また管轄人口が増える場合は、出動も増加し
ますので、救急隊等も増やす必要があると考えます。広域化す
ることにより、同じような地域が沢山あると思いますが、各署
所の管轄人口等、消防防災科学センターからのシミュレーショ
ン等で明らかになりますでしょうか。

南国市
南国市消防

3 消防署所の体制は現行の40署所体制とすることを基本として
いますので、予防などの担当エリアは継承することを想定し
ています。
消防署所の活動範囲を検討するために必要な、現場までの所
要時間に関するシミュレーションを消防防災科学センターが
実施しているところです。この結果については、専門部会等
で報告します。

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目

8月22日の第２回ワーキングで意見を出しましたが、ワーキング資料３、３ページ及び４ページで使われている言葉の修正をお願
いします。

１点目：３ページ「過多」
「過多」は必要以上に多いという否定的なニュアンスを持ちます。
消防組織法により、一部事務組合又は広域連合といった組合形式を取っている市町村以外は、基本的に消防本部の数は市町村の数
と同じになります。
言い換えれば市町村の数が多い事を指摘するのと同じ事になります。
そこを消防本部の数が多い事をだけを強調した言葉の使い方に注意していただきたいと思います。
よって、以下のとおり代替え案を提案します。
①「高知県は小規模な消防本部が多数」
②「高知県は消防本部の数が全国平均に比べて多い」
③「高知県は消防本部ごとの管轄人口が少ない」
④「高知県は小規模な消防本部が分散して存在している」
⑤「①～④」の組み合わせ

２点目：４ページ赤の囲み「現在の消防体制が確保できているのは、～」
「国債」は国の一般会計を賄っているものであり、地方交付税や国庫補助金に間接的に関係しているものの、消防予算は直接的に
国債で賄われていない。
また、市町村は地方税、地方交付税、地方債、国庫支出金などの財源をやり繰りして消防行政を担っている。
囲みの表現は、消防を「非難」した様に受け取れるので、せめて以下のとおり修正を提案します。
①「消防体制」→「市町村消防体制」
また、現に１７ページ、ほかにも「市町村消防の原則」と消防の責任は市町村にあることが明記されているので「消防」のみを問
題視した表現は控えて頂きたい。

No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No
県の考え

（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

11 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑷ 新法人の所掌事務の範囲 現在、消防防災航空センターに対して、市町村が負担金（人件
費等）を支払っていますが、今後も市町村が負担するのでしょ
うか。

南国市
南国市消防

4 市町村から県の消防防災航空センターに派遣されている職員
に係る人件費については、関係市町村の分賦金として算定
し、今後も関係市町村に負担していただくことになると考え
ています。

12 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

　移行スケジュールとして，令和10年度当初に広域連合発足，
令和12年度までに本部機能の集約及び給与制度，階級制度、勤
務体制等、職員処遇の統一に着手すること，「４ 新組織の給
与その他の勤務条件に係る制度に関する基本的事項」において
職員の処遇の統一に関する方針（必要最小限の統一化）が記載
されているが，広域連合発足時から処遇の統一までの間の人
事・給与制度がどのように運用されるのかが不明確。本来であ
れば広域連合発足時点でこれらの制度に関しては統一されてい
ることが基本であると考えるが，発足から統一までに時間を要
するのであれば，その間の職員の勤怠管理や人事異動，給与計
算，昇給昇格，共済関連等の各種業務について，どういったプ
ラットフォームやシステムを用いて運用するのかを示すことが
必要。また，その際の経費比較（２年程度しか運用されないシ
ステムであれば費用対効果の劣る可能性）についても不可欠で
ある。

　広域連合発足時に各種制度が原則として統一されていることを
基本としたスケジュールとすること。統一ができない場合には，
基本方針の「必要最小限の均一化」の内容を明記するとともに，
統一までの間の各種制度の運用方針及び費用負担の比較など，詳
細な分析を追記する。

高知市
高知市消防

2 職員の処遇の統一に関しては、市町村の財政負担を伴うこと
から、所要財源の確保の目処や各種制度の統一の時期も含
め、市町村のご意見も踏まえた上で、基本計画に示したいと
考えています。
人事異動や給与計算等に必要な行財政システムについては、
システム整備までに必要な期間や費用を見積もった上で、整
備のあり方を協議したいと考えています。

13 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

　高知市と土佐市の２市による指令システム共同運用の調整だ
けでも２年を要しており，県内15消防本部の出動計画を策定す
るには相当の時間を要すると想定される。消防広域化における
様々な業務の調整と並行して出動計画の策定を行うことは現実
的なスケジュールではない。まずは県内指令システムの統一を
図り，運用していく中で出た課題を整理しながら，広域化の検
討を進めるのも一つの方策ではないか。

高知市
高知市消防

3 小規模消防本部で職員の確保に苦慮している現状を踏まえ、
広域化の目的の１つとして、一括採用の導入による人材確保
を挙げています。人口減少が進む中で消防力を確保していく
ためには、こうした取組の成果を早期に出す必要があると考
えています。新たな指令システムの運用開始を想定している
令和15年度までは７年間以上あり、ご指摘の課題について
は、消防職員の皆さんと一致協力して建設的な議論を行うこ
とで解決できると考えています。

14 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

・当消防本部の意見として、あり方検討会の内容を拝見するに
あたり、令和10年度発足の広域化スケジュールは、急ぎ過ぎて
いるように改めて感じるところであります。広域化を完成させ
るには、莫大な予算が必要であり、令和15年度に整備予定の指
令センター整備事業について、広域化から6年後に整備するこ
ととなっていますが、広域化のメリットとして多くの割合を占
める同事業が、令和15年度に緊急防災・減災事業債があること
が前提で進めておりますが、仮に同事業債が継続されなくて
も、指令センターは整備はされるのでしょうか。ベストの選択
としては、令和15年度に緊急防災・減災事業債が使えるか確定
した時点での、広域化及び指令センターの整備を並行して実施
するのがリスクの少ない選択ではないかと思います。　　　　　　　　　　
・高機能消防指令センター設置場所について、候補地はあるの
でしょうか。新たに建築する可能性は無いのでしょうか。

移行スケジュールの変更として、広域化を令和15年度の指令セン
ター設置後若しくは、広域化と指令センター設置を並行して計画
し、令和15年度に行う。

南国市
南国市消防

5 第２回通信・システム部会において、県一指令センターの運
用開始までのスケジュールとして、令和９～11年度にシステ
ムの仕様や運用体制等を検討し、令和12年度に基本設計、令
和13年度に実施設計、令和14年度に整備を開始するスケ
ジュール案を示しており、それぞれの作業内容を踏まえると
妥当なスケジュールだと考えています。
このシステム整備については、国の財政措置の活用が必要不
可欠だと考えており、緊急防災・減災事業債の延長や恒久化
などを引き続き国に提言し、財源を確保してまいります。
広域連合本部及び指令センターの設置場所については、高知
市との協議を継続して行っており、できる限り早期に決定
し、設置に必要な費用も含めてお示ししたいと考えていま
す。

15 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

現在の移行までのスケジュールは令和11年度に新組織を発足さ
せるために、本年度中に規約についてそれぞれの議会において
承認を受けることとなっている。しかしながら、先日のワーキ
ンググループの議論では給与体系や勤務体制などを多様性尊重
型とする案がでるなど、令和11年度発足後、調整すべき事項を
多く残したものとなっており、多くの課題を残したままのス
タートでは消防力低下につながるのは明白である。このことか
ら、広域化するのであれば、基本的にはすべての事項が統一さ
れたものになるべきである。そのためには、さらに議論をつく
すべきであり、このスケジュールは広域化ありきとなり、物理
的にも精神的にも性急すぎると考える。
また、この状態のままでは市議会をはじめ、住民の方の理解を
得るのもむつかしい。

スケジュールの見直し 須崎市 1 消防広域化は、人口減少が全国に先駆けて進む高知県にとっ
て、喫緊に取り組むべきプロジェクトだと考えています。
県一指令センターの運用開始時期を見据えてお示ししている
スケジュールを見直す場合には、何をいつまで延ばすのかを
具体的に提示していただき、協議することが必要ではないか
と考えています。

16 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

職員処遇の統一に関しては広域連合発足までに承認を
得るべきである。

事後にすると、まとまらないことが予想され、まとまらないま
まで広域化にすると、各署ごとに給与額等が異なってくる。つ
いては、その支払い事務若しくは各署で支払った給与等の集計
等の事務が生じ、事務が煩雑になる可能性がある。
さらに、消防広域化後の広域連合としての例規をどう定めるの
か、疑問があるし、定めに関する事務が煩雑になることが予想
される。

現行のスケジュールはタイトすぎるために十分な議論がなされ
ない恐れがあるため、予定の変更を視野に入れる必要がある。

令和8年度の早い時点で「高知県消防広域化基本計画あり方検討
会」での議論を踏まえて策定された本計画に基づき、「高知県消
防広域化推進協議会」（法定協議会）の設置に関して市町村議会
及び県議会での議決を得た後に同協議会においては、広域連合の
運営計画となる「高知県消防広域化実施計画」（以下「実施計
画」という。）の検討を行い、同年度内に実施計画の策定を行
う。
また、令和９年度の早い時点で、広域連合設立に向けた市町村議
会及び県議会での議決を経た上で、各種制度設計、関係機関との
協議、条例整備等、新法人の設立準備に着手する。
令和10年度当初に広域連合を発足させるまでに、給与制度、階級
制度、勤務体制等、職員処遇の統一を図ることとし、その後、令
和12 年度までを第１期と位置づけ、現行15 消防本部の本部機能
（通信指令業務を除く。）の集約化を進める。
令和13 年度から令和15 年度までを第２期とし、通信指令業務の
集約化に取り組み、令和15 年度末からの県一消防指令センター
の運用開始を目指す。
上記スケジュールのうち、長期的な目標年次を含む骨格部分につ
いては、実施計画策定過程における議論を踏まえ、実施計画にお
いて改めて定めることとするほか、その細
部については、以後の各プロセスの進捗状況に応じて、各年度末
時点で必要な見直しを行うものとする。
ただし、各段階のスケジュールにおいて各組織の了承を得られな
い場合は次段階に進まず、スケジュールを延長していくものとす
る。

室戸市
室戸市消防

1 職員の処遇の統一に関しては、市町村の財政負担を伴うこと
から、所要財源の確保の目処や各種制度の統一の時期も含
め、市町村のご意見も踏まえた上で、基本計画に示したいと
考えています。
スケジュールについては、今後各プロセスの進捗状況に応じ
て、各年度末時点で必要な見直しを行うことを基本計画に示
しておくことを考えています。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

17 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

・令和１０年の発足時の職員処遇について。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『令和12年度までを第１期と位置づけ、～　職員処遇の統一に
着手する。』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
先送りではなく発足時に統一を。

給与、階級、勤務体制等職員処遇については発足時に決定してい
ること。

嶺北消防 3 同上

18 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑸ 現行消防組織における本部機能
の新法人への移行スケジュール

【令和10年度当初に広域連合を発足させ、令和12年度までを第
１期と位置づけ、現行15消防本部の本部機能（通信指令業務を
除く。）の集約化を進めるとともに、給与制度、階級制度、勤
務体制等、職員処遇の統一に着手する。】とあるが奈良の事例
を聞くと発足時に決めておくべきだったの声もあり職員とって
は当然の意見であり不安は払拭しておくべきと考えます。

【令和10年度当初に広域連合を発足させ、 令和12年度までを第１
 期と位置づけ、現行15消防本部の本部機能（通信指令業務を除
く。）の集約化を進めるとともに、給与制度、階級制度、勤務体
制等、職員処遇の統一を図る。 に着手する。】

高幡消防 9 同上

19 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

　①消防本部の数と規模において，本県と全国平均を比較して
消防本部数の多さや本部当たりの消防署数の少なさが指摘され
ているが，首都圏等の大都市部を含む比較が適切なのかが不明
である。県庁所在地に人口の大部分が集積しており，東西に広
い本県の特殊性等を踏まえ，都道府県人口規模別の分析などに
よる再編の必要性を論じる必要がある。

　消防本部の数と規模において，全国平均以外の数値を用いた再
編の必要性に関する客観的な指標を追記する。

高知市
高知市消防

8 人口10万人当たりの消防本部数は全国１位となっています
（令和６年消防現勢のデータにより算定）。また、人口や面
積が高知県と近い島根県の消防本部数は９であることなどを
踏まえると、高知県は他県と比べて消防本部数が多いと言え
ることを追記するようにします。

20 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

広域化後は1消防本部当たりの管轄人口が約65万人、1消防本部
当たりの消防署数は、20署となり全国平均を大きく上回ること
となりますが、大きく上回ることにより機能的に処理できるの
か。デメリットは無いのか、平均値で図ることではないと思い
ます。

南国市
南国市消防

6 消防本部数に関するデータをお示ししたものです。

21 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

①消防本部の数と規模
現体制は単に人口比率のみならず、その分布も考慮した、いわ
ゆる過疎地域にも配慮した配置となっていますので、今後の再
編を考える際にも考慮いただきたい。

末尾に
一方で、本県の人口分布を鑑みると一定増となる面も考えられま
す。

高幡消防 10 基本構想では、消防署所の組織体制は、少なくとも第１期ま
での間においては、現行の40消防署所体制を下回らないこと
を基本として検討することとしております。
将来的に例えば更なる人口減少や交通事情の改善などの著し
い環境変化が生じた場合には、広域連合及び関係市町村の間
で組織の再編や費用負担ルールの見直し等の対応が協議され
る可能性はあると考えています。

22 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

②消防本部と消防署の機能分担を明確化・再編
　消防署の機能分担として，人事異動や給与支給等の運用，経
理･契約など予算の執行の実務を担うこととしているが，高知
市では現状はすべて本部機能としている。消防署の機能として
担うには非効率であり，人員的にも想定の人員では到底処理で
きない。

　署所で担うべき事務ではないため，方面本部にて実施すること
が適当である。それが無理であれば，これらの事務について，
「高知市においては方面本部で担うこととする」と特例的な文言
を明記する。そもそも，広域連合本部・方面本部・署所の業務割
振りが先決である。

高知市
高知市消防

1 総務業務については、その多くを広域連合本部に集約するこ
ととしていますが、消防署所においても一定の庶務業務を
行っていただく必要があると考えています。例えば、人事異
動においては、消防署所において、職員からの申告に応じて
異動の一次判断を行い、広域連合本部において異動の最終判
断を行うことになると考えています。
広域連合本部・方面消防本部・署所の役割分担については、
今後の部会等で改めて協議したいと考えています。

23 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

④消防本部機能の集約により生じた余力を生かした現場力の強
化
　消防力の基準に沿った本部の通信員配備ができていないた
め、消防隊員が通信業務を行っており、出動時にポンプ隊が3
人で基準が満たせていない。通信業務が一元化された場合、通
信に入らざるを得なかった人員を正規の消防隊に就かせること
で基準に沿った人員配置となります。現在の県内署所の必要人
数について、条例定数や整備指針による数の計算は成り立たな
いのではないかと感じています。
　広域化により、市民サービスが低下しても困るので日々業務
に関する【現在の必要人数】の調査を実施すべきと思います。
整備指針の人数までは必要ないが、現行の条例定数が完全に不
足しているため、現在の必要人数の算出を先にお願いしたい。

（修正不要） 土佐清水市
消防

1 必要な職員数については、市町村における現行の条例定数を
ベースにして検討していきたいと考えております。また、条
例定数のあり方については、各市町村で検討していただく必
要があると考えています。
その上で、条例定数を満たしていない市町村においては、欠
員の解消に向けた速やかな検討をお願いしたいと考えていま
す。

24 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

⑤中山間地域の小規模本部における人材確保強化
土地勘が無く地縁もない地域への転勤が可能性としてあれば、
そもそも採用試験に応募する人自体が減少するのではないかと
懸念する。

（修正不要） 香美市 4 人事異動については、所属の意向だけでなく、本人の希望や
家庭の事情等を確認した上で判断することになります。この
点を募集時にしっかりとご説明の上、応募者の確保につなげ
ることが重要だと考えています。

25 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

⑤ 中山間地域の小規模本部における人材確保強化
自賄い方式ですと実現が難しいと考えます。
県で統一した消防水準を定め（市町村の消防計画）一括採用し
た人材を配置するような方法を取らなければ市町村格差が生じ
広域化の意義が薄れるのではないでしょうか。

（修正不要） 高幡消防 11 人材確保や計画的な人材配置・人事異動の観点から、採用を
広域連合が一括して実施することを基本としてはどうかと考
えています。あわせて、地域に根ざした人材の確保を図るた
め、一定の採用枠を地域枠として設定し、構成市町村の出身
者等を優先的に採用することを検討してはどうかと考えてい
ます。

26 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

芸西村は、消防法に定める事務（消防団に関する事務並びに水
利施設の設置・維持・管理を除く）及び火薬類取締法に定める
事務（煙火の消費に関する事務に限る。）の管理及び執行を安
芸市に委託している。また、東洋町も室戸市へ委託している
(詳細不明)ことの記載が必要。

さらに、芸西村は消防事務を安芸市に委託している。また、東洋
町も室戸市に委託している。

安芸市消防 1 基本計画において、現状では東洋町と芸西村が他市に委託し
ている旨を記載するようにします。
なお、広域連合が成立すると、共同処理された事務は、構成
団体の権能から除外され、広域連合に引き継がれることにな
ります（消防庁「消防広域化マニュアル」参照）。このた
め、市町村間で委託している事務を広域連合が行う場合は、
市町村間の委託の関係はなくなるものと考えます。

27 １　広域化後の新たな消防組織に
関する基本的事項

1-⑹ 広域化による消防本部体制の再
編の必要性と狙い

③消防本部機能の～
４行目「住民サービス」

→「消防サービス」
以降も「消防サービス」に統一を
※同様に「行政サービス」も「消防サービス」に統一

高知市
高知市消防

4 単語の意味を踏まえた上で、適宜修正することを検討しま
す。

28 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

軽微な修正
P7表文中との整合性

ウ　消防署所の基本的な役割について
また、消防署所間の～
→また、消防署所の～　にすべき。

いの町 3 ご指摘を踏まえて修正します。

3
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

29 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

軽微な修正
P8　エ　他文との整合性

警防、救急、予防業務とあるが、他の箇所では警防、救急、救
助、予防業務となっている。

いの町 4 ご指摘を踏まえて修正します。

30 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

役割分担（案）の表
　消防署の主な業務について，「各職員に係る人事異動調整，
給与の決定・支払等」「個別の歳入歳出に係る経理，物品調達
に係る契約事務等」「消防団事務」「消防水利の管理」「消防
法等に基づく許認可等」を署で実施するのは負担が大きすぎる
と考える。
　また，本部機能を集約したメリットが半減すると考える。

高知市
高知市消防

2 総務業務を広域連合本部や方面消防本部に集約することとし
ていますが、住民サービスについては、地域における利便性
の観点から消防署所に一定の業務を残す必要があると考えて
います。
高知市においては、管轄面積が比較的コンパクトであること
から、例外的な役割分担を検討しています。

31 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

＜広域化後の役割分担（案）＞について
　警防・救助・救急業務及び予防業務については，広域連合本
部の40名程度と，消防署所で担うことになっており，例えば警
防・救助・救急業務について，自賄いの議論が決着していない
消防車両の購入は広域連合本部で，市町村の固有事務とする消
防水利の整備等に係る市町村との調整事務については消防署所
でとなっている。
　当然ながら，ほかにも業務がある中で，これらを広域連合本
部の40名程度で実施していく計画は，現状の高知市消防局の警
防課，救急課及び予防課の職員数が32名であることに鑑みて，
対応の遅延や事務の抜かりなどに繋がる可能性がある。
　また，業務の性質上，現場に足を運ぶことが多く，最低でも
方面ごとに担当人員を配置する必要があると考え，配置ができ
ない場合は，現場職員の兼務の解消には至らない可能性があ
る。

（例）
方面消防本部の警防・救助・救急の欄
「消防車両や消防水利の整備等に係る市町村との調整」挿入
※警防業務だけでなく，救急業務や予防業務についても同様のこ
とが言える。
　また，「消防署所での対処が困難な事案への対応」について
は，いったん方面消防本部が受け持つべきである。

高知市
高知市消防

3 役割分担案や職員配置の暫定的試算については、現行の職員
数を維持することをベースとして、その中で組織ごとの業務
内容と職員数のバランスを考慮したものです。方面消防本部
への人員配置や現場職員の兼務をできる限り解消するために
は、現行の職員数を増やすことが必要だと考えていますが、
一方で、人口減少に伴って人材や財源の確保が難しい実態を
踏まえながら、役割分担や職員配置について協議したいと考
えています。

32 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

①新組織の構成
　広域化後の役割分担（案）において，各職員に係る人事異動
調整，給与の決定・支払等について消防署所で実施する内容と
なっているが，人事・給与については統一な判断基準の下で運
用されることが基本であるべきと考える（高知市においても当
該業務は消防局総務課において実施している）ため，広域連合
本部または方面消防本部での実施とすべきではないか。

　広域化後の役割分担（案）の表について，以下を広域連合本部
（または方面消防本部）の役割とする。
　・各職員に係る人事異動調整、給与の決定・支払等

高知市
高知市消防

9 消防署所にも一定の庶務機能を残す必要があると考えていま
す。消防署所の庶務の内容が明確になるような記載を検討し
たいと考えています。

33 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

　①本文中，「現場対応力の強化を目指す」とあるが，高知市
においては現在，局で行っている業務を署（現場）が行う必要
性が出てくることから，現場対応力の強化につながらず，むし
ろ低下してしまう。

　署所で担うべき事務ではないため，方面本部にて実施すること
が適当である。それが無理であれば，これらの事務について，
「高知市においては方面本部で担うこととする」と特例的な文言
を明記する。何より，広域連合本部・方面本部・署所の業務割振
りが先決であると考える。

高知市
高知市消防

5 広域連合本部・方面消防本部・署所の役割分担については、
ワーキンググループ等で協議したいと考えています。

34 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

　全体をとおして，消防対策本部の運営に関する記述が見当た
らない。南海トラフ地震のような大規模災害時には，広域連合
本部で担うその役割が大きくなるが，近年多発している豪雨災
害のような規模では，方面消防本部の果たす役割が非常に大き
くなると考える。

　広域化後の役割分担として，方面消防本部には総務業務しか書
かれていないが，指揮隊と同様に，消防対策本部の運営について
も役割を持たせ，人員を配置すべきと考える。

高知市
高知市消防

6 同上

35 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

　各方面本部に指揮隊を新設し，災害現場における指揮統制及
び安全管理体制を確立する。現場活動において大きなメリット
がある。

イ方面消防本部の基本的な役割
　方面消防本部は，広域連合本部と消防署所の間の連絡調整を担
う。また，「管理運営協議会」の場等を通じ，管内の市町村長と
の意思疎通を円滑化する。
　方面消防本部には，方面指揮隊を設置し，現場活動の統制及び
安全管理を行う。

高知市
高知市消防

4 同上

36 ９　広域連合本部、方面消防本部
及び消防署所の役割に関する基本
的事項

9-⑵　方面消防本部の主な業務 (2)方面消防本部の主な業務
現在の基本的事項においては方面消防本部の機能が総務に関す
る事項のみとなっており、通常の業務においてもそうであるが
特に大規模災害が発生した場合に１局集中で高知県内全域をカ
バーするのは到底無理なことである。このことから方面消防本
部の機能は総務だけでなく、通信、警防・救急・救助機能も残
す必要はないのか。

（２）方面消防本部の主な業務
　管内の消防署の人事や予算などに関し、広域連合本部及び消防
署間との連絡調整窓口として集計等の業務を処理するとともに、
大規模災害発生時に迅速に情報収集及び情報伝達、指令業務が行
えるように方面消防本部に通信機能を置き、管内の消防行政の円
滑な運営に寄与する。

高幡消防 5 同上

37 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

　基本計画の骨格（素案）には，指揮隊についてまったく記載
がない。
　高知市では現在，災害対応の際，指揮隊が出動する運用をし
ている。（被害や災害状況を把握し，消防職員や消防団員の部
隊を効果的に展開するため。また，情報を収集し管理して報道
対応につなげるため。さらには，安全管理の徹底等の災害現場
における総合的な統括を行うため。）
　広域化となり初動での出動台数を増やすのであれば，通常火
災時など，これまでなかった他消防本部との合同活動となり，
さらにはこれに消防団を加えた活動となる。
　従って，災害時の活動方針の徹底や情報収集，情報管理，指
令センターとの無線交信，安全管理等，効率的で効果的な活動
を行うためには必須となる。
　当初，県と消防長で議決した推進計画骨子案においても，各
方面本部に指揮隊を置くことが明記されている。また，高知市
（中央方面本部）のみ，指揮隊を置く運用にはならないと考え
る。

方面消防本部ごとに指揮隊を創設
（例）中央方面消防本部　　　現状どおり
　　　その他の方面消防本部　４名×３部制＝12名
　　　　　　　　　　　　　　12名×５方面消防本部＝60名

高知市
高知市消防

7 指揮隊のあり方については、ワーキンググループ等で協議し
たいと考えています。

4
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

38 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

　①ウ(イ)ｃ「発足時の臨時的業務遂行のため県・市町村等か
ら派遣を求める」とあるが，あくまで「臨時的」なため将来は
派遣なしとなり減員となるのか？

発足時の臨時的業務のみならず，発足以降も行政事務については
継続的に，県等から派遣があるような記述を追記する。

高知市
高知市消防

5 県や市町村等からの派遣職員数については、広域連合の業務
量と、県・市町村等の人員体制とのバランスを考慮し、年度
ごとに判断していく必要があると考えています。

39 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

②職員配置
通信指令業務を県一消防指令センターで一括して行うとなる
と、住民等からの消防救急の連絡があった場合、混乱状況の中
での連絡ということもあり、正確な位置情報ではなく地域で伝
わる昔からの呼称（エリア）等で連絡してくるケースも多いの
で、そういった場合の対応は難しいのではないか。

②職員配置
第１期（令和10年度～令和12年度）では、現行15消防本部の本部
機能（通信指令業務を除く。）を広域連合本部に集約し、それに
伴い人員の再配置を進める。
第２期（令和13年度～令和15年度）では、通信指令業務の集約化
により、消防署で行っていた通信指令業務を県一消防指令セン
ターで一括して行うことで余力を生み出し、それを現場へ再配置
する。これにより、警防、救急、救助、予防の各部門における現
場力強化を図る。
⇒意見・理由にも書いたような課題をクリアできるような配置、
体制づくりは検討できないか。

田野町 1 県一の指令システムにより、通報者の電波等から位置を特定
することができます。通報者から聴取した情報を組み合わせ
ることで、地元の地理に精通していない職員であっても、新
たな指令システムの活用により、通報者の位置特定は可能だ
と考えています。（第２回通信・システム部会の資料30ペー
ジ参照）
なお、既に県一で運用している「おおいた消防指令セン
ター」では、システムの活用により位置情報で混乱した事案
はないと伺っています。

40 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

①新組織の構成
　60歳で役職を解かれ、定年延長となる職員は補佐級以上の幹
部職員として行政事務に携わっており、現場活動から長年外れ
ているため、広域化後の処遇の検討をお願いしたい。
　日勤救急隊等、主幹級で60歳を迎える高知市職員等は可能と
思われるが、管理職、補佐級職員は再度現場レベルでの就労が
可能か疑問が残る。
最終的なポストも考慮されるようお願いしたい。

（修正不要） 土佐清水市
消防

2 職員の職歴や適性、健康面も考慮しながら、職員配置や人事
異動を決定することになると考えています。

41 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑴ 新組織の構成及び職員配置に関
する基本方針

第１期の構想においては、現状の40署、職員定数を下回らない
ことを基本としていますが、第２期以降となった場合、第１期
の条件から見ると見直しや統合など署を減らす構想も伺えま
す。そうなれば職員の定数も減らすこととなるものなのか。ゼ
ロ隊運用というものの、郡部ほど縮小されていき、消防サービ
スの弱体化、町村の負担（分賦金）が現在より大きくなってい
かないかを危惧する。人口が多い中心部ほど消防力が温存され
ていくのではと懸念します。

幡多中央消
防

1 将来的に例えば更なる人口減少や交通事情の改善などの著し
い環境変化が生じた場合には、社会情勢に合わせた消防力や
そのための組織の再編、費用負担ルールの見直し等の対応
が、広域連合及び関係市町村の間で協議される可能性はある
と考えています。

42 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

　中央方面本部長と中央消防署長が兼任となっているが，署長
は中央署に在席するものと考える。そうなると，方面本部も中
央署に配置となるが，現在の署の事務室に方面本部の総務担当
17名が入るにはスペース的に難しい。
　また，広域連合があんしんセンターに入る場合，同センター
は高知市の施設であるため，賃貸料が発生する可能性がある。

　現存する各施設のキャパシティを把握し，それに応じた具体案
をお示しいただきたい。

高知市
高知市消防

1 署長を兼務する中央方面消防本部長のあり方は、高知市消防
局と協議します。署長以外の職員は、広域連合本部と同じ場
所を想定している中央方面消防本部に在席することとしては
どうかと考えています。
広域連合があんしんセンターを利用する場合、利用料の減免
を高知市に検討していただきたいと考えています。仮に利用
料が発生する場合、県や市町村で按分して負担することにな
ると考えています。

43 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

人件費は、何処が支払いますか。人員不足で出せない自治体も
あると思います。

南国市
南国市消防

8 消防職員に係る人件費については、消防の基準財政需要額か
ら各市町村が分賦金として広域連合に支出していただくこと
としています。

44 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

　②指令業務に従事する要員数が100人役程度，余力が53人役
程度とあるが，人役ではなく人数で示していただきたい。非常
にわかりにくく，これでは議会にも説明できない。各消防本部
に調査すればすぐに出せるのではないか。

人役ではなく人数で記載 高知市
高知市消防

6 高知市以外の消防本部では、複数の職員が兼務で指令業務を
行っていることから、消防本部への調査に基づいた人役数を
お示しせざるを得ません。

45 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

②指令業務の統合時の余力人役数
指令業務の統合時の余力人役数について、５２.５人役の余力
を試算しているが、各本部においては指令員が様々な消防業務
を兼任しており、消防指令センターが発足しても各署所に指令
員の配置が必要であると考える。このことに対し問題解決でき
るのであれば余力人役を５２.５人役として問題ないが、現状
のままではこれほどの余力人役は見込めないと思われる。

５２.５人役の試算の見直し。若しくはこのことについて問題点
を洗い出し、解決に向けて協議する必要があると考える。

土佐市消防 1 指令業務に関しては、52.5人役程度のスリム化が可能と考え
ています。一方で、消防団員への連絡等の他の業務を指令員
が行っている場合がありますので、そうした業務をどのよう
に遂行するか、現行の消防本部の実態を踏まえながら、指令
システムを活用した連絡等を検討していく必要があると考え
ています。

46 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

②第2期：指令業務の統合時（令和15年度～）
　現小規模消防本部の指令業務は、受付窓口業務や無線対応、
さらに夜間等駆け付け対応があるため廃止できるものではなく
人役の余力とはならない。
暫定的試算の表において当消防本部は、現場業務人員が9人×3
隊で表記されているが、最低人員8名で運用しているため余剰
人員が無いに等しい。休暇取得等で支障をきたしている。

（修正不要） 土佐清水市
消防

3 同上

47 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

実際に勤務する職員の意見も聴取したうえで、構成町村との協
議が必要である。
なお、３交代制に移行する場合でも、分賦金のパターンが２パ
ターンあり、明確な金額が不明である。

仁淀消防 3 お示ししているシミュレーションをもとに、分賦金を負担す
る市町村と協議して、理解を得ることが必要不可欠だと考え
ています。

48 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

令和10年度から「消防長」及び「次長」の職が廃止される場
合、令和9年度に「消防長」「次長」の職にある者の令和10年
度の配置（処遇）はどのように想定しているのか示してほし
い。

（修正不要） 中芸広域消
防

1 今年度は、まず職員の配置「数」に関する方針を決定し、
個々の職員の配置「先」や職名・役職の取扱いについては、
職員定数や配置等の組織の骨格の方向性を踏まえて検討する
こととしてはどうかと考えています。

49 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

署所の所管と兼務をしている要員が多数ありますので、余剰要
員は消防長分くらいになるのではないでしょうか

高幡消防 12 現在の消防本部や消防署に余剰要員はいないと考えています
が、総務や指令業務の集約により余力を生み出し、現場力を
強化したいと考えています。

50 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

　「三交代制勤務」ではなく「三交替制勤務」が正しい表記。 全表記を，「二部制」「三部制」に統一すればどうか。 高知市
高知市消防

7 市町村の財政担当職員が理解できるように、「３交替制勤
務」で統一してはどうかと考えています。 5
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

51 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

　②職務給の原則から，職員の給与は，その職務と責任に応ず
るものでなければならず，同じ組織で同じ業務を実施する職員
の給与などの処遇が異なる状況は事実上の「格差」であって，
これを「多様性」として「尊重」するスタンスでは，早期の格
差解消を目指す問題意識に結びつかず，結果として職員処遇の
問題が先送りされることになるのではないか。

　パブリックコメントや職員からの意見にも多くあるように，職
員の処遇に関する議論を先送りせず，広域化当初から三部制にす
るべく検討すべきと考える。
　できないのであれば少なくとも，いつまでに，又はどの段階で
三部制にするか等，基本計画の段階で具体的な方向性を明記すべ
き。
　また，人員・財源が必要であるなら，県の財政支援もお願いし
たい。

高知市
高知市消防

1 ３交替制勤務の導入に際しては、必要人員の増加や、それに
伴う財源確保が必要となります。このため、３交替制勤務の
導入については、２交替制勤務を導入している消防本部の関
係市町村において、財政負担を判断していただく必要がある
と考えており、関係市町村のご意見をお伺いして、方向性を
示したいと考えています。
なお、県による人員への財政支援は法令上困難です。

52 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三交代制勤務への移行
三交代制勤務の導入に際しては、必要人員の増加やそれに伴う
財源確保が必要となり、「多様性尊重型」を用い地域の実情に
応じて検討してはとあるが、第2回財務部会で消防庁の方から
の意見でもあったように、勤務体制等の重要課題を後回しにし
ては、組織を運用していくうえで不都合や、多くの職員から処
遇改善を求める不満等が出てくるのではないでしょうか。同一
組織である以上は、広域化発足時から「均一化推進」していく
べきと考えます。救急出動増加に伴い、出動が重なり乗り換え
出動も急激に増加しています。根本的に高知市以外は、車両に
人員を配置できていませんので、３交代制は勿論ですが、人員
を増やす必要があると思います。今後の人口減少・物価や人件
費の高騰により、市町村の財政負担が厳しくなっていくと思わ
れますが、広域化当初にどれくらいの予算が必要であるか、単
に広域化前の負担額で足りるのか、年度途中に予算が足りなく
なった場合に、補正予算が組まれるのか、補正予算が組まれた
場合は、どのように分担するのか、不透明感が増したように感
じています。また、市としては、2部制を3部制にするための予
算を出す余裕はありません。

②三交代制勤務への移行
「このため～要請する。」の行を削除し、③欠員補充等に要する
人員増の内容と統一する。

南国市
南国市消防

9 「均一化推進していくべき」としつつ、「予算を出す余裕は
ありません」との意見は、実務上の課題が残るものと考えら
れます。
一方、３交替制勤務に必要な財源確保に関しては、専門部会
の委員（市町村長）からは、当面は多様性尊重型に軸足を置
くといった骨格素案に賛同を示す意見も示されています。

53 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

①整備指針に基づく人員充足率の改善は、現実的に三部制移行
と両立できるのか、具体的な目標値は必要ではないか。

・二部制から三部制へ移行する時の必要人員
・整備指針上の必要数と実員
・達成目標値または不足人員
これらの表は必要ないか

黒潮町 1 ３交替制勤務の導入に際しての必要人員は、第２回総務部会
及び財務部会で試算をお示ししていますので、２交替制勤務
を導入している消防本部の関係市町村のご意見をお伺いしな
がら目標値を検討したいと考えています。

54 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

①消防力の整備指針に基づく人員充足率の改善
　No1で記述したが、これを先に実施し、県内署所の必要数を
出さないと人件費含む分担金等の算出が出来ないと思います。
後付けとなってはいけない内容に思います。
②三交代制はやるべき。当本部は、2部制での週40時間勤務の
確立ができてなく、運用として半年を要していた経過がありま
す。勤務時間短縮もあり3部制に移行後は3週6休が確立できて
いるので労基法的にも要件を満たすことが可能と思われます。
※最低人員の変更を行っていないので、三部制に伴う職員増は
無かったです。

（修正不要） 土佐清水市
消防

4 ①「消防力の整備指針」が示す人員数は、市町村が目標とす
べき水準を示したもので、一種の努力目標と位置付けられる
ものですので、まずは現実的に現行人員で試算すべきと考え
ています。
②３交替制勤務については、そのための増員や財源確保が必
要となりますので、２交替制勤務の消防本部の関係市町村の
ご意見を踏まえて判断する必要があると考えています。

55 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三交代制勤務の移行
働きやすい環境整備が重要であるが、増加する人員及びそれに
伴う財源が不明確であり、現時点で対応方針としてしまう是非
地域の実情を考慮し、協議いただきたい。

現時点では明記しない 梼原町 1 ３交替制勤務については、そのための増員や財源確保が必要
となりますので、２交替制勤務の消防本部の関係市町村のご
意見を踏まえて判断する必要があると考えています。
多くの消防本部が３交替制勤務の導入を期待していることか
ら、今後の方向性を記載する必要があると考えています。

56 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三部制について
　出動機会が多く負担感の大きい都市部において大きな意味が
あると思うが、県全体として出動件数が多いとは言えない状況
で大幅増員に見合うものか疑問がある。
　人員確保が困難となり、小隊の乗組み人員を削減したり兼任
隊が増えてしまったりしては、消防力の確保とは言えない。
（十分予想される事態に思える。）
　また、三部制では出勤する回数も多くなり、広域消防におい
ては職員の負担（通勤時間）が大きくなるのではないか。
　導入に向けた検討が望まれるケースを明記してはどうか。
　また、『今次』が意図するものが曖昧に感じる。段階的に統
一を図るなら十分な議論の上で明記すべき。

②勤務体制について
　三部交代制については、広域化前から導入している場合を除
き、出動件数等が多い都市部や特定の部隊（救急隊）など、恒常
的に夜間の出動等によって労務負担が大きい場合に、消防署（ま
たはその部隊）単位で検討するものとし、人員不足により部隊運
用が弱体化（乗組み人員の削減や兼任隊の増加等）し、消防力の
低下とならないよう十分な増員を確保した上で導入する。

黒潮町 2 ご意見を参考にさせていただき、３交替制勤務について検討
したいと考えています。

57 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三交代制勤務への移行
各関係市町村判断ではなく広域連合統一としてもらいたい。
二交代制勤務は身体への負担も大きく、今後広域異動を考えた
場合、配属先により勤務形態が違うことは、職員の更なる負担
となり得る。

②三交代制勤務への移行
　三交代制勤務は、職員の労務負担の軽減やワークライフバラン
スの向上といった観点から、働き方改革を推進する上で有効な勤
務形態であり、あわせて現場の消防力の強化にも資することか
ら、導入に向けた検討が望まれる課題である。
　広域移動を考慮した場合、配属先により勤務形態が違うことは
職員の負担となるため「均一化推進型」の対応とし検討する。

香美市消防 1 ３交替制勤務については、そのための増員や財源確保が必要
となりますので、２交替制勤務の消防本部の関係市町村のご
意見を踏まえて判断する必要があると考えています。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

58 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

「②三交代制勤務への移行」について、「「多様性尊重型」の
対応に軸足を置き、各関係市町村が地域の実情に応じて検討を
行うことを要請する」とあるが、記載のとおり、三交代制勤務
は働き方改革を推進する上で有効な勤務形態であり、消防力の
強化に資するのであれば導入について検討すべきであり、課題
が財源確保であれば、各関係市町村が地域の実情に応じて検討
していくのではなく、全体の議論の中で整理していくべきでは
ないか。

　例えば「三交代制勤務」の消防署から「二交代制勤務」の消
防署に人事異動を命じられた職員から、勤務条件の変更として
不服が出された場合、管理運営事項として整理できるのか疑義
がある。

（修正不要） 中芸広域消
防

2 同上

59 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三交代制勤務への移行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『当面、地域における行政サービスの水準の決定に関する市町
村の判断を尊重する「多様性尊重型」の対応に軸足を置き、市
町村が地域の実情に応じて検討。』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県一消防である以上、勤務体制、隊員配置、配置車両は同一で
あるべき。全署三交代制で。

　各市町村の考え・財政力により署々体制の強弱が発生し、県一
消防であるにもかかわらず県内の住民サービスに濃淡が出てくる
可能性が高く、住民・議会に対し説明ができない。管轄人口・面
積等を参考に、①高知市内②中山間③その他などで署を区分し、
【署の隊員は◯人以上。】など規定しておくことが望ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

嶺北消防 4 同上

60 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

② 三交代制勤務への移行
　【三交代制勤務は、職員の労務負担の軽減やワークライフバ
ランスの向上といった観点から、働き方改革を推進する上で有
効な勤務形態】とありますが二交代制勤務においてもその部分
については同様に有用でありますので、それぞれのメリットデ
メリットを議論して進めていくべきと考えます。
当初の段階で３交代勤務で進んでいますが、２交代を実施して
いる１０消防本部の意見や管轄する市町村への財政負担が多く
なるとなることなど、その部分について意見を聞き協議する必
要ではないでしょうか？

高幡消防 14 同上

61 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

②三交代制への移行
「多様性尊重型」でも構わないが、県一になった時に署所毎の
年休等の休暇の取得率に差が出ないように配慮した人員配置を
行う必要がある。

点線囲みに以下の文面の追加を検討
「なお、勤務体制の違いによって年休等の休暇取得率の均衡を保
つように人員配置を行う。」

高幡消防 3 「多様性尊重型」に一定のご理解をいただいていることを踏
まえて、人員配置案を検討したいと考えています。

62 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑷ 三交代勤務への移行、欠員補充
等に要する人員増に関する対応方針

②三交代制勤務への移行 「三交代制勤務の導入に際しては、多額の財源確保が必要となる
ことから、今次の消防広域化に際しては、当面、地域における行
政サービスの水準の決定に関する各市町村の判断を尊重する「多
様性尊重型」の対応に軸足を置き、各関係市町村が地域の実情に
応じて検討を行うことを要請する」ことについて、発足当初の対
応としては反対ではないが、職員のモチベーションが低下するこ
とがないよう、職員の処遇の均一化を図ることを目標とすべきと
考える。できれば期限を設けて県下全域が三交代制勤務の導入に
移行するような目標を計画に定めるのはどうか。

土佐市 2 「多様性尊重型」に一定のご理解をいただいていることを踏
まえて、市町村の財政負担等について協議したいと考えてい
ます。その上で、目標についても検討したいと考えていま
す。

63 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

① 「消防力の整備指針」に基づく人員充足率の改善
　指針が努力目標であるのはその通りでございますが、だから
こそ消防組織法で義務付けされている「市町村消防計画」が必
要にであり、その中で各市町村が消防事務の責任を果たすため
に必要な整備を考え、その結果指針以上、若しくは以下の計画
が明記されることになるのではないでしょうか。
【広域連合発足時には新たな消防本部体制の下で必要な装備水
準及びこれに対応した人員配置数を再計算して提示する。】と
ありますのでこれが「市町村消防計画」になりますでしょうか

高幡消防 13 広域連合発足時には、新たな消防本部体制の下で必要な装備
水準及びこれに対応した人員配置数を再計算して提示したい
と考えていますので、この内容を踏まえた広域化後の消防計
画を別途策定する必要があると考えています。

64 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

　③広域連合における支援のあり方について検討する，とある
が「支援のあり方」とは具体的にどういうことか。

記載内容については問題ない。 高知市
高知市消防

8 欠員の解消は、一義的には関係市町村により対応すべきもの
と考えていますが、状況に応じて経過的な支援の仕組みを検
討する場合を想定しています。例えば、一定のルールで経過
的に共通経費扱いとすることなどを検討してはどうかと考え
ています。

65 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

③欠員補充等に要する人員増
欠員補充の解消に向けた財源確保や条件整備については関係市
町村ではなく、広域連合が自組織の課題として取り組む事が必
要。

③欠員補充等に要する人員増
　消防職員の欠員は、現場対応力の低下や職員の負担増につなが
ることから、広域化に当たり、（一部削除）優先的に検討すべき
課題と位置づけられる。このため、欠員の解消に向けて、必要な
財源確保の方策をはじめとする条件整備について、広域連合が自
組織の課題と捉え、検討する。

香美市消防 2 条例定数のあり方については、各市町村で検討していただく
必要があると考えています。
その上で、条例定数を満たしていない市町村においては、欠
員の解消に向けた速やかな検討をお願いしたいと考えていま
す。

66 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

③欠員補充等に要する人員増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定数割れの消防本部が存在する。

広域化後各署への職員配置について。広域化基本構想では定数に
ついては現行を下回らないとなっているが、総務部会（第２回）
資料P27での現行各本部内訳数がＲ７実員となっている。定数か
ら実員に変更となった経緯は。

嶺北消防 5 条例定数で職員配置を試算した場合、実在しない職員を配置
する形になるため、実員ベースで試算を行っています。各市
町村において欠員補充が行われる目処が立った時点で、試算
を再度行う必要があると考えています。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

67 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

「③欠員補充等に要する人員増」について、「欠員の解消に向
けて、必要な財源確保の方策をはじめとする条件整備につい
て、関係市町村において速やかに検討を行うよう要請する」と
あるが、消防職員の確保に向けて一番のアピールポイントは
「県一化」だと考える。
  県一化の魅力を前面に出すことで、応募者の確保につなげた
いと考えるが、その効果は期待できないとの想定なのか。また
「必要な財源確保」とは、どのような財源を想定しているの
か。

（修正不要） 中芸広域消
防

4 県一の広域化により新規採用の応募者の確保につなげたいと
考えていますが、欠員補充等のために職員数を増やす場合に
は、市町村において必要な財源の確保が必要になります。

68 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑶人員配置増加を要する諸課題に関
する対応方針

現在、各本部の職員数で広域化の試算をされ、新設部隊も検討
されているようですが、現消防本部の定数枠の人員のみの配置
だけで、広域化の発足に合わせ、人員増（採用増）は考慮しな
いものなのでしょうか。新設部隊に人員が割かれて、現場人員
への反映が少なく感じます。

幡多中央消
防

2 条例定数を満たしていない市町村においては、欠員の解消に
向けた速やかな検討をお願いしたいと考えています。

69 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑷ 三交代勤務への移行、欠員補充
等に要する人員増に関する対応方針

③欠員補充等に要する人員増 問題なし
※第２回ワーキンググループ資料２７ページ「別紙３」給与水準
の統一ⅱ）必要最小限の処遇統一として優先的に検討すべきもの
についての、各市町村の負担額を示していただきたい。

土佐市 3 資料にあるとおり、職員１人の人件費を7,491千円として試算
しており、土佐市消防本部が欠員１人の補充を行う場合の負
担額は7,491千円となります。

70 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑷ 三交代勤務への移行、欠員補充
等に要する人員増に関する対応方針

提示いただいた方針が妥当と感じますが、運用に際しては下記
事項について検討いただきたい。

【三交代制について】
第2期以降において三交代制の導入について規模等による一定
の基準を定める必要があるのではないかと考えます。

【欠員補充につて】
何に対しての欠員なのかを明記する必要があるのではないで
しょうか。
三交代制の実施に向けての欠員なのかなどによって欠員の考え
が変わってくるのではないと思いますが、定数条例に対しての
欠員ということであれば、当該定数条例の定数自体も同一の積
算根拠を元に精査する必要があると考えます。
つきましては、欠員という定義についても、広域化に伴う広域
異動や三交代制導入、育児休業等の取得に際しての欠員など具
体的なケースを元に欠員数を検討していくべきではないかと考
えます。

宿毛市
幡多西部消
防

1 ３交替制勤務への移行等に関する方針は「妥当」だと賛同い
ただいたことを踏まえて、運用について検討したいと考えて
います。
なお、「欠員」とは、条例定数に対する欠員と考えていま
す。

71 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑷ 三交代勤務への移行、欠員補充
等に要する人員増に関する対応方針

③ 欠員補充等に要する人員増
　何をもって欠員とするのでしょうか
広域連合としての「市町村消防計画」が必要ではないでしょう
か

高幡消防 15 「欠員」とは、条例定数に対する欠員と考えています。
広域連合発足時には、新たな消防本部体制の下で必要な装備
水準及びこれに対応した人員配置数を再計算して提示したい
と考えていますので、この内容を踏まえた広域化後の消防計
画を別途策定する必要があると考えています。

72 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

①任用 問題なし 土佐市 4 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

73 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

②職名及び階級 問題なし 土佐市 5 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

74 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

「広域化前の市町村の消防本部に勤務していた消防職員」につ
いては、現勤務地での勤務を前提とした生活基盤があり、本人
の意向から大きく外れた転勤は勤務意欲の低下に繋がる。この
ため、一旦退職したのちに広域連合に採用する場合においても
「地域枠」を設定し、（「（定員の制限を設けて）優先的に」
ではなく、）本人の希望通りの「地域枠」で採用することとし
てはどうか。
その上で、人事異動についても、本人の希望や事情を最大限考
慮した上で、一定期間、本部や他地域での勤務を求めることと
してはどうか。

①任用
（略）広域連合において地域枠を設定し、定員の制限なく、希望
する地域枠で新たに採用されるものとする。

香美市 6 人事異動については、所属の意向だけでなく、本人の希望や
家庭の事情等を確認した上で判断することになるため、本人
の意向から大きく外れた転勤を強いることは考えていませ
ん。
現消防職員が広域連合の職員となる場合に、希望する職員を
全て地域枠扱いとすることは、人事の硬直化を招く恐れがあ
ると考えています。

75 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

　②高知市をベースにすると，階級が下がる職員は出てこない
のか。

　出るのであれば「ただし，階級が下がる場合は現階級を維持す
るものとする。」等の明記が必要と考える。

高知市
高知市消防

2 職員の階級については、現行を下回らないよう検討したいと
考えています。職名・役職の取扱いについては、職員定数や
配置等の組織の骨格の方向性を決定してから検討することと
してはどうかと考えています。

76 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

職名及び階級について、職員のモチベーション低下をさけるた
め、現行の階級、役職を下回らないよう配慮していただきたい

幡多中央消
防

5 同上

77 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

一旦退職の手続きを行った上でとあるが、詳しい手続き方法に
もよるがそのまま退職となる可能性も考えられる

幡多中央消
防

4 退職する職員が出ないように、手続きを検討する必要がある
と考えています。

78 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

「①　任用」について、「広域化に際して一旦退職の手続きを
行った上で」とあるが、職員が退職に同意しない場合の対応は
どのように想定しているのか。
例えば、現組織での任用（事務職への転職）を希望する職員に
ついては、現行組織で事務職として継続雇用する義務があるな
らば、現行組織の採用計画に大きく影響する。

（修正不要） 中芸広域消
防

5 職員が退職に同意しない場合は、現行組織への在職を続けて
いただくことを現行組織と協議することになると考えていま
すが、退職する職員が出ないように、手続きを検討する必要
があると考えています。

8
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79 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

①任用
　広域化前において市町村の消防本部に勤務していた消防職員
についての処遇と同様に、各消防署へ市町村から出向している
消防職員の処遇についても同様となるのでしょうか。退職扱い
とする理由はどういうことでしょうか。
②職名及び階級
　高知市の現行制度をベースとしてかまいません。

高幡消防 16 ①消防署に市町村から出向されている職員については、広域
化後も必要に応じて市町村から広域連合に出向していただく
方策もあると考えられます。
広域連合は、市町村とは別の特別地方公共団体であるため、
一旦退職の手続をとっていただく必要があると考えていま
す。
②「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意
見も勘案して検討します。

80 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑵ 新規採用職員の採用，配置等に
関する基本方針（地域枠の設定等）

　地域枠の設定について，もう少し検討が必要ではないか。新
採職員の採用基準の低下が想定される（総合点数が低いものが
地域枠によって採用されてしまう）ことがデメリットとして考
えられる。

　地水利に不安があるだろうが，すぐに覚えられる。それは現状
の新人も同じ（他県や他地域出身の採用者もいる）ではないかと
考える。要検討のため，明記は避けてはいかがか。

高知市
高知市消防

9 地域枠を希望する市町村長の意見に基づいてお示ししていま
すので、今後、他の市町村の意見を部会等でお伺いして判断
したいと考えています。

81 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑵ 新規採用職員の採用、配置等に
関する基本方針（地域枠の設定等）

「地域に根ざした人材の確保を図るため、一定の採用枠を地域
枠として設定し、構成市町村の出身者等を優先的に採用するこ
とを検討する。」とあるが、連合広域での採用とした場合に、
地域枠を設定して採用してしまうことで、様々な面で職員格差
が生まれてしまうと考えられます。採用後の事情変更に応じた
選択変更を柔軟に認めるのであれば、地域枠で採用する意味が
あるのか。また、５ページ（６）⑤中山間地域の小規模本部に
おける人材確保強化との整合性もとれていないのではないで
しょうか。

地域枠を設定する必要性、地域枠を設定して採用する場合の具体
的な採用方法及び採用者の配置について説明を願いたい。

土佐市消防 2 第２回総務部会の資料47ページでお示ししているとおり、地
域枠を設定した場合、行政需要及び本人の希望に応じた地域
での採用や配置が可能となるといったメリットもある一方
で、人口減少等により地域の要配置人員と既採用人員との間
に乖離が生じた場合、行政需要に応じた適切な人員配置が困
難となる可能性があるといったデメリットがあると考えてい
ます。このため、方面本部単位の職員配属比率の1/2程度で地
域枠を設定することや、十分な人員確保に懸念がある中山間
地域等に限定して採用選考時からの枠設定を検討することと
してはどうかと考えています。

82 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑵ 新規採用職員の採用、配置等に
関する基本方針（地域枠の設定等）

広域連合での一括採用実施において、「採用後の事情変更に応
じた選択変更を柔軟に認める」とあるが、結婚等を機に高知市
を中心に居所が集中し、中央部に偏在することになるのではな
いか。南海トラフ地震といった緊急時の対応など課題も出てく
るのではないか。

（２）新規採用職員の採用、配置等に関する基本方針（地域枠の
設定等）
広域化後の新規採用は、方面本部単位で採用を実施し、異動につ
いては柔軟に対応する方向で検討する。

田野町 2 採用時や人事異動の検討時期に勤務地の希望を確認した上
で、職員を配置することになると考えています。一括採用に
よる職員の確保や地域枠採用の併用によって、県中央部以外
での勤務が可能な職員を確保できるようになることが広域化
のメリットであると考えています。

83 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑵ 新規採用職員の採用、配置等に
関する基本方針（地域枠の設定等）

一極集中になりがちな部分ですの持続可能なのか不安が残りま
す。その時の社会情勢のあわせ柔軟な対応が必要と考えます。

（修正不要） 高幡消防 17 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

84 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑶ 既存職員の人事異動等に関する
基本方針及び広域異動に関する暫定的
試算

人事異動に関しては本人の意思を尊重し反映されることとすべ
きである。

① 既存職員の人事異動等に関する基本方針
広域化後の人員配置として、一部の職員については、広域連合本
部への配置など広域的な人事異動を求める機会が従来より増加す
ることが見込まれるが、大多数の消防職員の場合、引き続き同じ
管轄区域内での配置を中心とした人事異動の運用が想定されるも
のである。広域化後の人事異動はこのような見通しを前提とし
て、職員本人の希望及び所属側の意向を踏まえて検討することと
するが、原則希望しない異動は行わないこととする。

室戸市
室戸市消防

2 人事異動については、「職員本人の希望及び所属側の意向を
踏まえて検討する」こととしており、職員本人の希望を把握
した上で行われると考えています。

85 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑶ 既存職員の人事異動等に関する
基本方針及び広域異動に関する暫定的
試算

職員はこの部分の不安要素が上位を占めると思われるため、意
見を聞いて問題点等を抜き出す。また奈良県のように全体での
異動とならない確約はあるのか？

幡多中央消
防

6 多くの消防職員の場合、引き続き管轄区域内での異動が中心
となるものと想定していますが、一定数は広域連合本部への
広域異動が必要となります。人事異動については、職員本人
の希望及び所属側の意向を踏まえて検討することになると考
えています。

86 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑶ 既存職員の人事異動等に関する
基本方針及び広域異動に関する暫定的
試算

「①既存職員の人事異動等に関する基本方針」について、「職
員本人の希望及び所属側の意向を踏まえて検討する」とある
が、職員本人が広域的な人事異動を希望した場合、どのような
基準で人事異動に反映するのか。
例えば、子供の進学に伴い高知市周辺の勤務地を希望する職員
が多い場合、異動の対象とする基準はどのようなことを想定し
ているのか。

（修正不要） 中芸広域消
防

6 人事異動については、全職員の希望と所属の意向を確認した
上で、例えば、所属ごとの職員の年齢構成や経験値のバラン
スを考慮するなど、地域ごとの消防力を確保する観点で検討
することになると考えています。
広域異動を希望する場合、異動が地域ごとの消防力の確保に
資すると判断されれば、異動の対象になると考えています。

87 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

　昨年出された基本構想案についてのパブリックコメントにお
いて，多くの職員から特に給与について，処遇の統一が出され
ている。
　また，有識者の話の中で，奈良県の広域化の例を出し，「処
遇面が整理される前に広域化を優先して進めたことにより，当
初数年間は混乱が生じた。10年経過した中で，ある程度解消し
た」との発言があり，先行事例の失敗談の一つと考えられ，時
間が解決したものであり，同じことを繰り返すことは避けるべ
きである。　

　給与の統一は，課題も多くあると思うが，先送りすることなく
検討し統一すべき。
　また，処遇の統一が職員のモチベーションにもつながり，消防
力の向上の一つになる。

高知市
高知市消防

3 職員の処遇の統一について、給料や手当を現行より引き上げ
る場合は財源確保が必要となります。この点に関して、専門
部会の委員（市町村長）からは、当面は多様性尊重型に軸足
を置くといった骨格素案に賛同を示す意見がありました。こ
うした意見を踏まえて、各種制度の統一時期も含め、他の市
町村長のご意見も伺いながら検討したいと考えています。

88 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

「B均一化推進」に賛成します。「多様性尊重」という言葉が
今回出ましたが、消防としては、多くの方が広域化までに、職
員の処遇を決めて頂きたいと、要望をしていると思います。資
料の「住民サービスの向上と魅力ある職場環境の両立」にもあ
るように、消防職員の仕事の魅力向上があってこその住民サー
ビスの向上に繋がるのだと思います。関係市町村長と協議し、
必要な財源が確保が出来ないということは、広域化を進めるこ
とが出来ないということだと思います。また、今決めれない事
が、今後決まるとは思えませんので、不確実性がより深まった
と感じます。

基本的な考え方から「（A）多様性尊重」を除く。 南国市
南国市消防

13 同上

89 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

処遇に関しては同一組織であるからには均一化で統一すべきで
ある。
各署のよって処遇が異なると人事異動等が円滑でなくなること
が予想される。

職員の処遇等については、広域連合発足までに均一化を図る。 室戸市
室戸市消防

4 同上
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90 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑵ 給与等の勤務条件に関する基本
方針

(2) 給与等の勤務条件に関する基本方針
新組織の職員の給与等の勤務条件については、高知市消防局の
制度をベースに統一すると確認した。職員の給与面において、
不均衡が生じない取り扱いをお願いしたい。

（修正不要） 香美市 1 同上

91 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

（１）職員の処遇の統一に向けての総括的な基本方針 上記３の三交代制勤務への移行同様、職員の処遇の統一について
も均一化を図るべき問題であり、職員のモチベーションが低下す
ることがないよう、できれば期限を設けて県下全域を統一する目
標を計画に定めるのはどうか。

土佐市 6 同上

92 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

勤務体制（２交代制及び３交代制）については、多様性尊重で
もいいと思われるが、給与制度、階級制度、職員の処遇（特休
や年休の取得等）は発足時には均一化推進で進めるべきと考え
る。
※勤務体制（２交代制及び３交代制）よりも、職員の処遇（特
休や年休の取得等）が重要であると思われる。

職員の処遇等を一括りで考えるのではなく、各詳細ごとに多様性
尊重か均一化推進か記載するべきと考える。
４ページ１（５）でも給与制度、階級制度、勤務体制等、職員処
遇の統一が第１期と位置付けられているが、それぞれについて発
足時なのか第１期なのか記載を見直すべきではないか。

土佐市消防 3 同上

93 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

「当面は「（A）多様性尊重型」に軸足を置き」とあるが、人
事異動で配置替えとなった職員が、新勤務地の処遇に不服があ
る場合、管理運営事項として整理できない「処遇」は存在しな
い整理でよろしいか。
仮に、職員の勤務条件に関する事項が含まれるのであれば、勤
務条件についての不均衡は極力是正すべきではないか。

（修正不要） 中芸広域消
防

7 同上

94 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

基本スタンス（Ａ）多様性尊重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『市町村消防の原則に鑑み、～各市町村の判断を尊重』　　　　　　　　　　　　　　　　　
県一消防に向けて検討している中で、各市町村の判断に委ねる
事は、混乱を招くことにならないか。

　県一消防である以上、職員の処遇は同一であるべき。広域化発
足時に全職員（B）均一化推進で。

嶺北消防 6 同上

95 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

財政負担を考慮し、広域連合発足時は「必要最小限の均一化で
広域化する」こともある一定理解できるが、均一化されなかっ
た部分をどの時期にどのように解決していくかも計画しておか
ないと、単なる課題の先送りとの不安を払拭できない。

職員の処遇等については、本来発足当初から均一化すべき事項で
はあるが、当面は「(A) 多様性尊重」に軸足を置き、広域連合発
足時点では必要最小限の均一化を図った後、消防指令システム統
一等により処遇均一化のための所要財源確保の目処を立てるのと
併行し、広域化第２期中の期間内に残る処遇均一化に努める。

仁淀消防 1 同上

96 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

(3)　給料表格付け等の取扱い
　当初より基本給の部分だけを協議されているが、現行の県下
消防本部においては行政職給料表扱いがほとんどであり、追加
手当等で若干の処遇配慮がおこなわれている。高知市にあって
はもともと公安職給料表あつかいであり、基本給において処遇
配慮がなされている。高知市準拠で統一となる場合、追加手当
等がなくなったうえで、現級保障（直近上位格付け）のみでは
職員の生活水準は保たれず、職員確保の観点からは当然逆行し
ている。したがって、均一化推進は必須であり、財源負担が生
じようとも、調整を図らないと処遇統一は見込めず、逆転現象
はおろか、県下統一採用や広域異動につなげることは不可能で
ある。

(3)　給料表格付け等の取扱い
　同一組織で円滑な運営を図るため、職員処遇は早期に均一化を
図る。適用にあっては高知市に準拠した給料表および格付け基準
とし、既存職員にあっては経歴等にて適切に格付けを行うものと
する。そのうえで、職員の一括採用や広域異動も含め、魅力ある
働きやすい職場づくり推進につなげることを最優先とし、住民
サービスのさらなる向上と円滑な業務運営へつなげる。

高幡消防 7 同上

97 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

(Ｂ) 均一化推進
　同一組織である以上、職員処遇等はできる限り早期に均一化
とし、奈良の事例でも「後からの統一は難しかった。」と聞い
ています。

（修正不要） 高幡消防 18 同上

98 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

急激な市町村の負担を避けるため多様性尊重の方向に軸足を置
くと思うが、人口減少に伴う交付税の減が見込まれる中、いつ
になれば均一化されるのか先が見えない

幡多中央消
防

7 同上

99 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑴ 職員の処遇の統一に向けての総
括的な基本方針

職員の処遇については、広域化当初に取り組むべきである。１
の意見と同様、同じ組織であるにも関わらず配属先によって処
遇が違うことは問題があると感じる。

　通信指令業務の集約化は第1期にすべきである。令和15年度
までの間、莫大な維持管理費等がかかるため、集約化を第1期
にすることにより負担軽減につながる。

　職員の処遇等については、特に重要な課題であり、「（Ｂ）均
一化推進」とする。
　このため、令和10年度当初に消防指令システム統一等により処
遇均一化のための所用財源を確保したのち、検討する。

香美市消防 3 同上
指令システムを統一する時期については、現行システムのう
ち、システム構成や整備費用が最大である高知市・土佐市の
更新時期のほか、新システムの検討準備、設計・整備に必要
な期間を踏まえると、令和15年度が適当ではないかと考えて
います。

100 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑵ 給与等の勤務条件に関する基本
方針

　初期投資だけでなく，継続的な支出の実現可能性についても
検討が必要と考えられるが，当市におけるＲ７年度予算の75％
強が給与費（常備消防のみ）となっている。間接費用やスケー
ルメリットによるコストカットが一定程度できたとして，広域
化に伴う給与，特殊勤務手当の引き上げ，住居手当，通勤手当
など様々な負担増を補い，持続的に支出できる見通しはあるの
か。
　給与面だけでなく，当初案から変更となるであろう項目が見
受けられるが，最低限の方針だけまとめて広域化を決定するの
ではなく，重要な具体的中身についての調査審議を十分行った
上で是非を問うべきではないか。
　※Ｒ７年度予算43億4,346万円
（うち職員給与費32億7,949万円／会計年度給与費2,451万円）

高知市
高知市消防

10 処遇の統一に要する経費の試算結果を８月にお示ししたとこ
ろであり、必要な財源の確保については、各市町村において
検討されるものと考えています。
デジタル無線の整備費用など、広域化による節減効果が出る
費用を含めた経費の全体像をお示しした上で、さらに議論し
たいと考えています。

10
20



高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

101 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑵ 給与等の勤務条件に関する基本
方針

高知県消防広域化基本計画中の救急部門や救助部門（その他会
議など含む。）中継搬送、県内各地の施設での合同訓練の実施
とありますが、管外出張（出張旅費等）の範囲はどのように定
められるのか、また一定額なのか遠距離は宿泊となるのか。
例：安芸市会場で土佐清水市、南国市、中芸から参加の場合三
署パターンの取り扱い。（管内、管外の概念）

幡多中央消
防

3 旅費の取扱いについては、県や市町村の現行の規程を踏まえ
て検討していくことになると考えています。

102 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

　既存職員の号俸格付に関し，「既存職員については、移行前
の給料月額を下回らない号俸に格付けを行うこと基本として、
高知市に準拠した新給料表に移行する」とされているが，採用
後の経験等を踏まえて高知市のルールに基づき号俸格付を行う
際，旧組織での級まで到達しない可能性があるため，現給保障
に関する考え方を追記すべきではないか。また，旧組織におけ
る階級及び職名が同じであっても，職務基準表に定める職務内
容が異なる場合，直近上位への格付調整が適切でない場合が生
じる可能性があることや，高知市は５級以上としている管理職
員の位置付けについても事前に精査が必要。

　基本方針に現給保障に関する記載を追加する（「移行前の給料
月額を下回らない」のみではなく，移行前号俸＞移行時号俸の場
合は移行前号俸を上回るまでは昇給しないことを記載するな
ど）。また，階級制度の統一と格付調整に当たり，等級別の職務
基準を考慮した調整を行う必要性について追記する。

高知市
高知市消防

4 給料の格付けや、給与月額の調整が必要な職員の範囲・金額
については、個々の職員の職歴や給料月額などを確認した上
で検討する必要があると考えています。

103 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

既存職員について、移行前の給料月額を下回ることがあっては
ならない。
同一業務同一賃金等の法則があるように、下回ることは避ける
べき。

給料表の適用にあたっては、広域化前の実態を踏まえつつ、以下
の基本的な考え方に基づき対応する。
・新規採用職員については、高知市に準拠した給料表及び格付基
準を適用する。
・既存職員については、移行前の給料月額を下回らない号俸に格
付けを行うことを原則として、高知市に準拠した新給料表に移行
し均一化を図る。その際、新規採用職員の初任給引き上げに伴い
若年職員との間で逆転が生じないように給料月額の調整を行う方
向で検討する。

室戸市
室戸市消防

3 同上

104 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

高知市に準拠することには異議はないが、多大な財政負担とな
るので、関係市町村には丁寧な説明が必要。
新たな組織を立ち上げるので給与についても早い段階で位置づ
けを行い、職歴等、経験などを基準に格付けの統一を図っては
どうか。

高幡消防 19 同上

105 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

高知市と違い、上級職のない他本部は同期でもかなりの差があ
ると思うが、現実的に給料月額の調整は実現できるのか不安が
残る

幡多中央消
防

8 同上

106 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

既存職員の給料月額
　郡部は高知市等と比較し低い給料表を使用していると思わ
れ、広域化により月額が多い本部の若年層職員と職階が逆転し
ないよう職歴勘案も含めた格付けをお願いしたい。
※消防独自の給料表は高知市のみ。
※幡多中央消防が過去の通知（国家消防庁管理局長？）のとお
り不規則勤務職場の処遇均衡を図る措置が行われていると思い
ます。

既存職員については、移行前の職歴等を勘案し移行前の給料月額
下回らない～

土佐清水市
消防

5 同上

107 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

現存職員について給料額を基準に考えるのではなく、職歴等経
験を基準に一元化しないと署所での格差が生まれることの是非
高知市に準拠するだけではなく、給料表を新たに作成するか、
既存の給料表（例えば公安職表に合わせる等）に合わせるな
ど、それぞれ比較し、協議が必要ではないか

現時点では明記しない 梼原町 2 同上

108 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑶ 給料表格付等の取扱い（新規採
用職員の扱い、既存職員の扱い、財政
負担増の場合の財源確保ルールについ
ての基本的な考え方）

（３）給料表格付等の取扱い（新規採用職員の扱い、既存職員
の扱い、財政負担増の場合の財源確保ルールについての基本的
な考え方）

問題なし 土佐市 7 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

109 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

　高知市において規定していない手当（特地勤務手当等）が旧
組織において規定されている場合，不利益となる可能性がある
ため，これらの手当の取扱いについて検討すべきではないか。

　基本方針に高知市に規定されていない手当の取扱いについての
記載を追加する。

高知市
高知市消防

5 職員手当の種類により、どのように統一していくのか今後検
討が必要だと考えています。

110 ３　新組織の人事制度・運用に関
する基本的事項

3-⑴ 人事制度・運用に関する基本方
針

「任用について、広域化に際して、一旦退職の手続きを行った
上で、広域連合において新たに採用されるものとする。」とあ
ります。公務員間の転職については、前団体の経歴が新団体に
引継ぎされるため、前団体での退職金支給はなく、新団体で退
職手当が負担されるという理解でよろしいでしょうか？　　　

南国市
南国市消防

10 お見込みのとおりです。

111 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

提示いただいた記載内容が妥当と感じますが、運用に際しては
下記事項についてご検討いただきたい。

【退職手当について】
在職期間を広域化前後で通算するとの事ですが、総合事務組合
から支払うものと、所属する自治体から支払うものについて、
具体的な運用案について今後お示しいただきたい。
（幡多西部については、各市町村に戻った形でそれぞれ支給さ
れているため、本市においては同じ構成団体の大月町、三原村
と異なり本市から直接支給する形である。）
【住宅手当について】
現行でも住宅手当がある消防本部もあると思いますが、それと
は別に官舎的な意味合いの手当を想定されてるのでしょうか。

宿毛市
幡多西部消
防

2 諸手当等の取扱いについて、「妥当」と賛同いただいたこと
を踏まえて検討します。
退職手当の運用について、広域化後も現行の取扱いをベース
に検討してはどうかと考えています。
住宅手当に関して、広域化後に新たな官舎を建築する計画は
ありませんので、県や市町村の既存の職員住宅の活用や、民
間の賃貸住宅への入居時の手当支給を想定しています。

11
21



高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

112 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

・諸手当
　諸手当の内容などを早い段階で共有を図った方がよい。
・当初、異動職員には官舎との説明ではなかったでしょうか
　今後の勤務体制にもよりますが、勤務地に居住を強いる体制
で手当対応となりますと一定の負担を強いることになります。
　上限を定めた全額支給となりますでしょうか

高幡消防 20 退職手当の運用について、広域化後も現行の取扱いをベース
に検討してはどうかと考えています。
住宅手当に関して、広域化後に新たな官舎を建築する計画は
ありませんので、県や市町村の既存の職員住宅の活用や、民
間の賃貸住宅への入居時の手当支給を想定しています。

113 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当，福利厚生等の取扱い
（退職手当，広域移動時の宿舎提供
等）

　広域異動者の住居について，タイトルでは「宿舎提供等」と
なっているが，本文中では「住居手当の支給等」となってい
る。どちらも検討するのか表記ゆれなのか不明瞭なため，表現
を修正してはいかがか。
　また，広域異動する職員については，住居手当の支給等によ
り住居の確保を支援する。とあるが，単身赴任となる場合の手
当は支給しないのか。

高知市
高知市消防

11 表記の統一を検討します。
広域異動により単身赴任となる職員には、国や県に準拠した
単身赴任手当を支給することになると考えています。

114 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

広域異動に関しては支援の内容を明確にしてもらいたい。住居
手当の負担割合、あるいは官舎の建設等計画（案）を示してい
ただきたい。また広域異動とは何を基準に広域異動と定義する
のか。

（修正不要） 香美市消防 4 住居手当については、高知市では家賃額に応じて最高2万
8,000円が支給されており、現行の高知市や県における支給額
をベースに検討したいと考えています。
官舎を新たに建設する計画はありません。
広域異動とは、高知市以外から広域連合本部に異動する場合
を主として指しています。

115 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

広域異動する職員については、住居手当の支給等とあるが現在
の居住と二重支払いとならないような支援をお願いしたい

幡多中央消
防

8 住居手当については、高知市や県における規則に準じること
になると考えています。

116 ４　新組織の給与その他の勤務条
件に係る制度に関する基本的事項

4-⑷ 諸手当、福利厚生等の取扱い
（退職手当、広域移動時の宿舎提供
等）

（４）諸手当、福利厚生等の取扱い（退職手当、広域移動時の
宿舎提供等）

問題なし 土佐市 8 「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の市町村のご意見
も勘案して検討します。

117 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(1) 不動産又は償却資産以外の財産
（消耗品等）

6-(1)～(2)
土地、建物、車両等の財産について、広域連合の所有に変わる
場合には、財産の管理や建物、車両等の保険の手続き等に係る
事務が生じると思われるため、市町村の担当部署と細やかに連
携を図っていただくようお願いしたい。

（修正不要） 香美市 2 市町村や組合等の財産の承継等については、広域連合発足前
に事務的な手続きを行う必要がありますので、市町村や消防
本部との連携が必要だと考えています。

118 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(2) 不動産及び償却資産 財産の使用が広域連合となるので、所有・債務共に発足以降は
広域連合が引き継ぐことが望ましいのではないか

① 市町村が所有する既存の財産・債務
市町村が所有する既存の財産及び債務の取扱いは以下のとおりと
する。
・消防署所の土地、建物、車両等について、広域連合へ無償譲渡
することとし対応する債務に関しても広域連合が引き継ぐことと
する。
・広域化後に複数の市町村が受益するものについても同様とす
る。

② 一部事務組合が所有する財産・債務
消防広域化に伴い解散する一部事務組合が所有する財産・債務に
ついては、以下のいずれかを選択できることとする。
ア当該組合の構成市町村で財産・債務を分割所有し、各市町村が
公債費を負担する。
イ当該組合から広域連合に無償譲渡した上で広域連合が所有し、
対応する債務に関しても広域連合が引き継ぐ。

室戸市
室戸市消防

5 全ての所有・債務を広域連合に引き継ぎ全市町村で負担する
と、短期的に財政負担が急激に増える市町村も出てくる恐れ
があり、投資を抑制してきた団体や受益のない団体にとって
は受け入れがたいことではないかと考えます。

119 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(2) 不動産及び償却資産 本市は芸西村から事務を受託し負担金を徴収しているが、この
場合、既存財産の扱いが明確でない。特に、市町村所有財産を
無償貸与する形態では、広域連合所有財産と混在し不公平とな
る懸念がある。※消防車両等は安芸市所有だが、負担金は徴収
している。

安芸市消防 2 当意見の場合は「複数の市町村が受益するもの」として取り
扱われるべきものと考えていますが、既存財産については、
その受益の範囲により当該市町村所有と広域連合所有が混在
することになったとしても、受益と負担に差が出るものでは
なく、不公平にはならないと考えています。

120 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(2) 不動産及び償却資産 ②一部事務組合が所有する財産・債務
アイの選択ができるとあるが、指令台の全更新を進めている消
防本部では令和15年度に指令センターができるまでの期間しか
使用できないとした場合、起債の償還期間もその事業がなくな
れば、それまでに償還することになり、財政負担が大きくなり
ます。
現指令台の再リースや保守での延命は難しいことから、全更新
しなければ消防力を維持できません。しかしながら、令和15年
度までの短期間に起債の償還を済ませ、指令センターの整備費
用の負担も続くことは財政的にも厳しく、広域化の判断にも影
響します。そのため使用不可となる財産については何らかの措
置をすべきではないか。

負担軽減策の検討
起債償還期間中のシステムの継続利用の検討

高幡消防 8 広域化前の指令台については、専ら特定の市町村が受益する
財産に当たると考えており、受益する関係市町村で費用を負
担していただくことになると考えています。
指令台の継続利用については、県一の指令センター整備の発
注先（指令台のメーカー）に検討を依頼してはどうかと考え
ていますが、継続利用が困難となる可能性もあると考えてい
ます。
また、繰上償還が必要となった場合の対応については、債務
を平準化する方策として、現団体における借入の方法を含め
て検討していただく必要があると考えています。

121 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(2) 不動産及び償却資産 ・すべての市町村に一定の水準の消防サービスを提供すること
で、特定の市町村のみが受益するといった考えは、基本無くな
るのではないでしょうか

高幡消防 21 現状において、各消防本部の施設や車両、資機材等に差があ
るため、広域化後の消防サービスの内容によっては特定の市
町村のみが受益する場合があると考えています。

122 ６　既存財産・債務の新組織への
承継に関する基本的事項

6-(2) 不動産及び償却資産 一部事務組合の財産・債務について、無償譲渡や引継きの事務
的な手続きに関して今後示していただきたい

幡多中央消
防

9 今後必要となる手続を検討・整理する必要があると考えてい
ます。

12
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123 ７　新規施設整備等に係る費用の
分担及び資金調達に関する基本的
事項

7-(1) 新規施設整備等に係る費用の分
担

　自賄い方式では，受益市町村以外の市町村からの財政負担が
入らないこととなるが，広域化による県内市町村の財源不足の
解消という目的がある中，受益市町村間での自賄いで消防サー
ビスが維持できてしまうのであれば，結果的に現状と大きく変
わるところがなくなってしまうので，分賦金と自賄いによる負
担のバランスが重要だと考える。

　分賦金のあり方を再検討すべきであり，市町村による水平補完
だけでなく，国・県による垂直補完も検討していただきたい。

高知市
高知市消防

12 自賄い方式については、広域化後、各市町村の財政負担が負
担能力や受益に応じた適切なものになるよう、専ら特定の市
町村に便益をもたらす支出は受益市町村で負担する、という
考え方によるものです。そのため、受益と負担の関係から考
えると、投資的経費のうち特定の市町村が受益するものにつ
いては、分賦金として負担するのではなく、自賄い方式がふ
さわしいと考えます。
県における負担については、県の組織である消防学校や消防
防災航空センターに係る経費と、それに伴う広域連合本部の
事務に係る経費のみを負担することを考えています。
まずは国の財政措置を最大限活用していくことが基本と考え
ており、必要に応じて、財政措置の拡充を国に政策提言する
ことを検討したいと考えています。

124 ７　新規施設整備等に係る費用の
分担及び資金調達に関する基本的
事項

7-(1) 新規施設整備等に係る費用の分
担

修繕等、方面本部の庁舎を当該自治体の一般財源を使うのか、
関係市町村が負担する必要があるのではないか。

南国市
南国市消防

21 当意見の修繕費等については方面本部に要する経費であり
「複数の市町村が受益するもの」として、受益市町村が分賦
金として負担するものと考えています。そのためには、当該
施設のうち方面本部に係る部分がどの程度であるかを明らか
にしておく必要があると考えます。

125 ７　新規施設整備等に係る費用の
分担及び資金調達に関する基本的
事項

7-(1) 新規施設整備等に係る費用の分
担

複数の自治体で共同利用・運営する中で整備に関する導
入費などをコスト削減し効率化を図るべきではないか

７ 新規施設整備等に関する基本的事項

新規施設整備等により取得又は改修する財産について、所有は広
域連合のものとし費用においても広域連合が負担する。
新規施設整備等により取得又は改修する財産が、複数の市町村が
受益するものについても同様とする。

室戸市
室戸市消防

6 資機材の共同発注や事務の効率化などにより、積極的にコス
ト削減に取り組むべきと考えています。
一方で、新規施設整備等により取得又は改修する財産の取扱
いについて、全ての所有・債務を広域連合が担い全市町村で
負担すると、短期的に財政負担が急激に増える市町村も出て
くる恐れがあり投資を抑制してきた団体や、受益のない団体
にとっては受け入れがたいことではないかと考えます。

126 ７　新規施設整備等に係る費用の
分担及び資金調達に関する基本的
事項

7-(1) 新規施設整備等に係る費用の分
担

新規施設整備について、市町村所有・市町村負担とすると不公
平感が生じる。特に芸西村のように消防事務を安芸市に委託し
ている場合、施設整備（車両）は安芸市所有となるが、実際に
は芸西村も受益しており、市町村単独所有・負担の整理では実
態に合致しない。

新規施設整備により取得又は改修する財産については、原則とし
て広域連合が所有し、その取得又は改修に要する費用は、受益市
町村が分賦金として負担するものとする。

安芸市消防 3 全ての新規財産を広域連合の所有とすると広域連合における
事務が煩雑になりすぎることから、現状は、骨格（素案）の
とおりの取扱いが望ましいのではないかと考えていますが、
当意見のような事案については、個々の施設・設備の受益す
る範囲につき、その実態を見て判断する必要があると考えて
います。

127 ７　新規施設整備等に係る費用の
分担及び資金調達に関する基本的
事項

7-(1) 新規施設整備等に係る費用の分
担

（１）新規施設整備等に係る費用の分担の中に動産と不動産が
記載されているが、基本的に動産（車両）は広域連合が所有
し、その取得又は改修に要する費用を県一で負担するべきと考
える。
車両の更新を特定の市町村に負わすと、財政力の差によって消
防力に差が必ず生じる。現に、賄いで組合を運営している高幡
消防組合の各署の保有する車両の台数に差が生じているし、更
新計画もまちまちであり、消防力に大きな開きがある。

車両を削除し、「消防署所の土地、建物等、専ら特定の市町村
が」に修正

高幡消防 4 車両については、市町村域を超えて使用されることもあるた
め、ご意見のようなやり方も一つの方法だと思われます。一
方、市町村の財政負担を伴うことから、他の市町村のご意見
も伺いながら、実施計画の策定時において、議論をしていく
必要があると考えています。

128 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

　「常備消防運営費に係る各市町村の実質的な財政負担の変動
ができる限り大きくならないように努める」とされているが，
これは努力目標であり，具体性に欠けている。直近の分賦金シ
ミュレーションでは高知市の財政負担は大きくないが，新たな
方面消防本部の運営費用，消防指令センターの整備，各種業務
系システム整備など，広域化に伴う新たな費用増加分を，按分
方法によっては人口や財政規模の大きい高知市が分賦金として
負担することにならないか，強い懸念を抱いている。

　準備中だとは思うが，今後，より具体的なシミュレーションを
示していただきたい。

高知市
高知市消防

13 できる限り早期に指令システムやデジタル無線の整備費用な
ど広域化による節減効果が出る費用を含めた経費の全体像を
お示ししたいと考えています。

129 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

８新法人運営に係る分賦金算定に関する基本的事項 「広域化に伴い特定地域における行政サービスの水準が他地域に
比して顕著に向上すると見込まれる場合には、関係市町村に対し
て応分の負担を要請する。」とあるが、具体的にどのような場合
を想定しているのか説明していただきたい。

土佐市 9 例えば、他地域にはなく、利用地域が限定されている建物等
の施設や設備、特殊な資機材や装備等を想定しており、それ
らについては、全市町村での按分負担が適当ではないと考え
ています。

130 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

「各地域の多様性をできる限り尊重する観点から、地域におい
て選択した行政サービスの水準に応じた負担を関係市町村に求
める」とあるが、具体的にどのような負担を想定しているの
か。

中芸広域消
防

11 同上

131 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

「地域において行政サービスの水準に応じた負担」とは、分賦
金算定方法3つの案から選ぶのか、単に前年度の予算実績に基
づき、出せる金額を負担するのか、またその金額はいつの段階
で一定の基準に基づく分賦金になるのか。「行政サービスが広
域化に伴い顕著に向上していく」の想定など、具体的にどのよ
うな事を言っているのかお示しください。

「均一化推進」を考慮した分賦金の算定を示す。 南国市
南国市消防

23 同上

132 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

「地域において選択した行政サービス」や「特定地域における
行政サービスの水準が他地域に比して顕著に向上すると見込ま
れる場合」とは、具体的にどのようなことを指すのか示してい
ただきたい。

修正案はなく、具体例を示していただきたい。 仁淀消防 2 同上

133 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

算定方法に令和２年国勢調査結果を使用しているが、今年度実
施の令和７年国勢調査結果によっては結果が大きく変わると思
います。今後、令和７年国勢調査結果を踏まえた試算も出して
欲しい

（修正不要） 土佐清水市
消防

6 令和７年国勢調査の結果が判明した時点で、試算を検討した
いと考えています。

134 ８　新法人運営に係る分賦金算定
に関する基本的事項

現状格差のある消防サービスを広域化後も多様性を認めると変
わらない可能性が高いと考えられますので反対です。
一定の消防水準を定めその部分は分賦金で賄い、独自のサービ
スを提供する自治体はその分を自賄いで対応することとしては
どうでしょうか

高幡消防 22 一定の消防水準を定め、その部分を分賦金で賄う場合、消防
水準が低い地域の引上げに必要な費用を他の市町村も負担す
ることになるため、各市町村長のご意見も伺いながら検討す
る必要があると考えています。 13
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高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

135 ９　広域連合本部，方面消防本部
及び消防署所の役割に関する基本
的事項

9-⑶　消防署所の主な業務 　消防団事務を消防が担うことを前提に記載されているが，原
則，市町村が担うべき業務であるため，ここに書くべきではな
いのでは。

記載するのなら「消防団との連携」とすればいかがか。 高知市
高知市消防

14 表記を検討します。

136 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

　消防組織法の原則に基づき，消防団事務の標準形はすべて，
市町村とすべきではないか。なお，「消防団と常備消防に共通
する事務」が広域連合予算に計上となっているが，当該事務は
具体的にどのようなことを指すのか？

高知市
高知市消防

15 訓練や広報活動などに関して、共通する事務があると考えて
います。

137 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

「消防団と常備消防に共通する事務」の具体例が不明確。 安芸市消防 4 同上

138 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

・消防団については、高い充足率を維持しています。広域化す
ることにより、充足率が下がることは絶対にあってはならない
事であります。地域防災力の低下に繋がりますので、団担当者
制度等、今までのとおり、業務を行っていきたいと考えていま
す。また、基準財政需要額の範囲内で現在の団に係る業務を
行っておりますので、新たに委託料等の負担が生じないように
していただきたい。
・「消防団と常備消防に共通する事務」「これに係る収入」と
は、具体的にどのような事務がありますか。組合消防にお聞き
しても、各自治体によって行っている事務内容が異なりますの
で、県として考えている事務がどのようなものなのか、具体的
にお示しを頂きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・消防水利事務は広域連合としていつでも使用できるように、
点検業務が重要であると考えます。南国市においては、震災時
に水源地の遮断弁が閉鎖し、消火栓が使用できなくなる恐れが
あり、消防水利が確保しづらい地域において、耐震性防火水槽
の積極的な整備を進めておりますが、広域化後の整備や点検を
どのようにするのか意見をお聞きしたい。

消防水利事務等の標準型（案）広域連合の業務、消防水利の指
定、標識の掲示、「点検」を追記

南国市
南国市消防

27 広域化後における消防団や消防水利の事務の実施主体につい
ては、市町村が現行の取扱いを維持することを希望する場合
には、その意向を最大限尊重することとしています。
また、仮に、広域化により市町村が実施主体が変えるとして
も、新たな負担が発生することにはならないと考えていま
す。

139 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

本件について、より詳細な内容を頂きたいが、現行の運用でお
願いしたい。

（市町村の各水道部局との調整をお願いしたい） 香美市 5 同上

140 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

消防団の施設（消防屯所等）の整備や維持管理については現行
通り各市町村で実施するものと思われるが、明示的に記述しな
くてよいか。

（修正不要）必要があれば記述を追加 香美市 7 同上

141 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

消防団の出動命令等、当該業務に係る知識経験がない自治体に
よっては、事実上業務を担うのは困難となる。各市町村の現状
を踏まえて標準形（案）を検討してもらえないか。

標準形（案）を現状に近い形への見直し 田野町 3 広域化に向けて、消防団や消防水利に関する事務について責
任の所在や分賦金の考え方を整理する必要があり、事務の実
施主体を各市町村で検討していただくために標準形（案）を
お示ししています。標準形（案）と現状の事務の実施主体が
異なっている場合には、広域連合への委託も含めて検討の
上、対応方針を決めていただきたいと考えています。

142 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

消防団に関する事務の標準型（案） （修正不要） 中芸広域消
防

12 「修正不要」と賛同いただいたことを踏まえつつ、他の市町
村のご意見も勘案して検討します。

143 10　消防団事務・消防水利の受託
等に関する基本的事項

広域化後も引き続き広域連合が市町村から事務を受託できるこ
ととしているが、受託している消防団業務は、予算執行、団員
の入退団、役員会、表彰、他業務があり、日勤、兼務の職員を
減らすことはできないことが考えられ課題と思われる

幡多中央消
防

10 職員配置の暫定的試算では、消防団事務を担当する職員を管
轄する署所に配置することとしています。

144 11　防災・国民保護担当部局との
連携に関する基本的事項

11-⑵　市町村の防災・国民保護担当
部局との連携

・高知市においては，構成市町村の災害対策本部への消防署所
幹部職員の派遣は不可能である。署所幹部職員は自所属の災害
対応の管理運営を行う必要があり派遣する余裕はない。
・構成市町村の災害対策本部への派遣については，消防署所幹
部職員にこだわらなくてもいいのではないか。

幹部を削除
消防署所職員

高知市
高知市消防

16 各市町村への派遣については、これまでの災害時における各
市町村の実態を踏まえて、連携が確保できる方策を地域の実
情に応じて検討してはどうかと考えています。

145 11　防災・国民保護担当部局との
連携に関する基本的事項

11-⑵　市町村の防災・国民保護担当
部局との連携

　防災行政無線端末を消防署所に設置し，24時間体制を確保と
あるが，通信指令は本部機能に集約されているので署において
体制を確保する人員はいないのではないか。

　委託業務として（業務として扱う場合），分賦金算定の対象と
すべきである。

高知市
高知市消防

17 指令業務に関しては、52.5人役程度のスリム化が可能と考え
ています。一方で、消防団員への連絡等の他の業務を指令員
が行っている場合がありますので、そうした業務をどのよう
に遂行するか、現行の消防本部の実態を踏まえながら、指令
システムを活用した連絡等を検討していく必要があると考え
ています。

146 11　防災・国民保護担当部局との
連携に関する基本的事項

11-⑵　市町村の防災・国民保護担当
部局との連携

防災行政無線端末を消防署に設置し、24時間体制を確保するこ
とになれば、8ページ②ウに記載する、「52.5」人分の余力は
生まれない。

削除、若しくは現在、消防署に防災行政無線端末を設置している
市町村は、今後の運用について消防と十分協議の必要がある。

高幡消防 2 同上

147 11　防災・国民保護担当部局との
連携に関する基本的事項

11-⑵　市町村の防災・国民保護担当
部局との連携

【防災行政無線端末を消防署所に設置し24時間体制を確保】
この機器・業務を署所に残しますと通信指令員の集約化にはな
りません。（火災・捜索など消防団のサイレン招集・無線対
応、現場からの情報収集など）

高幡消防 23 同上

148 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑵　消防広域化に伴う人員再配置
（再掲）

(2)通信指令業務の人員を減少させてとあるが、来客や加入電
話。火災時の消防団招集やサイレン吹鳴・無線傍受の役割。

従来通り指令要員は必要ではないか。 中芸広域消
防

14 同上

149 11　防災・国民保護担当部局との
連携に関する基本的事項

11-⑵　市町村の防災・国民保護担当
部局との連携

防災・国民保護担当部局と消防署所間の人事交流について、安
芸市、安芸消防では行っていないが必ず行うのか。また実施す
る時期が不明である。

（修正不要） 安芸市消防 7 防災・国民保護担当部局と消防署所間の人事交流の必要性に
ついて、市町村の担当部局のニーズも踏まえて検討する必要
があると考えており、人事交流を必ず行うものとは考えてい
ません。

14
24



高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

150 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑴　出動体制・部隊運用の改善に
関する基本方針

※記載なし
消防力の整備指針第１５条（指揮車の運用）及び第３０条につ
いて、どのような運用構想があるのか。また、全国に例のない
県一広域連合による組織体制を目指しているのであれば、高知
市消防局以外の方面本部又は消防署に指揮隊が設置されていな
いこととなります。消防サービスの充実・高度化の肝ともいえ
る部分であり、災害統制や安全管理等を担う重要な部隊を基本
計画にしっかりと記載するべきではないでしょうか。

（将来への魅力ある広域化対策）　２４時間体制の指揮隊創設 土佐市消防 4 24時間体制の指揮隊を創設するためには増員が必要なため、
財源確保も含めて、市町村のご意見も踏まえながら指揮隊の
あり方を協議したいと考えています。

151 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑴　出動体制・部隊運用の改善に
関する基本方針

広域化による消防サービスの充実を掲げておりますが、直近指
令（火災等多数の部隊を出動する場合）に対する出動部隊の規
模や範囲が示されておりません。大規模な火災があった場合は
管轄外の署所からの出動はあるのでしょうか。また、その場合
の指揮統制等（非番招集の実施や指揮隊設置含む）をどのよう
に考えているのか。できれば基本計画（県の構想）の段階でに
示していただきたい。

小規模消防本部が実施している非番招集に代わるブロック内応援
の体制基本計画（運用構想図）の記載

土佐市消防 5 基本計画では、「広域化後の消防の円滑な運営の確保に関す
る基本的な事項」を定めたいと考えており、直近指令時の出
動部隊の規模や範囲、指揮統制といった考え方については、
実施計画等に定めることとしてはどうかと考えています。

152 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑴　出動体制・部隊運用の改善に
関する基本方針

「直近指令」や「ゼロ隊運用」について
体制を構築する。と言い切っているが、諸問題（直近指令によ
る出動範囲の見直しに伴う費用負担やゼロ隊運用の方法等）が
あるなか、構築すると言い切って大丈夫なのか。

土佐市消防 6 「直近指令」や「ゼロ隊運用」は広域化によって得られる大
きなメリットの１つであると考えています。費用負担や運用
方法の検討が必要ですが、他県の実例を参考にしながら、本
県でも構築することは可能だと考えています。

153 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑴　出動体制・部隊運用の改善に
関する基本方針

・多くの消防本部が災害時（通常）に非番員ありきの体制とお
もわれますので、その辺の議論も必要と考えます。
（例）鎮火すると出動部隊は撤収しますが、火災調査となると
小規模な署所は非番員で火災調査を実施している現状がありま
す。

高幡消防 24 組織ごとの出動実態や役割分担、職員配置の考え方と併せて
協議していく必要があると考えています。

154 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑵　消防広域化に伴う人員再配置
（再掲）

(2)各消防署所の業務は広域化後も多岐にわたると思われます
が人員配置をどのようにするのか。（予防・消防団事務等）

各消防署所の間接部門の人員配置 中芸広域消
防

13 同上

155 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑵　消防広域化に伴う人員再配置
（再掲）

※記載なし
高知県消防学校では、以前から学校運営において出向職員の不
足等により新設の課程創設や処遇などで少なからず支障をきた
しているようですので、県全体の組織となれば学校運営（教
育）においても、あらたな職員配置や研修課程の創設・高度化
など検討すべきだと考える。全国に例にない県一広域連合によ
る組織体制を目指しているのであれば、現状のままの体制や教
育過程等の内容では広域化のメリットを活用できていないので
はないでしょうか。

（将来への魅力ある広域化対策）　高知県消防学校の職員配置計
画及び研修体制の充実・強化

土佐市消防 7 消防学校の充実・高度化についても検討していきたいと考え
ています。

156 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門
　日勤救急隊の体制拡充とあるが，そんな人的余裕が生まれる
とは考えられない。その前に，三部制の統一に向けた検討が必
要である。

削除 高知市
高知市消防

18 方面消防本部に配置される職員の体制によって、日勤救急隊
を編制することができるのではないかと考えています。

157 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

13-⑶　整備スケジュール及び現行シ
ステムからの移行計画に関する基本方
針

②日勤救急隊の体制拡充について、日勤救急隊の配置をどのよ
うに考えているのか。配置された管轄には恩恵があるが、該当
しない市町村には恩恵がない。上記同様、分賦金のことを含め
説明いただきたい。

土佐市消防 11 方面消防本部に配置される職員の体制によって、日勤救急隊
を編制することができるのではないかと考えています。
また、活動に要した経費については、受益市町村で按分し、
分賦金に反映させてはどうかと考えています。

158 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門
　救急隊の労務負担の軽減について。
　今後も救急出動件数は増加が見込まれるため，救急隊の労務
負担を軽減する取組みは不可欠である。

②救急隊の労務負担の軽減
　「出動報告書などの事務処理方法や様式の統一を行うととも
に，システム更新の際にはさらなるICT化を推進させ，現場の事
務負担を軽減させる。さらに，医療機関との情報連携の強化をよ
り一層進め救命率の向上に取組む。」などの要素を盛込んでいた
だきたい。

高知市
高知市消防

20 デジタル化の推進による業務の効率化に取り組む考えです
が、具体的な取組や方向性については、実施計画等で定める
こととしてはどうかと考えています。

159 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

④予防部門
　火災予防条例の全県域で統一をとあるが，市民，住民が不利
益を被ることも出てくるのではないか。

各市町村の条例を洗い出し，検討が必要である。 高知市
高知市消防

21 ご指摘のとおり、各市町村の条例等の内容を比較した上で検
討していく必要があると考えています。

160 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門：小規模消防本部は、消防力に余力が無いなかで活
動していますが、「中継搬送」することで、1件の出動が2件と
なり、一人の傷病者に2台の救急車で対応し、6名の人員が取ら
れることになり、中継先の消防本部の負担が増すことが考えら
れるため、中継先の消防力強化が求められると思います。
③救助部門：特別高度救助隊の結成は、当初の計画から盛り込
まれていますが、分賦金等の予算が集まらない場合は、現状以
上の消防サービスの充実は、難しいのではないですか。特別高
度救助隊を編成するための予算増はどの程度を見込んでいます
か。

南国市
南国市消防

32 ②中継搬送については、患者の容態や引渡先の出動体制に支
障がない範囲で取り組む運用を想定しています。
③他県の事例では、特別高度救助隊の発足に２億円程度の経
費を要しており、新たな部隊の必要性やあり方について、協
議したいと考えています

161 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門
　気管挿管や薬剤投与など、救急救命士が行う処置の範囲が
年々広がる中、高度な救急
資機材については、重複を避けつつ、計画的に整備を進める。
あわせて、広域化による
人員再配置を生かして訓練や研修を充実させ、救命率の一層の
向上を図る。

下線部の意味が分からないので、表現を変更 黒潮町 4 表記を検討したいと考えています。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

162 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

各部門における装備・車両等の重複について
地域の実情に応じて計画的に整備するとあるが、現状でどう
いった装備・車両が重複していると考えているのか。
県全域を通じた整備水準の平準化とあるが、各署所における車
両の増減をどのように考えているのか、記載的に疑問がある。

土佐市消防 9 広域化の一般的なメリットとして、旧消防本部の管轄のカベ
がなくなるため、活動範囲や装備・車両等の配置を見直すこ
とで、装備・車両等の総数を減らすことも可能となります。
15消防本部が有する現在の消防力と、広域化した場合の消防
力の運用効果の整理・検証を消防防災科学センターに委託し
ており、作業が完了次第お示ししたいと考えています。
消防力の運用効果のほか、新規施設整備等に係る費用の分担
のあり方に関する検討結果を踏まえながら、装備・車両等の
整備に関する計画を策定する必要があると考えています。

163 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

※記載なし
高度研修の受講体制及び連合消防局内の研修体制を構築するべ
きではないでしょうか。職員にとって消防研修は非常に重要で
あり、欠くことのできない重要項目であると考えますが、県の
構想に記載がない理由を示していただきたい。

（将来への魅力ある広域化対策）　高度研修の受講体制及び連合
消防局内の研修体制構築

土佐市消防 8 研修体制の充実は重要であることから、具体的な取組内容や
基本計画への記載を検討したいと考えています。

164 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

①NBC災害への対応について専門部隊（特化した署所）が必要
ではないか

（追記）
・NBC災害への対応について、指定する消火隊を専門部隊の兼務
とし、高度救助隊をはじめとした各隊の連携体制を構築し、多様
化する災害への対応力を強化する。

黒潮町 3 新たな部隊の必要性やあり方について、消防業務部会やワー
キンググループで議論したいと考えています。

165 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

 【県全域を通じた整備水準の平準化については、10年間の装
備・車両等の整備に関する計画を策定する中で検討する】平準
化した計画を策定するのであれば今であり、それが議会等への
説明につながるのではないでしょうか

高幡消防 25 15消防本部が有する現在の消防力と、広域化した場合の消防
力の運用効果の整理・検証を消防防災科学センターに委託し
ており、作業が完了次第お示ししたいと考えています。
消防力の運用効果のほか、新規施設整備等に係る費用の分担
のあり方に関する検討結果を踏まえながら、装備・車両等の
整備に関する計画を策定する必要があると考えています。

166 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

広域化により、現在の市町村単位による管轄の線引きが無くな
りますが、広域化における管轄の線引きの引き直しが必要と感
じています。例えば、南国市においてお隣の高知市へは、一番
近いところで約4分で到着します。具体的に言いますと、大津
や介良の一部、潮見台等南国市から出動した方が早い地域があ
り、県下的にも同じような地域が沢山あると思います。広域化
後の管轄における総人口及び出動件数を加味した、出動体制の
シミュレーションをして頂きたい。また、広域化直後は、指令
システムの構築がなされていないので、それまでは、直近の事
案について出動しないのでしょうか。またしない場合は、住民
に対し指令システムが完成するまで、近くに消防署があっても
体制はこれまでと変わらないということを徹底しないと、住民
から誤解を招かないか心配であります。

南国市
南国市消防

33 県一の指令システムが統合される前と後の取組を整理した上
で、住民の皆様にわかりやすくお知らせすることが必要だと
考えています。

167 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

④直近指令・ゼロ隊運用
通信指令業務を県一消防指令センターで一括して行うとなる
と、住民等からの消防救急の連絡があった場合、混乱状況の中
での連絡ということもあり、正確な位置情報ではなく地域で伝
わる昔からの呼称（エリア）等で連絡してくるケースも多いの
で、そういった場合の対応は難しいのではないか。

意見・理由にも書いたような課題をクリアできるような配置、体
制づくりは検討できないか。

田野町 5 県一の指令システムにより、通報者の電波等から位置を特定
することができます。通報者から聴取した情報を組み合わせ
ることで、地元の地理に精通していない職員であっても、通
報者の位置特定は可能だと考えています。
（第２回通信・システム部会の資料30ページ参照）

168 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

①から⑥の全てにおいて、現時点では効果が不透明と感じる。 骨格（素案）に対して市民等から説明を求められた場合に、対応
できるような資料を明示していただきたい。今後市民への説明や
議会対応をする場合に苦慮しないよう、広域化のメリットとして
できるだけ数値化して示していただきたい。
※現状の諸問題を精査（件数等）し、どれくらいの効果を見込ん
でいるか示していただきたい。

土佐市消防 12 消防サービスの充実・高度化（案）について、第２回消防業
務部会の資料26ページでお示ししています。この中で、県内
の消防本部の現状に関するデータもお示ししています。今後
とも、広域化後のサービスの内容がイメージできるような資
料作成に努めたいと考えています。

169 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

①コンプライアンス推進室（仮称）の設置
　コンプライアンス推進室でどのような施策を行うことで，パ
ワハラ防止や安心して働ける環境が作れると想定しているの
か。具体例を示して欲しい。
　当推進室の設置でハラスメントが防止できるのか。現実的な
肝は現場の管理職である。同室の人員を現場又は方面本部に振
り向けた方が，消防サービスの向上につながるのではないか。

高知市
高知市消防

22 職員へのアンケートやヒアリング、職場調査等による実態把
握の他、職員からの相談の受付により、ハラスメントに対す
る措置を行うとともに、管理職への研修等による意識向上、
法令違反の事案発生時の初動対応や人事異動を含む改善・予
防策の実施等により、安心して働ける職場づくりに取り組む
ことを想定しています。

170 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

①コンプライアンス推進室(仮称)の設置
「若手職員が安心して働ける環境づくり」や「若手や女性に
とっては魅力的な職場」など、若手や女性に重きを置いた記載
は、中堅職員を対象外ととれる記載内容である。パワハラも上
司から部下に対するだけでなく、部下から上司に、女性から男
性にも起こりうる事である。若手や女性ばかりに重きを置きす
ぎると、中堅以上の職員が働きにくくなり、早期離職に繋が
り、経験や知識不足に伴う住民サービスの低下に繋がりかねな
い。

　パワハラ防止や、全ての職員が安心して働ける環境づくりのた
めに、広域連合本部の新たな機能として、コンプライアンス推進
室（仮称）を設置する。
　この室が機能することにより、全ての職員にとって魅力的な職
場となり、将来の消防の担い手確保につながる。また、消防職員
にとっては職場の悩みが減り離職予防や定着促進につながる。

香美市消防 5 ご意見のとおり、全ての職員が安心して働ける環境づくりの
取組として、コンプライアンス推進室（仮称）を設置しては
どうかと考えています。

171 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

②デジタル推進室（仮称）の設置
　ハイスペックドローンによって災害対応力が向上するのはほ
んのわずかである。また，消防DXの導入で市民の利便性向上や
職員の業務負担が減ることは大変望ましいことであるが，それ
には相当の財政負担が必要になる。そういった試算結果も示し
てもらいたい。
　また，それらに係る財源はどうするのか。

高知市
高知市消防

23 業務のデジタル化が進んでいる高知市の取組等を参考にした
いと考えています。現在導入されていない新たなデジタル技
術の導入については、必要性や費用対効果を見極めて予算を
検討する必要があるため、そうした専門的な実務をデジタル
推進室が担うことを想定しています。

16
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

172 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

① コンプライアンス推進室（仮称）の設置
内部統制ガイドラインに沿った体制を提案いたします。

高幡消防 26 総務省の「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施
ガイドライン」を踏まえた体制の検討が必要だと考えていま
す。

173 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門
　中継搬送は現状でも運用可能であるが，実施していないのは
メリットが少ないからではないか。中継搬送については，傷病
者の引継ぎや隊間での申送りによる搬送時間の遅延，さらには
救急車間での移動などによる傷病者負担も考えられる（緊急性
の高い場合は，より無駄な時間を省く必要がある）。
　また，中継を受ける側は送り側に合わせて早めに出動を止め
る必要があり，結果，市民サービスの低下に繋がるのではない
か。もし，実施するとしても，現状の救急隊数では対応困難と
考える。加えて，申送り，搬送の引継ぎ等で搬送が遅延するこ
とは救急業務実施基準に違反するのではないかと考える。
※その他に考えられるデメリット
・複数の救急車を使うことで生じる報告書等の事務処理の増加
（複数中継することで各隊件数が１件となる）
・申送りでのミス，病院への申送りの精度の低下（最初に接触
していない救急隊から申送りであることでの精度の低下）
・指令システム上で中継搬送を組み込むのは非常に難しく，結
局指令課員の判断や操作が重要になるため，指令課員の業務負
担の増加の危惧
※その他の意見
・恩恵を受けられる本部はどのくらいあるのか。（負担増とな
る本部が多いのではないか。）
・『中継搬送の活用により，住民にとっては，最寄りの消防署
に救急車が不在の時間帯が減り』と記載しているが，中継搬送
に使用された消防署付近の『住民』にとっては救急車が不在の
時間帯が増加すると思われるが，そこに対しての記載も必要で
はないか。

・「中継搬送」の考え方の見直し又は削除。
・中継搬送を実施するのであれば，「転院搬送」または「軽症の
傷病者」に限定するなど，実施基準を定めることが必要。
・郡部地域の車両出払い時の空白時間を考慮するのであれば，従
来どおりの高知県内広域応援協定での対応で十分と考える。
・「中継搬送に係る救急隊」の増隊を規定すべき。

高知市
高知市消防

19 中継搬送については、患者の容態や引渡先の出動体制に支障
がない範囲で取り組む運用を想定しています。

174 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

③効率的な部隊運用（中継搬送の活用）
郡部の市町村から高機能病院に搬送する場合、中継搬送はあり
がたいが、中継として出動が増えることが想定される高知市や
南国市、四万十市等の体制に影響が大きいのではないか。

意見・理由にも書いたような課題をクリアできるような配置、体
制づくりは検討できないか。

田野町 4 同上

175 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

③効率的な部隊運用（中継搬送の活用）中継搬送の活用とある
が、3次医療圏内に近い消防署所の負担が増加するのではない
か。

方面本部や各署所との話合いが必要。 中芸広域消
防

15 同上

176 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

③効率的な部隊運用（中継搬送の活用）
救急搬送における高知市内（３次医療機関を指していると思わ
れる）への中継搬送は、限定的な特殊事例のみで良いと考えら
れる。都度、救急搬送を中継する場合、例えば、夜間等の時間
外出動時は出動隊員全てに時間外手当が支給されるが、その費
用対効果は無いに等しいのではないか。また、要請があれば日
中は訓練や事務処理時間、夜間であれば仮眠時間を割いてまで
出動するメリットはないと考えるのが妥当ではないか。

　長時間の出動時間とはどの程度なのか。中継搬送を行うこと
により、２隊以上が出動から帰署まで不在となる。感染リスク
や車内汚染のリスクを考慮した場合、隊員の負担が増加する。
引継ぎに生じる傷病者の負担や処置判断のミスによる事故の発
生リスク、傷病者及び付き添い者等の貴重品の管理リスクが増
える等のデメリットの方が圧倒的に多と思われる。

（削除）

併せて
12-(3)各部門における消防サービスの充実・高度化に関する取組
方針②救急部門
中継搬送に係る部分を削除

香美市消防 6 同上

177 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

②救急部門　「中継搬送」について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
リレー方式中継では傷病者の負担が増すことになるのでは。
（中継地点での車両乗換による搬送時間増・身体的負担）

　救急における長距離搬送については、過疎地域における医療体
制も一因と考えます。特に救急医療の衰退は都市部への搬送が必
然となります。消防広域化では消防の論議が中心となっています
が、併せて県による医療機関の検討も必要ではないでしょうか。
特に地域の拠点病院の強化、医師の確保。転院が必要であれば医
療機関の車両での搬送により消防の負担が減るとともに、管内の
救急車空白時間が減少すると考えます。

嶺北消防 7 同上

178 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

13-⑶　整備スケジュール及び現行シ
ステムからの移行計画に関する基本方
針

②救急隊の中継搬送について、広域連合となり県一の本部とは
なるが、中継を受ける側を管轄する消防署には余分な負担が掛
かる。あくまでも市町村の分賦金での運用を考えると、まだそ
の問題等が解決していない段階で「取り組む」とまで記載され
ているが、このことについて説明いただきたい。

土佐市消防 10 同上

179 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

③ 効率的な部隊運用（中継搬送の活用）
中継先救急隊の管轄自治体が不在となるため、各方面ごとに一
台増隊することを提案します。

高幡消防 27 同上

180 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

中継搬送の実施にあたっては、室戸〜高知間を安芸市で中継す
る例が示されているが、高知市東消防署の救急車を活用し、安
芸市で中継する方法も可能と考える。

（修正不要） 安芸市消防 5 「修正不要」と「賛同」いただいたことを踏まえつつ、他の
市町村のご意見も勘案して検討します。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

181 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

④直近指令・ゼロ隊運用
従来の管轄を越えて出動させるとありますが、現在の消防本
部の配置で初動体制の迅速化と効率化は上がるのか。

管轄を越えての出動で管内に空白ができるのではないか。
非番職員の招集はなくせるのか。

中芸広域消
防

16 直近指令やゼロ隊運用を行う際には、管内に空白を生じさせ
るリスクを指令センターが考慮して出動部隊を判断すること
になると考えています。

182 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑶　各部門における消防サービス
の充実・高度化に関する取組方針

③救助部門
　特別高度救助隊を編成する必要がない。必須だけ満たすミニ
マム型であれば、NBC災害対応の専門性を消火隊などに待たせ
る方が救助の専門性が向上する。

高度救助隊でよい。 黒潮町 5 新たな部隊の必要性やあり方について、引き続き協議したい
と考えています。

183 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

⑤高度救助隊でよい 黒潮町 6 同上

184 12　消防サービスの充実・高度化
に関する基本的事項

12-⑷　住民サービスの向上と魅力あ
る職場環境の両立

⑥広域化に伴う人員再配置による現場体制の強化
　「兼務の解消を進め，現場体制を強化する。」とあるが，高
知市以外の消防本部は毎日勤務者の増員がないと兼務の解消は
不可能ではないか。現状より署所の人員が減っている中でどの
ように兼務を解消するのか，実現性を見込み難い。

削除 高知市
高知市消防

24 消防本部の日勤職員の業務や指令業務を集約することで、現
場職員の兼務の解消を進めることができると考えています。
人口減少に伴って人材や財源の確保が難しい実態を踏まえな
がら、役割分担や職員配置について協議したいと考えていま
す。

185 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑷　消防指令センターの整備ス
ペースの確保に関する方針

　広域連合本部の事務室の設置場所が確定していない現状で，
令和10年度の広域連合発足が可能なのか。
※あんしんセンターに共同指令センターを設けることについ
て，高知市としては「難しい」との見解（庁内協議済）を県に
回答しており，新たな建屋が必要であるのではないか。

あんしんセンター以外の既存施設（高知県所管施設含む。）の検
討が必要。

高知市
高知市消防

2 新たな施設の建設には多額の費用を要することから、既存の
施設の活用について、高知市と共に知恵を出し合って検討し
ていきたいと考えています。

186 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑷　消防指令センターの整備ス
ペースの確保に関する方針

高知市消防局の既存施設内において整備を図る方向とあるが、
広域連合の本部及び消防指令センターの設置について、早急に
決定し明記する必要があると考える。
広域連合の本部設置については、既存施設でいけるのかどうか
で、分賦金に多大なる影響があり早急にこの問題は解決してい
ただきたい。

広域連合本部の設置場所（設置建物）の明記 土佐市消防 13 広域連合本部及び指令センターの設置場所については、高知
市との協議を継続して行っており、できる限り早期に決定
し、設置に必要な費用も含めてお示ししたいと考えていま
す。

187 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑸　システム整備及び運用による
コスト削減効果に関する暫定的試算

・緊防債の継続ありきの考えにはリスクがあると考えます。
・各自治体が新たな仕様のシステムを単独で導入することはな
く、広域化で共同整備した際との負担の比較によるコスト削減
の試算は意味が無いと考えます。

南国市
南国市消防

38 国の財政措置は広域化を進めるに当たって必要不可欠です。
この継続・拡充については、必要に応じて国に政策提言を行
いたいと考えています。
指令システムの共同整備によるコスト削減効果の試算では、
現行システムと比較するために、システムの整備時期や機能
等をできる限り同じ条件した上で、国の財政措置も踏まえて
実施しており、試算時の条件は妥当なものだと考えていま
す。

188 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑸　システム整備及び運用による
コスト削減効果に関する暫定的試算

　県下を管理する指令センターの導入費用に，指令回線の確保
は含まれているのか。大規模災害時にも通信を確保できる方法
（多重無線や衛星通信等）が必要である。また，署所に設置す
る指令受信端末やAVMなど，これまで導入されていなかった新
たな装備も必要になり，ランニングコストも大幅に上昇するこ
とも示してもらいたい。

高知市
高知市消防

25 お示しした暫定的試算には、非常用指令設備等の費用が含ま
れていますが、具体的な仕様については、今後議論する必要
があると考えています。
また、今般の暫定的試算において、ランニングコストは実態
をヒアリングして整備費の６％としています。

189 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑸　システム整備及び運用による
コスト削減効果に関する暫定的試算

　広域化に伴い，臨時的経費がどれくらい必要であるかを算出
してもらいたい。　
例：
〇人事，給与システム関係
〇デジタル無線関係（基地局を含めた整備）
〇新たに必要となる庁舎（広域連合本部，指令センター）
（あんしんセンターに指令センターを設けることは厳しい。）
（あんしんセンターは，中央方面隊（警防，予防，救急，総
務）で使用，中央消防署ではスペースがない）
（広域連合本部60人と発足時に臨時事務10人）
〇指令システム整備費
（県の試算では36.6億円としているが，消防局が独自に調査し
た結果，県内共通で整備した場合，約50億円必要になるとのこ
と。36.6億はどのように算出されたのか教えてもらいたい。

高知市
高知市消防

3 業務システムやデジタル無線などの経費の広域化に伴う臨時
的経費の見積作業中であり、整理した上で改めてお示しした
いと考えています。

190 ２　新組織の構成及び職員配置に
関する基本的事項

2-⑵ 新法人における所属毎人員配置
に関する基本方針及び暫定的試算（シ
ミュレーション）

②　第２期：指令業務の統合時（令和15年度～）
　指令業務の統合時期を並行して進めるべき。現状の指令シス
テムを更新する費用等に対する措置がなされていないこと。
（2期統合時における債務の担保が示されないため、財源捻出
に躊躇が生じている。統合時において７年目等で使用しなくな
ることによる費用弁償や、一括返済、返済期間の短縮等市町村
にかかる負担が大きい。）および、統一することにより財源縮
小でき、それらが職員処遇や運営に際してのハード面整備に直
結するため、一番の説得材料となる。

②　指令業務の統合を並行して協議
　高知広域消防局の根幹ともいえる指令業務の統合を早期に実現
し、財源、人材を最大限活用できる体制とし、災害対応能力の強
化はもとより住民サービスの向上、職員処遇の改善につなげる。
また移行期間までの既存の指令システムの更新は現行の消防本部
等でおこなう必要があるが、これらは高額な導入費用を伴うもの
であるため、各種起債等を活用できるものとし、移行時において
も継続利用可能な施設の構築に努める。統合時において使用不可
となるシステムの債務にあっては不履行や一括弁済等が生じない
ものとして確約する。

高幡消防 6 指令システムを統一する時期については、現行システムのう
ち、システム構成や整備費用が最大である高知市・土佐市の
更新時期のほか、新システムの検討準備、設計・整備に必要
な期間を踏まえると、令和15年度が適当ではないかと考えて
います。
広域化前の指令システムについては、専ら特定の市町村が受
益する財産に当たると考えており、受益する関係市町村で費
用を負担していただくことになると考えています。

191 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑹　デジタル無線整備及び運用に
よるコスト削減効果に関する暫定的試
算（調整中）

　消防デジタル無線の県下での統一した運用には，無線基地局
をつなぐ通信回線が必要になるが，警察無線のような山上基地
局は瀬戸内側への影響が大きく許可が下りないので，基地局同
士を接続するアプローチ回線の構築が大きな課題になる。こち
らも新たなランニングコストが発生するため，考慮する必要が
ある。

高知市
高知市消防

26 デジタル無線の仕様等を具体化する中で検討したいと考えて
います。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格（素案）への意見照会に係るご意見と対応について

大項目 中項目

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案　第５章の項目
No 意見・理由 骨格（素案）の修正案 意見者 No

県の考え
（R7.9.17時点）

資料2 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

192 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑴　新消防指令センター及びデジ
タル無線設備の仕様に関する基本方針

・通信指令業務は119番通報のみならず、招集サイレン・放
送、防災・へり対応、県境を接しているトンネルなど他県との
連携等、様々ありその中で一つでも署所に業務が残ると集約化
につながりません。新たな機器も含め必要な投資を行ってでも
集約化を目指すべきと考えます。
・現状のデジタル無線では管内で不感地帯があり、携帯電話も
不感地帯が多く通信手段はぜひとも、県全域での通信が出来る
ように県や市町村の既存の設備を最大限活用して基地局の適正
化や、災害時における中継局の持続についても考える必要があ
ると思います。（現状、自家発の燃料であるが太陽光や蓄電池
など）

高幡消防 28 同上

193 13　新たな消防指令システム及び
デジタル無線整備に関する基本的
事項

13-⑹　デジタル無線整備及び運用に
よるコスト削減効果に関する暫定的試
算（調整中）

一定の条件を設けて更新が必要な本部に補助はできませんで
しょうか

高幡消防 29 国の有利な財源措置を活用する方策をとるべきと考えていま
す。

194 14　各種業務システムの整備その
他業務デジタル化に関する基本的
事項

14-⑴　人事、給与、財務会計、消防
業務等の業務システム整備の基本方針

　方面消防本部に消防対策本部が設置された場合に，県域に渡
る情報共有やその後の円滑な広域応援につなげるため，県内で
統一したシステムの構築が不可欠である。

高知市
高知市消防

27 今後、業務システムの整備時期等を検討していきたいと考え
ています。

195 14　各種業務システムの整備その
他業務デジタル化に関する基本的
事項

14-⑴　人事、給与、財務会計、消防
業務等の業務システム整備の基本方針

給与関係システムや歳入歳出事務に関する財務会計などの各種
システムを統一化しておかないと、事務が煩雑になることが予
想される。

・日常的な業務量が多く資金管理上も速やかな状況把握の必要性
が高い給与関係事務、財務会計事務に係るシステムを広域化前に
統一化する。

室戸市
室戸市消防

8 同上

196 14　各種業務システムの整備その
他業務デジタル化に関する基本的
事項

14-⑴　人事、給与、財務会計、消防
業務等の業務システム整備の基本方針

発足からシステム整備が完成するまでの間、どのように財務・
給与等の事務を運用するのかが不明確である。システムが未整
備の状態で適正な財務事務が可能か疑問である。

発足当初から円滑な事務処理が可能となるよう、暫定的なシステ
ム運用方法を明記すること。

安芸市消防 6 同上
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1

    「基本計画」と「実施計画」の策定主体、記載事項

消防組織法に基づき、「市町村の消防の広域化に関する基本指針」を策定。国（消防庁長官）が定める「基本指針」

○　県は、広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象
　　として、推進計画を定めるよう努めなければならない。
【推進計画に掲げる主な事項】
　・広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項

　　　＜以下、基本指針から引用＞　組合の方式による場合
　　　　　以下を参考にしつつ、各都道府県の実情を勘案して定める。
　　　　　例えば、以下のような事項について、構成市町村等間において十分
　　　　協議の上、可能な限り、組合又は事務委託の規約、規程等において
　　　　定めることとすることが有効である。
　　　　①　経常的経費、投資的経費それぞれについての構成市町村ごとの
　　　　　　負担金の額又は負担割合等に係る基本的なルール
　　　　②　職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画を策定すること。
　　　　③　中長期的な整備費用の見通しを含めた消防力の整備計画を策定
　　　　　　すること。
　　　　④　部隊運用、指令管制等に関する計画を策定すること。
　　　　⑤　災害時等に構成市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが
　　　　　　緊密に連携することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画
　　　　　　を策定すること。
　　　　⑥　構成市町村間の連絡会議の定期的な開催、消防長の専決対象の
　　　　　　明確化等構成市町村間の迅速な意見調整を可能とするための仕組み
　　　　　　を構築すること。
　　　　⑦　組合の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。

　・広域化対象市町村の組合せ
　・防災に係る関係機関相互間の連携の確保
○　推進計画の策定又は変更の際には、関係市町村の意見を聴かなければ
　　ならない。

○　都道府県知事は、広域化対象市町村に対し、必要な調整・援助等を行う。

○　広域化対象市町村は、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を
　　確保するための計画を作成する。
【運営計画に掲げる主な事項】
　・広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針

　　　＜以下、基本指針から引用＞
　　　　　広域化に係る協議の際にこれらの事項（左記①～⑦）について十分
　　　　協議の上、可能な限り運営計画において定めること。　　　　　

　・消防本部の位置及び名称
　・市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保
○　運営計画作成のため、地方自治法上の協議会を設ける場合には、構成員の
　　特例を設ける。

市町村が定める「運営計画」
（消防組織法第34条） ※高知県における「基本計画」

都道府県が定める「推進計画」
（消防組織法第33条） ※高知県における「実施計画」

消防組織法や基本指針の考え方を踏まえ、

　○今年度策定する「基本計画」への記載事項

　　　　すでにお示ししている「基本計画の骨格（素案）」の
　　　　内容をベースとする。

　○これ以上の詳細な事項

　　　　来年度以降の策定を予定している「実施計画」等に
　　　　おいて定める。
　　　　（法定協議会を設置して、実施計画を策定）

資料3 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）
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    県の広報イメージ（消防広域化の必要性、期待される効果）
資料3 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

※制作中の案であり、内容を変更する場合があります。○ 県広報紙「さんSUN高知」 令和７年12月号（11月下旬から配付予定）のイメージ
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 消防職員の採用等の状況

【出典】・消防職員数は『消防年報』（高知県消防政策課）
    ・県人口は『高知県の推計人口年報』（高知県統計分析課）

（万人）（人）
生産年齢人口減少の中でも消防職員は増加
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④高知県内消防職員の退職者の状況

その他（定年退職等）退職者数 自己都合による退職者数

退職者に占める自己都合退職者の割合
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①高知県内消防職員数及び生産年齢人口の推移

消防職員数 生産年齢人口

生産年齢人口

1,148人 1,194人
1,212人職員数
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②高知県内新規採用職員応募等状況

男性 女性 総応募者数

（倍）
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③高知県内消防職員の採用倍率の状況

単独消防 組合消防

・応募者数※に対する採用者数の
割合は、減少傾向にある。

・郡部に多い組合消防の方が
 採用倍率が低い。

・応募者数は減少傾向にあり、
10年で約３割減少している。

＜参考＞
 ◆女性消防職員数
   （全消防職員に占める割合）
 ・Ｒ３年度：15人（1.3％）
 ・Ｒ７年度：22人（1.8％）

  (全国平均3.7％(R6.4.1現在))

（人） ・退職者数は年により増
減があるが、自己都合
により退職する職員の
割合が増加傾向にある。

【出典】高知県消防政策課調べ

【出典】「消防年報」
    （高知県消防政策課）

【出典】高知県消防政策課調べ

消防職員数は人口減少下でも増加している一方、応募者数は減少傾向にあり、特に郡部の小規模消防本部では採用確保が厳しくなっている状況。
さらに、退職者のうち、自己都合による退職者の割合も増加傾向。（グラフ④）

また、女性消防職員は22名（R7.4.1現在）で、全職員に占める割合は1.8％と、全国平均3.7％（R6.4.1現在）を下回っている状況。（グラフ②）

⇒ 広域化により組織規模を拡大し、県全体での計画的な一括採用や、職員にとって魅力ある職場づくりを進めることで、組織の持続性向上が期待される。

（グラフ①、②、③）

※複数消防本部への併願が可能で
 あるため、応募者数はのべ人数。 3
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※高知市消防局と土佐市消防本部は消防指令センターを共同運用（令和５年～）。
 幡多西部消防組合消防本部及び嶺北広域行政事務組合消防本部は未導入。

現 状

（万件） （分）

8.8分
9.1分

10.0 分

2.8 

3.2 

3.6 

4.0 

4.4 

4.8 

平成25年 平成30年 令和５年
7

8

9

10

11

救急出動件数 現場到着所要時間

38,306件

42,414件

46,822件

◆救急出動件数は、
 高齢化等に伴い増加して
 おり、令和５年に過去最多

を更新
 （平成25年の約1.22倍）

◆現場到着所要時間は、
 救急出動件数の増加等に
 より、10年で＋1.2分

○ 救急出動件数の増加、現場到着所要時間の延伸

嶺北広域行政事務
組合消防本部

【高知県の救急出動件数・現場到着所要時間の推移】

高知市消防局

Ｂ消防本部管内Ａ消防本部管轄内

○ 救急車の現場到着所要時間の分布シミュレーション

管轄の壁

【参考】消防本部間で相互応援協定を締結しているが、管轄外への出動は
   ごくわずか

  ＜管轄外への応援出動の実績(令和６年度)＞
     火災：0件、救助：3件（約１％）、救急：21件（約0.05%）

③出動

近いけど
管轄外!!

◆15消防本部で通信指令業務に従事する消防職員・・・計100人役程度

○ 119番通報を消防本部や署所でそれぞれ受信し、出動指令

【消防本部の指令室】

※管轄のＡ消防本部のみ出動

（消防広域化の検討に係る基礎調査（高知県消防政策課）及び(一財)消防防災科学センターによる検証結果を元に作成）

【出典】『救急救助の現況』（総務省消防庁）

○ 現状の出動のイメージ

◆消防本部（又は消防署所）ごとに、基本的に所管地域内にのみ出動

各消防本部の
消防指令室等

②出動指令 ①119番通報

4

常備消防の出動についてのシミュレーションであり、消防団の出動を除く。

消防署所

※管轄内の直近の署所から救急車が
　 出動した場合の走行時間の分布

いの町

土佐市

高知市 ◆市町村境の地域等で
　 現場到着に時間を
　 要する場合がある。

高知市
南国市

          消防広域化による住民サービスの向上（消防力の運用効果）再掲
(10/16消防業務部会)
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県一消防
指令センター ○災害情報の一元的な把握 

○出動指令の一元的な実施

広域化後

○ 現場到着所要時間※３の短縮

◆通信指令業務に従事する消防職員・・・50人役程度

◆高機能なシステムにより、通報者の位置情報をより正確に把握
 （迅速な出動につながる）

◆災害現場に最先着できる車両に位置情報をリアルタイムに共有し、出動

○ 初動対応の車両等を増強

◆救急車の現場到着所要時間は、最大31.3分短縮が期待できる。
 ＜市町村内で最も時間が短縮される場合の最大値＞
  ・土佐清水市（有永）：▲31.3分  ・四万十町（大正中津川）：▲22.9分
  ・黒潮町（市野瀬）：▲19.6分  ・北川村（安倉、菅ノ上、竹屋敷）：▲16.6分

◆21市町村では１分以上短縮が期待できる地域がある。

◆23市町村で現場到着所要時間の短縮が期待できる地域がある。◆従来の管轄を越えて、はしご車等の特殊車両が出動可能
 ・16市町村※１へ新たにはしご車が出動可能となる。

大分市消防局（全市町村で共同運用）
「おおいた消防指令センター」
（R6.10運用開始）

Ｂ消防署管内Ａ消防署管轄内

③出動

③出動

②出動指令

【参考】
心肺停止から10分までの間で、救命措置開始が１分早くなると、７～10％の救命率
向上が期待できる。（参考：NPO法人日本ACLS協会ホームページ）

【参考：GPS機能ONの場合
    （GPSにより位置情報が取得できた場合）】

【出典】
 ちば消防共同指令センター
 ホームページ

現場に近い
Ｂ消防署から出動

災害規模等により２番目に
近いＡ消防署からも出動

○ 119番通報の受信を１つ消防指令センターに統合し、出動指令

※１ 中高層建物がある17市町村の内数
（(一財)消防防災科学センターによる検証結果を元に作成）

○ 広域化後の出動のイメージ

◆現在の消防本部や署所管轄を越えて、複数の署所からも出動が可能

②出動指令①119番通報

5

常備消防の出動についてのシミュレーションであり、消防団の出動を除く。

※３　災害発生地域の直近の消防署所から、シミュレーションに当たって設定した道路ネットワークを、設定した平均的な速度で走
行した場合の出動から現場到着までの走行時間

◆市町村境の地域等で
 現場到着所要時間の

短縮効果が見込まれる。

○ 救急車の現場到着所要時間の短縮時間の分布シミュレーション

（現状との比較）※２

※２ 直近の署所から救急車が出
動した場合の走行時間の短
縮効果の分布

土佐市

高知市いの町

高知市

南国市

消防署所

・10～50ｍ程度の
 範囲まで絞り込み

・現在救急車を１～２台で運用の24市町村
・現在消防車を１台で運用の８市町村

◆従来の管轄を越えて、近隣の消防署所から出動可能

近隣の消防署所から出動可能

          消防広域化による住民サービスの向上（消防力の運用効果）再掲
(10/16消防業務部会)
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＜広域化後の役割分担（イメージ）※指令業務を除く＞ 専門部会やワーキンググループでの意見や、消防本部との協議（10/1実施）を踏まえて再整理。

6

組織名 総務 警防・救急 予防

広域
連合本部

（１箇所） 

・管理者会議の運営
・条例・施策、組織管理等の企画立案、政策評価
・予算の編成及び執行管理、決算の調製

・各種計画、運用方針の企画立案　　　　・規程等の改廃　　　　　・各種調査、統計
・車両や装備の購入、修繕
・緊急消防援助隊等の出動調整
・救急救命士の育成

・火災予防対策
・建築基準法に基づく消防同意
・大規模、困難事案等への対応

方面
消防本部

（６箇所） 

・管内の消防署所の支援（応援職員の派遣等）

・管理運営協議会の運営
・広域連合本部と署所間の連絡調整
・方面消防本部内の調整
・消防団事務（高知市から受託）

・県・市町村防災部局との連絡調整
　（災害対策本部等）
・消防水利の設置協議、情報集約等
・救急症例検討会、救命講習等の実施
・土地開発同意事務
・車両や資機材の修理等の調整

・危険物や消防用設備に関する申請・届出手続
・火災原因及び損害の調査
・行政指導等による消防法違反是正

消防署所
（40箇所） 

・消防団事務（市町村から受託）
・署の庶務

・県・市町村防災部局との連絡調整
（災害対策本部等）
・災害、現場対応活動（消火、救助、救急）
・消防団員との訓練等
・現地調査、点検

・予防関係団体との連絡調整（女性防火クラブ等）
・消防法、火災予防条例に基づく届出手続
・防火対象物、危険物施設の立入検査

           広域連合の所掌事務のあり方について
           －広域化後における各組織の役割分担－

住民との距離
近 遠

低

高

業
務
の

効
率
化
の

効
果 方面

消防本部

広域連合
本部

消防署所

＜イメージ＞

運用に当たって留意が必要な事項
・方面消防本部の職員が管内の消防署所を支援できるよう、支援に必要な経験や能力を有する職員を方面消防本部に配置する必要がある。
・「日勤救急隊」や「指揮隊」を方面消防本部に設置することを見据え、新たな部隊の編成に必要な人数を確保できるよう、各組織において業務の効率化等に取り組む必要
がある。

◆方面消防本部の役割の見直しと併せて
職員配置も見直す（次ページのとおり）

県民の利便性や業務の効率化の効果の観点から、各組織の基本的な役割は以下のように整理し、消防の現場力の強化につなげる。
広域連合本部：現行15本部で行っている企画・立案・調整、執行統括を集約
方面消防本部：主に事業者を対象とした許認可・届出の窓口機能を集約、

　　　　　　　　　　　　広域連合本部・消防署所・市町村の間の連絡調整、管内の消防署所の支援（応援職員の派遣等）
消　防　署　所：現場対応や住民への窓口機能、市町村防災・国民保護担当部局との連絡調整、署所の運営に必要な庶務

広域化後における各組織の役割分担の基本的な考え方

再掲
(10/16消防業務部会)
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7

消防本部
現行(R7) 第１期（R10～） 第２期（R15～）

実員
(A)

実員
(B)

増減
(旧本部単位)

(B-A)
増減

(方面単位)
実員
(C)

増減
(旧本部単位)

(C-B)
増減

(方面単位)
【参考】指令統合
時の増員見込み

案（人役）
広域連合本部 　  41  41  41 88 47 47 　

中
央

中央方面消防本部 　 37 37 ▲19  44 7 ▲ 29 7.0
高知市 392 336 ▲56  300 ▲ 36 　

安
芸

安芸方面消防本部 　  9  9

 0

9 ー

▲ 3

　
安芸市 38 35 ▲3  34 ▲ 1 1.5
室戸市 48  46  ▲2  45 ▲ 1 3.0
中芸 37  33  ▲4 32 ▲ 1 1.4

中
央
東

中央東方面消防本部 　 11  11

▲8

11 ー

▲ 5

　
南国市 66 61  ▲5 59 ▲ 2 5.4
香南市 50 44 ▲6 43 ▲ 1 2.6
香美市 58  51  ▲7 50 ▲ 1 4.6
嶺北 37  36  ▲1  35 ▲ 1 1.6

中
央
西

中央西方面消防本部 　 9  9

0

 9 ー

▲ 3

　
土佐市 49 46 ▲3  45 ▲ 1 1.6
高吾北 48 46 ▲2 45 ▲ 1 1.9
仁淀 58 54 ▲4 53 ▲ 1 5.1

高
幡

高幡方面消防本部 　  9  9 ▲3  9 ー ▲ 3 　
高幡 144 132 ▲12  129 ▲ 3 6.3

幡
多

幡多方面消防本部 　 10 10

▲4

 10 ー

▲ 4

　
幡多中央 80 73 ▲7  71 ▲ 2 5.2
幡多西部 63 59 ▲4  58 ▲ 1 4.2
土佐清水市 37 34  ▲3  33 ▲ 1 1.1

総計 1,205 1,212 7 7 1,212 ー ー 52.5

現行15消防本部別内訳
単位：人

役割分担を反映させた職員配置に関する試算は以下のとおり（第２回専門部会から更新）

           広域連合の職員配置に関する暫定的試算（シミュレーション） 再掲
(10/16消防業務部会)
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    広域異動の想定数（暫定的シミュレーションの場合）

広域化後に新たな広域異動の対象となるポスト数は、第１期：15人程度、第２期：18人程度の計33人程度（全体の約３％）を仮置き。
  ＜前提＞・広域異動のポスト数は各消防本部外への異動人数（消防学校の初任科生(新規採用職員)及び中央方面本部から広域連合本部への異動は除く）
      ・現行の派遣等による広域異動は据置き
      ・本試算は、現時点での暫定的シミュレーションに基づくものであり、今後変動を生じることがある

 広域異動のポスト数（想定）

8

方面
消防本部

現行 第１期
（R10）

広域異動数
(B)

第２期
（R15)

広域異動数
(C)

合計
(A+B+C)消防本部 職員数

(R7)

派遣

派遣等先 派遣数 方面本部
小計(A)

安芸
安芸市 38 県（消防防災航空C） 1

1 － 3 4中芸 37 　 －
室戸市 48 　 －

中央東

南国市 66 県（消防学校） 1

6 8 5 19
香南市 50 県（消防防災航空C）、市防災部局 2
香美市 58 県（消防防災航空C）、市防災部局 2
嶺北 37 県（消防防災航空C） 1

中央 高知市 392
国1、県7(消防政策課2、消防防災航空C3、消防
学校2)、他消防本部2(土佐市、幡多中央)、
その他3(高知医療センター、救命救急東京研修所等)

13 13 － － 13

中央西
土佐市 49 県（消防学校）、他消防本部（高知市） 2

5 － 3 8高吾北 48 県（消防防災航空C） 1
仁淀 58 県（消防防災航空C、消防学校） 2

高幡 高幡 144 県（消防防災航空C） 1 1 3 3 7

幡多
幡多中央 80 他消防本部（高知市） 1

1 4 4 9幡多西部 63 　 －
土佐清水市 37 　 －

合計 1,205 　 27 27 15 18 60

(B)(C)は広域連合本部への異動

※役割分担を反映させた職員配置に関する試算は以下のとおり（第２回専門部会から更新）
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○試算の前提条件
規模の大きい高知市の特殊勤務手当の金額をベースとする。

　　・高知市消防職員１人当たりの平均支給月額　10.4千円　(※1)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※1)給与実態調査による

各市町村の平均支給月額を10.4千円に増額した場合の影響額を
試算する。（10.4千円より高い場合は、金額を据え置き）

　　　　　    上記の場合における影響額　＋19,000千円程度/年

    職員手当の取扱いの方向性について 

諸手当の取扱いについては、広域化前の実態を踏まえ、現状の職員数が最も多い高知市をベースとして統一する方向で検討する。(基本計画(案)に記載)

9

１　国の基準に準じているもの（市町村等で概ね違いがないもの）　
　　（例）扶養手当、住居手当、通勤手当(※)、期末・勤勉手当 等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※)距離区分に差があるが概ね同様

２　一部の地域にしかないもの （例）特地勤務手当 等

３　金額等が市町村等により異なるもの　（例）特殊勤務手当 等

　基本的な考え方

　職員手当の現状と広域化後の方向性（案）

 影響額の試算（特殊勤務手当）

１　国の基準で統一（現行と変わらないことを想定）
　　　※通勤手当の距離区分は検討が必要

２　現在適用されている地域に適用（現行と変わらないことを想定）

３　どのように統一するのか検討が必要（現行と変わる場合がある）
　　 ⇒現時点では以下のとおり影響額を試算

現 状 広域化後の方向性（案）

資料3 令和７年10月24日
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※下記は一定の条件下での試算であり、手当のあり方や金額については、
　 今後検討する必要がある。 消防本部 職員数

(人)(R7.4.1) 年間所要額 高知市ベース
年間所要額

影響額
（案）

高知市 392 35,693 　 　
室戸市 48 3,641 5,117 1,476 
安芸市 38 3,050 3,869 818 
南国市 66 8,618 - -
土佐市 49 4,013 5,491 1,478 
土佐清水市 37 1,874 2,746 871 
香南市 50 4,800 4,992 192 
香美市 58 6,138 6,864 726 
高吾北 48 2,214 5,117 2,903 
高幡 144 27,306 - -
仁淀 58 6,674 6,739 65 
幡多中央 80 2,683 6,490 3,806 
幡多西部 63 3,245 6,490 3,245 
嶺北 37 2,812 4,118 1,307 
中芸 37 1,546 3,494 1,949 
　 　 　 合計 18,836 

＜試算の内訳＞
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   【参考】職員の処遇の統一に関する総括的な基本方針（給与関係）

 職員の処遇等については、当面は「多様性尊重」に軸足を置き、広域連合発足時点では必要最小限の均一化を図った後、消防指令シス
テム統一等により処遇均一化のための所要財源確保の目処を立てることと併行して、残る均一化の課題解決を検討する。

 基本計画の骨格案の記載

　必要最小限の均一化として想定している事項（給与関係）
 　　①高知市に準拠した給料表に統一した上で、現行給料水準の直近上位に位置付け 　 　①大きな影響なし

　　②新規採用職員を高知市の給与水準並みへ引上げ   　 　　　　　　　　 　②+10百万円程度／年（累増） 
　　③新規採用職員初任給引き上げに伴う若年職員の逆転調整   　 　　　　　 　　　　③+120百万円程度／年
　　④  退職手当の広域化前後の在職期間を通算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　④大きな影響なし
　　⑤職員手当の統一(※1)　  　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 　　　　⑤＋19百万円／年 　※今回の専門部会で新たに提示
　　(※1) 実施計画において定めるよう検討が必要。特に、特殊勤務手当等についてはどのように統一するのか検討が必要。

＜参考＞給料表の格付けのイメージ

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

号給 給料月額

１ 205,100 260,900 273,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300

2 206,600 261,700 274,200 300,300 323,100 356,900 410,200 463,800

3 208,200 262,600 275,100 301,800 324,900 358,500 412,100 468,800

4 209,700 263,700 276,600 303,200 326,600 360,100 413,900 473,500

5 211,200 264,600 277,300 304,600 328,300 361,700 415,700 477,500

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級

号給 給料月額

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700

高知市以外の給料表（行政職６級） 高知市の給料表（消防職８級）

＜基本計画の骨格案の記載（抜粋）＞
・既存職員については、移行前の給料月額を下回らない号俸に格付けを行うこと基本として、高知市に準拠した新給料表に移行【①】
・新規採用職員については、高知市に準拠した給料表及び格付基準を適用【②】
・新規採用職員の初任給引き上げに伴い若年職員との間で逆転が生じないように給料月額の調整を行う方向で検討【③】 

①高知市給料表で現行水準の直近上位に調整

③若年職員の逆転調整の範囲のイメージ
  初級の初任給の188,000から直近上位の205,100に位置づけると、2年目は
211,200（4号級昇給）だが、新採の初任給と同額になるので、調整を行う。

②新採職員の初任給イメージ
※参考：高知市初任給基準（R7.4.1）
 (初級)211,200 (中級)229,200 (上級)251,700
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追加で必要な財政負担
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　新たに設立される広域連合においては、議決機関を設置し、円滑な意思決定と地域事情を踏まえた対応を可能とする体制を構築する。
　議決機関の任期や選出方法等については、実施計画又は広域連合規約に規定することとしてよいか。

高知県消防広域連合（仮称） 高知県後期高齢者医療
広域連合 奈良県広域消防組合 隠岐広域連合

議
会
議
員

定数 14人程度
(高知県2、方面本部地域12(2×6))

10人
(市長1、町村長2、市議会議員3、町村
議会議員4)

26人
(市町村の協議により、7地区から選出)

14人
　(島根県2,隠岐の島町6、海士町2、
　 西ノ島町2、知夫村2)

選挙 選出区分の議会において、選出
区分の議員の中から選挙

推薦のあった者のうちから議会に
おいて選挙

選出区分の議会において、選出
区分の議員の中から選挙

構成団体の議会で構成団体の
議員の中から選挙

任期 構成団体の議会の議員の任期 関係市町村の議会の議員の任
期 2年 構成団体の議会の議員の任期

（
参
考
）
基
本
情
報

方式 広域連合 広域連合 一部事務組合 広域連合

構成団体数 34市町村＋県 34市町村 37市町村 県＋4町村

管轄人口 648,313人 648,313人 817,466人 18,611人

管轄面積 7,102k㎡ 7,102k㎡ 3,361k㎡ 346k㎡

署所数 20署20分署所 － 18署12分署7出張所 1署1分署2出張所

(出典)他団体の情報は、それぞれ公表している例規集、消防年報、ウェブサイトから抜粋

＜議決機関の構成・他事例＞

11

    広域連合議会・議員について
資料3 令和７年10月24日
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消防署所

一部事務組合等
【管理者等】

＜現 行＞ ＜広域化後＞

 市町村長

　広域化後は、議決機関として広域連合議会を設置し、消防（消防団・消防水利を除く）に関する条例案・予算案等の提出権は広域連合長が、その議
決権は広域連合議会が有することとなる。
　その際、市町村長は、県全体の消防サービスのあり方に関して意見があるときは、広域連合長や管理者会議の構成員に意見を申し出ることが想定される。
　また、広域連合議会議員に選出された市町村議会等の議員は、条例や予算等の審議を通じて意見し、その他の市町村議会等の議員は、市町村長又
は広域連合議会議員に対して自分の意見を申し出ることにより、意見の反映を図ることが想定される。

12

    広域化後における市町村議会や市町村長等の関係について

 市町村長

消防署所

意思疎通

○単独消防の場合

○組合等消防の
 場合

消防署所

設置者の一員

管理

指揮監督

広域連合消防本部

方面消防本部
 方面消防本部
管理運営協議会

指揮監督

 市町村長

意思疎通

意思疎通

構成員
の一員

 広域連合
管理者会議

広域連合
【管理者】

        法令等に基づく公式の関係
        その他 市町村議会

 市町村議会 組合等議会

 市町村議会  広域連合議会

議員選出

予算・条例
の議決

予算案・条例案
の提出

設置者の一員

予算案(分賦金等)・
組合規約案の提出

予算案(分賦金等)・
組合規約案の議決

予算・条例
の議決

予算案・条例案
の提出

議員選出

予算案・条例案の提出 予算・条例の議決

消防本部
予算案(分賦金等)・
組合規約案の提出

予算案(分賦金等)・
組合規約案の議決

指揮監督

指揮監督
　説明資料の作成 等

指揮監督

消防本部

管理

・説明資料の作成
・市町村との協議・情報提供　等

・説明資料の作成
・市町村との協議
　・情報提供　等
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           追加・臨時的に必要となる経費の試算について
資料3 令和７年10月24日
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再掲

(10/24財務部会)

広域連合を設立する場合に、現状と比較して、追加・臨時的に必要と想定される主な経費について、現時点の金額を試算。(※1)
　 なお、臨時的な経費については、広域化による国の有利な財政措置を活用するとともに、更新水準の平準化を図るなど、可能な限り抑制する方針で試算。

発足時まで（R9・R10）の追加・臨時的に必要となる経費の実質的な負担額は、＋ 5.6億円程度。（下表の赤下線の金額の合計）
消防指令システムなどの節減効果額を踏まえた、単年度当たりの実質的な負担額(※2)は ▲0.5億円程度。

試算の基本的な考え方

区
分 事項 説明（試算の考え方）

追加・臨時的経費の
実質的な負担額

 (※1)

【参考】
単年度当たりの
実質的な負担額　

(※2)

財政措置

特
交

緊
防
債

経
常

処遇の統一（給与等） 必要最小限の処遇統一として優先的に検討すべきもの
（①新規採用職員の増、②若年職員の逆転調整、③職員手当の増）

R10～：+149/年
※R11以降毎年＋10 +194/年 － －

施設管理や各種システムの
運用保守等経費 施設管理、業務システムやネットワーク等の運用保守に要する経費 R10～：+73/年 +68/年 － －

広域連合事務局経費 議会、監査等の執行に要する経費 R10～：+3/年 +3/年 － －

臨
時
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
）

ネットワークや業務システム等
の整備

ネットワークの構築、給与や財務関係事務に係る行財政システムや
消防関係システムの導入、パソコンの更新・導入などに要する費用 発足時：+207 ＋15/年 ○

本部執務室の改修 広域連合本部の執務室の改修経費
発足時：＋88
指令システム統合時：
＋37

+9/年 ○

被服(活動服、救助服、防火服等)
・車両表示等の変更

・被服等の変更に要する経費（R14まで平準化することで財政負担を軽減 ）
・車両表示等の変更に要する経費 発足時：＋43 +3/年 ○

消防指令システムの整備 R15に共同整備した場合の節減効果額　※設計費用含む (節減効果) ▲1,231 ▲ 88/年 ○

消防デジタル無線の整備 R15に共同整備した場合の節減効果額　※設計費用含む (節減効果) ▲3,497 ▲ 250/年 ○
R9～R22平均

▲ 46/年

＜追加・臨時的に必要となる経費の内訳＞

(※1) 経費を算出した上で、国の財政措置を反映させた現時点の試算金額を記載
(※2) R9～22の14年間の実質的な負担額の単年度当たり平均。　
　　　　※R9：広域連合発足の準備　　R22：消防指令システム等の更新整備の開始（R23）の前年度

（単位：百万円）
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＜デジタル無線費用の暫定的試算＞現行の無線を個別に再整備した場合と、新たな無線を県一で共同整備した場合を試算

区分
各消防本部
が個別整備

（A）

県一で
共同整備
（B）

節減効果
(B)－(A)

無線   104.2億円 89.8億円   △14.4億円

指令システム
※前回部会試算再掲

35.3億円 36.6億円 1.3億円

合計 139.5億円 126.4億円 △13.1億円

区分
各消防本部が

個別整備
（A）※１

県一で
共同整備
（B）※２

節減効果
(B)－(A)

無線 59.7億円 26.9億円 △32.8億円

指令システム 23.6億円 11.0億円 △12.6億円

合計 83.3億円 37.9億円 △45.4億円

 ①整備費用の比較（実額ベース）

区分
各消防本部
が個別整備

（A）

県一で
共同整備
（B）

節減効果
(B)－(A)

無線  114.6億円  98.8億円  △15.8億円

指令システム
※前回部会試算再掲

70.7億円 73.2億円 2.5億円

合計 185.3億円 172.0億円 △13.3億円

 ②10年間の費用総額の比較（実額ベース）

           デジタル無線の統合について
           －整備及び運用によるコスト削減効果に関する暫定的試算－

区分
各消防本部
が個別整備
（A）※１

県一で
共同整備
（B）※２

節減効果
(B)－(A)

無線 70.2億円 35.9億円 △34.3億円

指令システム 54.2億円 42.1億円 △12.1億円

合計 124.4億円 78.0億円 △46.4億円

③整備費用の比較（国の財政措置を反映した実質的な負担額）

※1 過疎債又は防災対策事業債充当で試算
※2 緊急防災・減災事業債充当で試算

国の財政措置
を活用

国の財政措置
を活用

④10年間の費用総額（国の財政措置を反映した実質的な負担額） 

＜主な前提条件＞
 ○整備費用については、移動局無線装置（車載型、携帯型等）など現行の数量を反映させて、現在の定価ベースで試算。※数量は各消防本部に照会

 ○10年間の費用総額（表②および表④）については、整備費用に、10年間の維持管理費用（整備費用×１％×10年）を合算した額を試算。
 ○国の財政措置を反映した実質的な負担額（表③および表④）については、有利な起債を充当して試算。
  ・個別整備は、過去の整備実績を踏まえて過疎債（実質負担30％）又は防災対策事業債（実質負担77.5％）を充当
  ・共同整備は、緊急防災・減災事業債を充当（実質負担30％）

無線の試算の前提条
件に合わせて再度試算
※一部の市町村を
過疎債充当で再試算

再掲
(10/16通信・システム部会)
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 県一消防広域化の推進スケジュール

準備期間 第１期 第２期

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和12年度 令和13年度～令和15年度
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業務の集約化等の改革を
段階的に推進

高知県消防広域化基本計画
策定・公表

高知県消防広域化実施計画
策定・公表

幹事会
専門部会
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消防広域化基本計画あり方検討会
設置・開催

高知県消防広域化推進協議会
（法定協議会）設置・開催
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（総務、財務、消防業務、
 通信・システム部会）

 ワーキンググループ

給与制度、階級制度、
勤務体制 等の職員の処遇
の統一 

間接部門の
集約
※通信指令
   業務を除く。

通信指令
業務の集約

高知県消防広域化基本構想 第４章 新体制への移行スケジュール（案）
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令和７年度スケジュール

【4/28】 【5/28、
6/2】

【7/8】 【7/28、
8/6】

【8/22】 【9/17】 【10/16、
10/24】

【11/14】 【12/24、
12/25】

【1/7】

仮に、スケジュールの見直しに関するご意見がある場合には、「どの時点で」「何をするために」
「どれだけの期間」が足りないのかを具体的に意見交換をしたい。
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1

    広域化後の消防の円滑な運営に関する事項（総務部会）
    ※基本計画（第５章）への主な記載事項

１　広域化後の新たな消防組織に関する基本的事項

 (５) 現行消防組織における本部機能の新法人への移行スケジュール

　　　※長期的な目標年次を含む骨格部分については、実施計画において改めて定める
　　　※細部は、以後のプロセスの進捗状況に応じて、各年度末時点で必要な見直しを行う

(１)新法人の形態、名称及び本部の設置場所
 　○組織形態 広域連合

　○名称  　 高知県消防広域連合（消防本部：高知広域消防局）
　○設置場所  　 高知市に設置
　　　　　　　　  　 ※広域連合事務局及び消防局の事務所は、財政負担を軽減
　　　　　　　　　　　　する観点から、既存施設の利活用を基本として検討

(６) 広域化による消防本部体制の再編の必要性と狙い 
　　　広域化により、効率的で高度な消防体制が構築され、地域事情に対応しつつ

持続可能な組織運営が実現するとともに、現場活動の強化や職場環境の改善を
通じ、住民サービスの向上が図られる。

　 ＜主なポイント＞
① 高知県は人口当たりの消防本部数が多く、余りに小規模
② 消防本部と消防署の機能分担を明確化・再編し、本部機能は広域連合
　　本部に集約
③ 消防本部機能は原則として広域連合本部に集約し、専門化・高度化
④ 特に指令業務は広域連合本部への集約により大幅にスリム化し、余力を
　　署所の現場力強化
⑤ 中山間地域の小規模消防本部における人材確保強化

年度 スケジュール
R7 ・基本計画策定

・法定協議会設置の合意（市町村・県議会での議決）
R8 ・法定協議会設置・開催　　・実施計画策定
R9 ・広域連合設立の合意（県・市町村議会での議決）
R10 ・広域連合発足

R10～12
(第1期)

本部機能(通信指令業務を除く。)の集約化を進めるとともに、給
与制度、勤務体制等、職員処遇の統一に着手 

R13～15
(第2期)

通信指令業務の集約化に取り組み、R15年度末からの県一
消防指令センターの運用開始を目指す

(４) 新法人の所掌事務の範囲
○市町村の消防事務（消防団の事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理を除く。）
　　※消防団、消防水利施設の設置・維持管理の事務を受託可能
○県の消防事務(消防防災航空センター・消防学校)

(２)主たる意思決定機構
　　円滑な意思決定と地域事情を踏まえた対応を可能とする体制を構築

 　　○執行機関 広域連合長(1名)、副広域連合長(1名)、担当管理者(7名)、消防局長(1名)
　　　　　　　　　　　　　　  　 ※広域連合長は市町村長、副広域連合長は広域連合長が任命、担当管理者は
　　　　　　　　　　　　　　　　方面消防本部の市町村長6名+知事から選出を想定
　　○  議決機関 広域連合議会(14名程度)
　　○  審議機関等 広域連合管理者会議（正副広域連合長、担当管理者で構成）
　　　　　　　　　  　 方面消防本部管理運営協議会（方面消防本部の市町村長)

(３)方面消防本部の設置
　　消防署所(県内40箇所)と広域連合本部の間の連絡調整を円滑に行うため、
　方面消防本部(6箇所)を設置
 

 安芸方面消防本部
 ・管轄人口：39,063人
 ・管轄面積：1,129㎢

 中央方面消防本部
 ・管轄人口：311,188人
 ・管轄面積：309㎢

 高幡方面消防本部
 ・管轄人口：45,188人
 ・管轄面積：1,405㎢

 幡多方面消防本部
 ・管轄人口：72,857人
 ・管轄面積：1,560㎢

東洋町

室戸市

北川村

奈半利町
田野町
安田町

馬路村安芸市
芸西村

香美市

香南市
南国市

大豊町
本山町

土佐町

大川村

いの町

高知市

須崎市

日高村
佐川町

越知町
仁淀川町

中土佐町

津野町梼原町

四万十町

黒潮町
四万十市

宿毛市

三原村

土佐清水市大月町

 中央東方面消防本部
 ・管轄人口：111,130人
 ・管轄面積：1,546㎢ 中央西方面消防本部

 ・管轄人口：68,887人
 ・管轄面積：1,153㎢

土佐市
本部

(人口、面積:R7.4.1時点)
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    広域化後の消防の円滑な運営に関する事項（総務部会）
    ※基本計画（第５章）への主な記載事項
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３　新組織の人事制度・運用に関する基本的事項

４　新組織の給与その他の勤務条件に係る制度に関する基本的事項

２　新組織の構成及び職員配置に関する基本的事項

(２) 職員配置
○第1期（令和10～12年度）

　広域連合発足時には、現行15消防本部の管理・総務部門などの本部機能
（通信指令業務を除く）を広域連合本部に統合し、人員を再配置。

○第2期（令和13～15年度）
　通信指令業務を統合することで、余力を生み出し、これを現場業務に振り向
け、警防・救急・予防など現場力の強化を図る。

(１) 新組織の構成

 広域化後においては、本部と現場業務の区分を明確化し、本部機能を
広域連合本部に集約することにより、県内の消防行政の管理体制の効率
化を図るとともに、各地域における現場力強化を目指す。

組織名 基本的な役割と広域化の意義

広域連合本部 ○現行15本部の本部機能を集約し、消防行政全体に関する制度や
施策などの企画立案、執行統括、国・県・市町村との連絡調整等

方面消防本部 ○広域連合本部と消防署所の間の連絡調整、消防署所の支援
○管理運営協議会を通じ、管内市町村長との意思疎通を円滑化

消防署所 ○消防サービスや災害への対応など住民に最も身近な現場活動
○市町村防災・国民担当保護部局との連絡調整

(１) 人事制度・運用
　任用について、広域化前に勤務していた職員は、一旦退職手続きを行い、広域
連合において新たに採用。勤務継続年数は広域連合に引き継ぐ。
　職名及び階級については、高知市の現行制度をベースとして統一。

(１) 職員の処遇の統一に向けての総括的な基本方針
　広域連合発足時には、職員の処遇について必要最小限の統一を図り、当面は
「多様性尊重」。その後、消防指令システム統一などにより財源確保の目処を立て、
残る均一化の課題を解決することを想定。

(３) 人員配置増加を要する諸課題に関する対応方針
　消防力の整備指針に基づく人員充足率の改善、三交替制勤務や欠員補充へ
の対応について、消防指令システム統合等による費用節減効果の見通しも精査し
つつ、取組方針を検討。

第
１
期

・広域連合本部の新設　40名強程度（管理、総務、警防、予防等）
・方面消防本部の新設　85名程度（６方面消防本部）
※現行本部機能を集約し人員を確保。署所の現場業務の人員は現行を維持

 人員配置に関する暫定的試算（シミュレーション）

第
２
期

・指令センター設置（指令業務の統合）　47名程度
※統合により、消防署所で53人役(※1)分の現場力強化に充当。
(※1)防災行政無線等の業務が含まれる場合や兼務の状況が異なる場合があるため、今後、
　運用等について検討が必要

　広域異動の対象ポストは、現時点で第1期で15名程度、第2期で18名程度、
合計33名程度(全体の約3％)を想定。

 広域異動の試算

(２) 新規採用職員の採用・配置等
　採用は、人材確保や計画的な配置・人事異動の観点から、広域連合が一括し
て実施。また、地域の人材確保のため、「地域枠」を設定することを検討。

(3) 既存職員の人事異動
　広域化後、一部の職員は、広域連合本部等への人事異動の増加が見込まれ
るが、大多数は、引き続き管轄区域内での異動が中心。異動は、職員の希望及
び所属側の意向を踏まえて検討。

(２) 給与等の勤務条件
　給与や勤務条件は、高知市消防局の現行制度をベースに統一する方向で検討。

(３) 給料表の取扱い
　新規採用職員には、高知市に準拠した給料表と格付基準を適用。既存職員は、
移行前の給与月額を下回らないよう、広域化後の新給料表に格付け。新規採用
職員の初任給引き上げに伴い、若年職員との逆転を防ぐための調整実施。

(４) 諸手当・福利厚生
　諸手当や福利厚生も高知市をベースに統一する方向で検討。退職手当は広
域化前後での在職期間を通算し、不利益が生じないよう配慮。
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格案

目 次

Ⅰ 高知県消防広域化基本計画の性格

・ 本計画は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 33条に規定する「推進計画」として策

定するもの

・ 高知県が県内市町村との協議を経て、消防広域化に係る実施計画（消防組織法第 34 条に規

定する「広域消防運営計画」）策定の基礎となるものとして策定

・ 平成 20年に策定した高知県消防広域化基本計画の全部の改定により策定

Ⅱ 高知県消防広域化基本計画の構成

基本計画の構成は、消防組織法第 33 条第２項の規定を踏まえ、おおむね次のとおり構成と

する。

第１章 市町村消防の広域化に関する基本的な考え方

第２章 市町村の消防の現況及び将来見通し

第３章 広域化対象市町村の組み合わせ

第４章 自主的な市町村の消防の広域化に向けての県の役割

第５章 広域化後の消防の円滑な運営

第６章 防災関係機関との連携の確保

第７章 その他

Ⅲ 広域消防運営計画の骨格案

基本計画第５章「広域化後の消防の円滑な運営」に係る計画の骨格案は次のとおりとし、こ

れを基礎として高知県消防広域化実施計画（広域消防運営計画）を策定する。

第５章 広域化後の消防の円滑な運営

１ 広域化後の新たな消防組織に関する基本的事項

２ 新組織の構成及び職員配置に関する基本的事項

３ 新組織の人事制度・運用に関する基本的事項

４ 新組織の給与その他の勤務条件に係る制度に関する基本的事項

５ 新組織の歳入・歳出に関する基本的事項

６ 既存財産・債務の新組織への承継に関する基本的事項

７ 新規施設整備等に係る費用の分担及び資金調達に関する基本的事項

８ 新法人運営に係る分賦金算定に関する基本的事項

９ 広域連合本部、方面消防本部及び消防署所の役割に関する基本的事項

10 消防団事務・消防水利の受託等に関する基本的事項

11 防災・国民保護担当部局との連携に関する基本的事項

12 消防サービスの充実・高度化に関する基本的事項

13 新たな消防指令システム及びデジタル無線整備に関する基本的事項

14 各種業務システムの整備その他業務デジタル化に関する基本的事項
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高知県消防広域化基本計画（改定後）の骨格案

第５章 広域化後の消防の円滑な運営

１ 広域化後の新たな消防組織に関する基本的事項

(１) 新法人の形態、名称及び本部の設置場所

新たな消防組織は地方自治法第 284 条第３項に基づく「広域連合」の形態により設立

し、その名称は「高知県消防広域連合」（以下「広域連合」という。）とし、消防本部名称

は「高知広域消防局」とする。

広域連合の本部は、高知市が地理的に県中央部に位置し、県人口の約半分を占めてい

ることに加え、国及び県等の官公庁へアクセスも良好なこと、さらに、広域化に当たって

は高知市消防局が中核的な役割を果たすこと等を考慮し、高知市に設置する。

また、広域連合事務局及び消防局本部双方の運営の効率化を図るため、これらの事務

所は同一の建物内に設置することとし、その際には財政負担を軽減する観点から、既存

施設の利活用を基本として検討する。

(２) 新法人の主たる意思決定機構

新たに設立される広域連合においては、以下の執行機関や議決機関、協議・審議機関

を設置し、円滑な意思決定と地域事情を踏まえた対応を可能とする体制を構築する。

① 執行機関

名称 人数 概要

広域連合長 １名

・事務を執行する機関の長

・市町村消防の原則に鑑み、市町村長の中から

選任

・全市町村長及び知事により選出

副広域連合長 １名 ・広域連合長が任命

担当管理者

７名

(方面消防本部６名、

消防防災航空センター･

消防学校１名)

・方面消防本部の担当管理者：管轄内市町村の

長から選出された市町村長を充てる（※中央

方面消防本部は高知市長を充てる）

・消防防災航空センター・消防学校の担当管理

者：知事を充てる

※広域連合長及び副広域連合長はいずれかの

担当管理者を兼ねることを想定

消防局長 １名 ・消防吏員の長
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② 議決機関

任期や選出方法等については、実施計画又は広域連合規約に規定する。

③ 協議・審議機関

(３) 方面消防本部の設置

県内 40箇所に設置される消防署所と広域連合本部の間の連絡調整を円滑に行うため、

県の区域を経済社会活動上のまとまりに着目して６つに区分し、各区域に方面消防本部

を設置し、連絡調整の事務を分掌させる。区域の設定にあたっては、県や国の地方行政機

関の管轄区域等を参考に、以下の６区域とする。

名称・構成員 人数 概要

広域連合議会·議員 14 名程度

・市町村及び県の議会議員の中から選出された

議員で構成

・条例、予算その他重要事項の審議・議決を行

う

名称 構成 概要

広域連合管理者会議

広域連合長、副広域連合長、担当

管理者（方面本部６名、消防防災

航空センター・消防学校１名）

・条例、予算等の重要事項に

関する協議を行う

方面消防本部

管理運営協議会

方面消防本部担当管理者たる会長

（１名）、委員（管轄内各市町村の

長。中央方面消防本部は高知市長

が指名する市職員若干名）

・方面消防本部単位での消防

行政に関する審議機関

・地域事情を踏まえた調整を

行う

 安芸方面消防本部
 ・管轄人口：39,063人
 ・管轄面積：1,129㎢

 中央方面消防本部
 ・管轄人口：311,188人
 ・管轄面積：309㎢

 高幡方面消防本部
 ・管轄人口：45,188人
 ・管轄面積：1,405㎢

 幡多方面消防本部
 ・管轄人口：72,857人
 ・管轄面積：1,560㎢

東洋町

室戸市

北川村

奈半利町
田野町
安田町

馬路村安芸市
芸西村

香美市

香南市
南国市

大豊町
本山町

土佐町

大川村

いの町

高知市

須崎市

日高村
佐川町

越知町
仁淀川町

中土佐町

津野町梼原町

四万十町

黒潮町
四万十市

宿毛市

三原村

土佐清水市大月町

 中央東方面消防本部
 ・管轄人口：111,130人
 ・管轄面積：1,546㎢

 中央西方面消防本部
 ・管轄人口：68,887人
 ・管轄面積：1,153㎢

土佐市
本部

(人口、面積:R7.4.1時点)

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載
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(４) 新法人の所掌事務の範囲

新法人は、市町村の消防事務（消防団の事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理

を除く。）及び県の消防事務のうち消防防災航空センター・消防学校の事務を所掌する。

このほか、市町村と協議の上、市町村の消防団の事務並びに消防水利施設の設置及び

維持管理の事務についても受託することを可能とする。（「10 消防団事務・消防水利の受

託等に関する基本的事項」に別途記載）

(５) 現行消防組織における本部機能の新法人への移行スケジュール

令和７年度においては、「高知県消防広域化基本計画あり方検討会」での議論を踏まえ

て策定された本計画に基づき、「高知県消防広域化推進協議会」（法定協議会）の設置に関

して市町村議会及び県議会での議決を得る。

令和８年度は同協議会においては、広域連合の運営計画となる「高知県消防広域化実

施計画」（以下「実施計画」という。）の検討を行い、同年度内に実施計画の策定を行う。

また、令和９年度の早い時点で、広域連合設立に向けた市町村議会及び県議会での議

決を経た上で、各種制度設計、関係機関との協議、条例整備等、新法人の設立準備に着手

する。

令和 10 年度当初に広域連合を発足させ、令和 12 年度までを第１期と位置づけ、現行

15 消防本部の本部機能（通信指令業務を除く。）の集約化を進めるとともに、給与制度、

階級制度、勤務体制等、職員処遇の統一に着手する。

令和 13 年度から令和 15 年度までを第２期とし、通信指令業務の集約化に取り組み、

令和 15 年度末からの県一消防指令センターの運用開始を目指す。

上記スケジュールのうち、長期的な目標年次を含む骨格部分については、実施計画策

定過程における議論を踏まえ、実施計画において改めて定めることとするほか、その細

部については、以後の各プロセスの進捗状況に応じて、各年度末時点で必要な見直しを

行うものとする。

(６) 広域化による消防本部体制の再編の必要性と狙い

① 消防本部の数と規模

本県では、現在、15 消防本部（単独８、一部事務組合６、広域連合１）が設置され

ているが、１消防本部当たりの管轄人口は、全国平均が 17.3 万人であるのに対し、本

県は 4.3 万人となっており、人口当たりの消防本部数は全国で最も多い。面積や人口

が本県に近い島根県が９消防本部であることも踏まえると、本県では管轄人口に比し

て消防本部数が非常に多い状況にある。

また、15 消防本部の下に 20消防署が設置されており、１消防本部当たりの消防署数

は、全国平均が 2.4 署に対して、本県は 1.3 署であり、本部機能と消防署の現場統括

機能の区分が曖昧になりがちな状況にある。

なお、東洋町や芸西村においては、消防に関する事務を隣接する室戸市や安芸市に

委託している。

50



5

資料5 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

② 消防本部と消防署の機能分担を明確化・再編

消防本部の体制について、消防本部と消防署との機能分担を明確化して再編するこ

ととし、広域化後、原則、消防本部の機能については、集約した上で広域連合本部へ移

管する一方、消防署の機能については、庶務業務も含め、広域化後も消防署に存置す

る。

具体的には、広域連合本部の機能としては、市町村や県との連絡調整、人事・給与制

度の立案、予算の編成と議会質疑対応、119 番通報受電や現場への指令、警防・予防・

救急等の制度の企画立案及び法令解釈などを担う。

他方、消防署では現場活動の総括や、人事異動や給与支給等の運用、経理･契約など

予算の執行の実務、現場出動及び個別事案の対処、各種届出の受付などの機能を担う。

③ 消防本部機能の集約による専門化・高度化

消防本部機能を広域連合本部へ集約することで、第１期にあっては、例えば総務関

係では、コンプライアンス機能を強化し、パワーハラスメントのない働きやすい職場

づくりを推進するほか、各業務における企画立案機能の専門性を強化し、デジタル化

を含め高度な住民サービスの実現を図る。

④ 消防本部機能の集約により生じた余力を生かした現場力の強化

現行の 15 消防本部で行われている指令業務に従事する人員のうち、広域化後（第２

期末）は約半数を広域連合本部に集約し、残る約半数を消防署所の現場業務に従事さ

せることで、現場力の強化を図る。

⑤ 中山間地域の小規模本部における人材確保強化

広域化後は、県域全体をカバーする新たな本部体制への移行により、人口減少下で

の組織の持続可能性向上と規模拡大による職場の魅力向上を図る。

特に、人口減少に伴い郡部の小規模消防本部では、新規採用職員の確保に困難が生

じているため、県域全体で新規職員を一括採用することで、中山間地域等の欠員補充

を含め、広域的・計画的な職員配置を促進し、人材確保を強化する。

51



6

資料5 令和７年10月24日

高知県消防広域化基本計画あり方検討会 総務部会（第３回）

２ 新組織の構成及び職員配置に関する基本的事項

(１) 新組織の構成及び職員配置に関する基本方針

① 新組織の構成

広域化後の消防体制においては、従来の１本部１署体制では曖昧になりがちであった本

部機能と現場統括業務の役割を明確化し、管理機能を広域連合本部に集約することで、県

内全体の消防行政における管理体制の効率化を図るとともに、各地域における現場対応力

の強化を目指す。各組織の基本的な役割は以下のとおりとする。

ア 広域連合本部の基本的な役割

広域連合本部は、消防行政全体に関する制度や施策の企画立案、執行統括、国・県・市

町村との連絡調整を担う。また、消防組織法上、県内で唯一の「消防本部」として、現行

の 15 消防本部の本部機能を集約化する。

イ 方面消防本部の基本的な役割

方面消防本部は、広域連合本部と消防署所の間の連絡調整を担うとともに、応援職員

の派遣など消防署所の支援を行う。また、「管理運営協議会」の場等を通じ、管内の市町

村長との意思疎通を円滑化する。

ウ 消防署所の基本的な役割

消防署所は、消防サービスや災害対応に係る個別事案の対処など地域住民に最も身近

な現場対応を担う。また、消防署所間の運営調整に必要な庶務機能は広域化後も存置す

るほか、市町村防災・国民担当保護部局との連絡調整も行う。

＜広域化後の役割分担（案）＞※指令業務を除く

組織名

（箇所数）

基本的な役割と

広域化の意義

主な業務

総務 警防・救助・救急 予防

広域連合本部
（１） 

○消防行政全体に関する
制度や施策などの企画
立案、執行統括、国・
県・市町村との連絡調
整等

○消防組織法上、県内唯
一の「消防本部」とし
て、現行 15 本部の本
部機能を集約

・条例・施策等の企画
立案、政策評価

・組織体制、人事管
理、給与、勤務条件
等に係る制度の企画
立案

・予算の編成及び執行
管理、決算の調製

・各種計画、運用方
針の企画立案

・消防車両、装備の
購入等に関する計
画策定

・緊急消防援助隊や
国際消防救助隊に
関する計画策定、
出動調整、訓練等

・予防行政に関する
企画立案

・予防関係法令、条
例等の運用方針決
定

・署所での対応が困
難な個別事案（大
規模、高度な技術
が必要な案件等）
への対応

方面消防本部
（６） 

○広域連合本部と消防署
所の間の連絡調整

○消防署所の支援
○「管理運営協議会」の
場等を通じ、管内市町
村長との意思疎通を円
滑化

・人事、財務等に係る
広域連合本部と署所
間の連絡調整

・所管区域内における
各種情報の伝達・集
計業務

・市町村との連絡調
整

・消防水利の設置協
議等

・車両や資機材の修
理等の調整

・危険物や消防用設
備に関する申請・
届出手続

・火災原因、損害調
査

・行政指導等による
消防法違反是正

消防署所
（40） 

○消防サービスや災害対
応に係る個別事案の対
処など地域や住民に最
も身近な現場活動

○消防署所の運営に必要
な庶務機能は広域化後
も存置

○市町村防災・国民担当
保護部局との連絡調整

・各職員に係る人事異
動調整、給与の決
定・支払等

・個別の歳入歳出に係
る経理、物品調達に
係る契約事務等

・消防団事務（市町村
から受託）

・個別事案に関する
災害、現場対応活
動（消火、救助、
救急）

・防災訓練への参加

・消防法等に基づく
届出の処理

・予防査察・指導等
・地域住民への防火
啓発活動
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② 職員配置

第１期（令和 10 年度～令和 12 年度）では、現行 15 消防本部の本部機能（通信指令業務

を除く。）を広域連合本部に集約し、それに伴い人員の再配置を進める。

第２期（令和 13 年度～令和 15 年度）では、通信指令業務の集約化により、消防署で行

っていた通信指令業務を県一消防指令センターで一括して行うことで余力を生み出し、そ

れを現場へ再配置する。これにより、警防、救急、救助、予防の各部門における現場力強

化を図る。

なお、現行 15 消防本部の職員を広域連合本部に派遣する場合、人材育成の観点での研修

職員も含め、多くの消防本部から職員が派遣されるよう配慮する。

(２) 新法人における所属毎人員配置に関する基本方針及び暫定的試算（シミュレーション）

① 第１期：広域連合発足時（令和 10 年度～）

ア 現行消防本部（消防署所の所管部分を除く。）の廃止に伴う消防長や次長などの管理要

員及びこれをサポートする総務部門の要員数の減少を見込む。（管理職 20 名程度減、総

務部門 40名程度減）

イ 方面消防本部の新設に伴い必要と見込まれる、方面消防本部長及び総務部門の要員数

の増加を見込む。

【職員配置イメージ（日勤職員）（計 85 名程度増）】

・中央方面消防本部

本部長兼署長１名、総務担当 17 名、警防・救急・予防担当 19 名 計 37 名

・その他の方面消防本部

本部長兼署長１名、総務担当４名、警防・救急・予防担当４～６名

５方面消防本部で計 48 名

ウ 広域連合本部の新設に伴い、同本部に配置すべき要員数を以下(ア)のとおり 40 名強程

度と概算で想定し、これを以下(イ)により、確保することを見込む。

(ア) 概算想定

【広域連合本部の職員配置イメージ（日勤職員）（計 40 名強程度）】

消防長１名、次長２名、総務担当 20 名程度（コンプライアンス推進室（仮称）、デジ

タル化推進室（仮称）を含む。）、警防・救急・予防担当 18 名程度

(イ) 確保する人員見込み

ａ 上記アからイを控除した人員数 ･･･20 名弱程度

ａ 現行消防本部において、警防・救急・予防部門に配属されながら、本部事務又は

署所の事務に係る管理系業務に従事している職員相当数（約 160 人役）のうち、本

部事務に係る管理系業務に従事している人員として広域連合本部への本部機能集約

に伴い移管すべき人員数 ･･･30 名強程度
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ｂ 広域連合発足時の臨時的業務遂行のため、県・市町村等から派遣を求める人員

数 ･･･10 名弱程度

エ 上記ウに掲げた見積りは、暫定的な概算値であり、今後以下の観点から各消防本部と

協議した結果を踏まえて、必要な見直しを行い、精査後の職員配置案を策定する。

・ 現行消防本部において行われている警防・救急・予防業務に係る企画立案・計画策

定・困難事案処理等の事務は、デジタル技術の活用等により、原則として広域連合本

部に集約することとし、これらの業務の高度化を図る。この観点から、広域連合本部

への移管人員数は更なる上積みを目指す。

・ 広域化後も消防署所において担うべき警防・救急・予防業務に係る住民への窓口機

能やこれらの業務遂行のために必要な庶務機能を果たすために必要な人員（交替制確

保のための人員を含む。）については、精査のうえ、各消防署所に存置する。

・ 上記の結果、広域連合本部において必要と見込まれる人員を上回る余力が生じると

見込まれる場合には、各消防署所における現場力の向上に充てるものと暫定的に想定

して各消防署所において留保する。

② 第２期：指令業務の統合時（令和 15 年度～）

ア 現行消防本部における指令業務の廃止に伴い、同業務に従事する要員数（100 人役程

度）の減少を見込む。

イ 広域連合本部に設置する消防指令センターに必要と見込まれる要員数（47 名程度）の

増加を見込み、これを踏まえて消防署所から拠出すべき要員数を最近の通報件数比率等

に応じて算定（以下のとおり）する。

ウ 以上の結果、消防署所で生じると見込まれる余力（53 人役程度）については、各消防

署所内における現場力の向上に充てるものと暫定的に想定して各消防署所において留保

する。

【消防指令センターの職員配置イメージ】 計 47 名

・ 指令管理担当５名、指令要員 42 名（14 名×三交替制）

※方面消防本部ごとの拠出要員数

中央：29 名（第１期比で７名の余力） 安芸：３名 中央東：５名

中央西：３名 高幡：３名 幡多：４名

・ 現行の指令業務の人役数：99.5 人役

→ 指令業務の統合時の人役数：47人役 ⇒ 52.5 人役の余力
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③ 総括表

[注１] 広域連合本部には、消防職員 34 名の他、県及び市町村からの派遣職員７名を追加。

[注２] 中央方面消防本部 37 名（消防団担当５名他を含む）、５方面消防本部 48 名の合計。

[注３] 高知市消防局の現場系４名（日勤救急隊）は消防署所へ移行。

[注４] 指令要員を消防局・消防本部の人員としている。（高知市消防局 36 名、単独消防 28 名、消防組合等 36

名の計 100 名）

[注５] 高知市消防局の指揮指令要員 29 名、単独消防から拠出される指令要員８名、消防組合等から拠出され

る 10 名の合計。

(３) 人員配置増加を要する諸課題に関する対応方針

① 「消防力の整備指針」に基づく人員充足率の改善

「消防力の整備指針」が示す人員配置数は、市町村が目標とすべき装備、車両等や人員の

整備水準を示したもので、国（消防庁）が定める一種の努力目標と位置付けられるものであ

る。

広域化後はスケールメリットを反映して整備すべき装備・車両等の量自体の減少が見込

まれるものであり、広域連合発足時には新たな消防本部体制の下で必要な装備水準及びこ

れに対応した人員配置数を再計算して提示する。

この努力目標達成に向けては、人員増に要する財源の確保が不可欠である。このため、

整備指針に基づく人員充足率等の改善に向けては、三交替制勤務への移行、給与水準の均

一化などの人件費の増額を伴う他の諸課題の取扱いとあわせて、広域連合発足に伴う消防

指令システム統合等による費用節減効果の見通しも精査しつつ、取組方針を検討する。
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② 三交替制勤務への移行

三交替制勤務は、職員の労務負担の軽減やワークライフバランスの向上といった観点か

ら、働き方改革を推進する上で有効な勤務形態であり、あわせて現場の消防力の強化にも資

することから、導入に向けた検討が望まれる課題である。

一方、三交替制勤務の導入に際しては、当面、１部隊を三交替とすることによる必要人員

の増加や、それに伴う多額の財源確保が必要となる。

このため、今次の消防広域化に際しては、当面、地域における行政サービスの水準の決定

に関する各市町村の判断を尊重する「多様性尊重型」の対応に軸足を置き、各関係市町村が

地域の実情に応じて検討を行うことを要請する。

③ 欠員補充等に要する人員増

消防職員の欠員は、現場対応力の低下や職員の負担増につながることから、広域化に当

たり、必要最小限の処遇統一として優先的に検討すべき課題と位置づけられる。このため、

欠員の解消に向けて、必要な財源確保の方策をはじめとする条件整備について、関係市町村

において速やかに検討を行うよう要請するとともに、広域連合における支援のあり方につ

いて検討する。

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載
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３ 新組織の人事制度・運用に関する基本的事項

(１) 人事制度・運用に関する基本方針

① 任用

広域化前において市町村の消防本部に勤務していた消防職員は、広域化に際して一旦退

職の手続きを行った上で、広域連合において新たに採用されるものとする。

なお、広域化前の勤務継続年数等については、広域連合に引き継ぐものとする。

② 職名及び階級

職名及び階級については、現行 15 消防本部で異なるため、現状の職員数が最も多い高知

市の現行制度をベースとして統一するものとする。

(２) 新規採用職員の採用、配置等に関する基本方針（地域枠の設定等）

広域化後の新規採用は、人材確保や計画的な人材配置・人事異動の観点から、広域連合が

一括して実施することを基本とし、あわせて、地域に根ざした人材の確保を図るため、一定

の採用枠を地域枠として設定し、構成市町村の出身者等を優先的に採用することを検討する。

地域枠の設定に当たっては、採用後は一定期間当該地域に勤務することを条件とする一方、

採用時の地域選択において第２希望を認めるほか、採用後の事情変更に応じた選択変更を柔

軟に認めるなど、弾力的な運用を図る方向で検討する。

(３) 既存職員の人事異動等に関する基本方針及び広域異動に関する暫定的試算

① 既存職員の人事異動等に関する基本方針

広域化後の人員配置として、一部の職員については、広域連合本部への配置など広域的

な人事異動を求める機会が従来より増加することが見込まれるが、大多数の消防職員の場

合、引き続き同じ管轄区域内での配置を中心とした人事異動の運用が想定されるものであ

る。広域化後の人事異動はこのような見通しを前提として、職員本人の希望及び所属側の

意向を踏まえて検討することとする。

② 広域異動に関する暫定的試算

広域化後、新たに広域異動の対象となるポスト数は、現時点での人員配置見通しを前提

に試算した場合、第１期 21 人程度、第２期 18 人程度、合計 39 人程度（全体 1,205 人の約

３％）が想定される。

ア 第１期：広域連合発足時（令和 10 年度～）

本部機能の集約化や、新たに設置する「コンプライアンス推進室（仮称）」「デジタル化

推進室（仮称）」などの業務に対応するための要員として、高知市外の所属から広域連合

本部へ 21名程度の広域異動を想定。

ただし、本試算は、警防、救急、予防部門における人員配置について、現時点での仮算

定に基づくものであり、今後変動を生じることがある。

イ 第２期：指令業務の統合時（令和 15 年度～）

第１期の要員に加え、広域連合本部に設置する県一消防指令センターに必要と見込ま

れる要員として、高知市外の所属から広域連合本部へ 18 名程度の広域異動を想定。

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載
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４ 新組織の給与その他の勤務条件に係る制度に関する基本的事項

(１) 職員の処遇の統一に向けての総括的な基本方針

職員の処遇等については、当面は「(A) 多様性尊重」に軸足を置き、広域連合発足時点で

は必要最小限の均一化を図った後、消防指令システム統一等により処遇均一化のための所要

財源確保の目処を立てることと併行して、残る均一化の課題解決を検討する。

(２) 給与等の勤務条件に関する基本方針

広域連合の職員の給与等の勤務条件については、事務処理の便宜上、職員数が最も多い高

知市消防局の現行制度をベースとして統一する方向で検討する。

(３) 給料表格付等の取扱い（新規採用職員の扱い、既存職員の扱い、財政負担増の場合の財源

確保ルールについての基本的な考え方）

給料表の適用にあたっては、広域化前の実態を踏まえつつ、以下の基本的な考え方に基づき

対応する。

・ 新規採用職員については、高知市に準拠した給料表及び格付基準を適用する。

・ 既存職員については、移行前の給料月額を下回らない号俸に格付けを行うこと基本と

して、高知市に準拠した新給料表に移行する。その際、新規採用職員の初任給引き上げに

伴い若年職員との間で逆転が生じないように給料月額の調整を行う方向で検討する。

(４) 諸手当、福利厚生等の取扱い（退職手当、広域異動時の宿舎提供等）

諸手当及び福利厚生の取扱いについては、広域化前の実態を踏まえ、現状の職員数が最も多

い高知市をベースとして統一する方向で検討する。

また、退職手当については、職員の在職期間を広域化前後で通算し、退職手当の不利益が生

じないよう取り扱う。なお、退職手当の支給事務の取扱いについては、現行 15 消防本部で方

式が異なるため、今後、対応を検討し、実施計画において方向性を定める。

広域異動する職員については、住居手当の支給等により住居の確保を支援する。

 基本スタンス 基本的考え方  市町村の財政負担 基準財政需要額との関係

(Ａ) 多様性尊重 

市町村消防の原則に鑑

み、処遇統一等は必要最

小限にとどめ、各市町村

の判断を尊重 

均一化の範囲を絞り

込めば財政負担は限

定的 

交付税は使途制限のない

一般財源のため市町村の

自律性を尊重 

(Ｂ) 均一化推進 

同一組織である以上、職

員処遇等はできる限り

早期に均一化

現実的には高水準に

あわせるため多額の

財政負担が生じる 

交付税制度で保障された

基準財政需要額レベルは

最小限支出 

前回「以下の対応方針として

よいか」の内容を記載

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載

前回「以下の対応方針としてよいか」の内容を記載
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